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１�　この冊子は、原則として平成 29 年 3月末で公表されているデータを使用しているが、一
部については平成 30 年 3月末のデータを使用している箇所もある。

２�　この冊子を作成するに当たって、参考にした資料及び提供者は次のとおりである。

　　（１）「�沖縄の米軍基地　平成 30 年 12月」�
� 発行：沖縄県知事公室基地対策課

　　（２）「�沖縄の米軍及び自衛隊基地（統計資料集）　平成 30 年 3月」�
� 発行：沖縄県知事公室基地対策課

３　この冊子で使用した統計符号の用法及び法律等の概略は、次の通りである。

　　（１）統計符号

　　　　０：四捨五入の結果、表示単位に満たないもの

　　　　－：該当数字がないもの

　　（２）日米安保条約：�日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約�
（昭和 35 年条約第 6号）

　　（３）日米地位協定：�日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約�
第 6 条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊
の地位に関する協定（昭和 35 年条約第 7号）

　　（４）沖縄返還協定：�琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の
協定（昭和 47 年条約第 2号）

凡　例





市民をはじめ議会ならびに関係機関の皆様、常日頃から本市
の基地行政にご理解を賜りこの場を借りて厚く御礼を申しあげま
す。本市の基地対策に関しましては、毎年小冊子を作成し関係機
関の皆様に配布させて頂いているところですが、概ね5年周期で小
冊子のまとめ版として「基地と沖縄市」と題し刊行誌を発行しております。
さて本市は嘉手納飛行場と嘉手納弾薬庫という二つの広大な米軍基地に隣接することから、

まちづくりにも制約がかかるとともに、基地から派生する様 な々課題が発生しております。
特に米軍機による航空機騒音につきましては、嘉手納飛行場の滑走路の延長線上に市

の北部地域が位置しており、宜野湾市にある普天間飛行場の延長線上に市の東部地域が
位置していることから、戦闘機等による航空機騒音被害が絶えません。最近では戦闘機の
嘉手納飛行場の場周経路の逸脱等からほぼ市の全域から騒音苦情が寄せられている状況
にあります。
また平成 25 年度に沖縄市サッカー場の人工芝敷設工事中に米軍由来の蓋然性が高い化
学薬品メーカー表記のドラム缶や有害物質等が発見されたことから、沖縄における基地返還
跡地の環境汚染問題として報道でも大きな問題として取り上げられました。その後、市は国と
県と緊密に連携を図りながら実に4 年もの月日をかけ沖縄防衛局による当該地の汚染対策作
業を完了することができました。
また平成 25 年 4月に公表された沖縄における在日米軍の再編に係る統合計画により、浦添
市にある牧港補給地区の倉庫群や北谷町にあるキャンプ瑞慶覧のスクールバス及びターミナル
施設が本市の嘉手納弾薬庫地区の知花地区へ移設されることが示されました。
この統合計画により影響を受ける市の北部地域の住民の皆様からは、これまでの長年にわた
る様 な々基地から派生する課題が示されました。特に市北部地域では滑走路の延長線上での
航空機騒音のみならず、隣接する嘉手納弾薬庫内を流れる与那原川、比謝川の氾濫で周辺
地域の床上浸水や土地改良区等で水害も発生しました。また基地を境に周辺道路がいびつな
構造になっており交通渋滞が発生しております。その他、米軍基地に隣接するエリアでは不法
投棄、農業被害、防犯灯の未設置など、様 な々基地から派生する問題があります。
この度、市は防衛本省と沖縄防衛局による三者協議会を設けこれまで前述の問題解決にあ
たってまいりました。
この刊行誌を市民並びに市議会、各関係機関の皆様にご覧いただき本市の基地行政に関
するご指摘、ご指導を賜りたいと考えております。何卒、今後とも市民の皆様のご理解とご協
力を頂きますようお願いを申し上げご挨拶とさせて頂きます。

平成 31 年３月
沖縄市長　桑江　朝千夫

はじめに



目　　　次

第１章　沖縄市の概要	
　第１項　沿革と位置 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11

第２章　基地の概況
　第１項　沖縄県の基地の概況�
� （１）本県の米軍及び自衛隊基地の全国比率 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 15
� （２）所有形態別米軍及び自衛隊基地の面積 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 16
� （３）地区別所有形態別米軍基地面積 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17
� （４）市町村別米軍基地面積 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 18
� （５）主な在日米軍兵力の現況（沖縄）�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 19
� （６）在日米軍提供施設・区域配置図（沖縄）�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 20
� （７）在沖自衛隊基地配置図 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 21
� （８）沖縄周辺の米軍訓練空域・水域図� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 22
　第２項　沖縄市の基地の概況
� （１）市域面積と基地面積及びその割合 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 25
� （２）嘉手納飛行場 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 26
� （３）嘉手納弾薬庫地区 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 27
� （４）キャンプ・シールズ �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 29
� （５）泡瀬通信施設 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 30
� （６）キャンプ瑞慶覧 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 32
� （７）陸軍貯油施設 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 34
� （８）陸上自衛隊沖縄訓練場 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 35
� （９）陸上自衛隊那覇駐屯地白川高射教育訓練場 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36

第３章　基地と市民生活
　第１項　航空機騒音の現状について
� （１）航空機騒音の現状について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 41
� （２）航空機騒音に関する本市の対応について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42
� （３）市内 6ヵ所の騒音測定局における騒音発生回数と Lden 比較 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 43
� （４）三連協と第 18 航空団との意見交換について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
　第２項　嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設
� （１）嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 72
� （２）沖縄アリーナについて �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 82
� （３）移設受け入れまでの主な経緯について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 83
　第３項　基地返還跡地の環境汚染
�   1　基地返還跡地であった沖縄市サッカー場 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 87
�   2　第１次調査�広報おきなわ平成 25 年 9 月号掲載 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 88
�   3　第２次調査�広報おきなわ平成 26 年 8 月号掲載 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 89
�   4　2 次調査から 3次調査へ �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 90

6 基地と沖縄市



�   5　経層磁気探査について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 91
�   6　台風発生後の市の対応について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 92
�   7　汚染対策作業について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93
�   8　グラウンド側の汚染対策作業及び汚染土壌搬出作業について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93
�   9　沖縄防衛局及び沖縄県による土壌及び周辺環境調査結果について �� � � � � � � � � � � � � � � � 97
� � ⓾　沖縄市による汚染対策完了のお知らせについて �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98
　第４項　沖縄市の基地問題に関する抗議・要請 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 100
　第５項　沖縄市基地対策協議会 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 103
　第６項　嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会（三連協）�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 107
　第７項　沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会（軍転協）�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 126

第４章　基地と市議会
　第１項　組織及び活動 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 137

第５章　基地と市財政
　第１項　市町村財政における基地関係収入 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 145

第6章　基地周辺整備事業
　第１項　国の基地周辺対策
� （１）基地周辺整備事業 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 153
� （２）再編交付金 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 158
� （３）基地交付金等 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 159
� （４）返還道路整備事業補助金 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 160
� （５）再編推進事業補助金 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 161
� （６）再編関連特別地域支援事業補助金 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 161
� （７）NHK放送受信料の補助制度 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 161

第７章　資料編
� SACO最終報告（仮訳）�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 165
� 航空機騒音に係る環境基準について（抜粋、平成�25 年 4 月 1 日施行）�� � � � � � � � � � � � � � � 169
� 航空機騒音に係る環境基準について（抜粋、平成 12 年 12 月 14 日環告 78）�� � � � � � � � � 171
� 航空機騒音に係る環境基準類型指定 �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 173
� 嘉手納飛行場及び普天間飛行場における
� 　航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意について �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 175
� 在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続（仮訳）�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 177
� 事件・事故通報手続に関する特別作業班（AWGON）付託事項（仮訳）�� � � � � � � � � � � � � � 181
� 日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での
� 　合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 183
� 資料①　続基地と沖縄市（昭和 51 年）�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 187
� 資料②　基地と沖縄市（昭和 60 年）�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 193

基地と沖縄市 7





基地と沖縄市 ― 第 1 章
沖縄市の概要





第１章　沖縄市の概要

第 1項　沿革と位置
沖縄市は、県都那覇市から北へ約22kmに位置し、南部には北中城村、南西には北谷町、
西は嘉手納町、読谷村そして北は恩納村、北東にはうるま市の 6市町村と隣接し、人
口は約 142 千人で県内第 2の規模を擁し、中部圏の要の位置にあります。しかし、市
域は米軍基地に周辺が囲まれ周辺市町村との交通に制約を受けています。
本市（旧越来村、旧美里村）は沖縄戦の前までは農村地域であり、山ももの産地と
して知られるなど生活環境は比較的穏やかな地域でした。また、泡瀬地域では塩田地
帯が広がり製塩業が盛んで、港には山原船が出入りし、商業地域も形成されていました。
1945 年（昭和 20 年）4月 1 日、米軍は本島北谷村等の海岸から上陸し、住民を巻き
込んだ激しい地上戦が 3ヶ月余に及びました。それから住民の生活は一変します。
戦後の沖縄市は、収容生活から解放されたものの、平坦地や農耕地など生産力の大
きい市域の大部分が、嘉手納飛行場をはじめとする軍事基地に接収され、基地労働や
米軍相手の飲食店など急速に基地に依存する経済構造に組み入れられていきました。
そのような中で住民は各地の収容所から旧居住地への移動が許されたが、激戦が展
開された中南部地域では、住み家がほとんど焼失しており、住居等を確保することは
容易なことではありませんでした。
1945 年 10 月 23 日に、米国海軍軍政府指令第 29 号「旧居住地移住の計画と方針」が
発せられ、本格的な住民移動が間もなく開始されました。
しかし、米軍はその軍事上の目的から広汎な耕地等を強制的に接収していたので、
多くの住民は旧居住地へ復帰することができませんでした。
収容所を出ても、自分の旧居住地にもどることができず、別の土地で新たな住居を
求め、畑を耕作しなければならない人々や学校、病院、役所等の公共施設のための用
地確保は、緊急な課題となっていました。
先の米国海軍軍政府指令第 29 号「旧居住地移住の計画と方針」の中で、米軍軍政府は、
これらに対する対策を定め、各地区隊長に指示していました。その内容はおおむね次
のとおりです。
各地で宅地、農耕地等の個人用地と公共用地の割り当てがなされ、割り当てられた
者は、無償でその土地を使用する権利を有し、所有者といえどもこれを立ち退かせたり、
地料を取り立てることを禁止しています。これを割当土地制度といいます。
この指令は 1951 年 9 月 28 日公布の「沖縄群島割当土地条例」や立法院で 1954 年 6
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月 18 日可決した「沖縄群島割当土地条例の一部を改正する立法」等で一部改正をしな
がら引き継がれました。最終的には、1966 年 8 月 10 日に琉球政府立法院は「沖縄群島
割当土地に関する臨時処理条例の廃止に伴う措置に関する立法」（割当土地法）を改正
して借地法を適用することで、割当土地に対する一定の決着をみています。
ちなみに、沖縄市では、旧コザ市が約 1万坪余、旧美里村が 8百坪余 ( 合計で約 1万
1 千坪 ) となっており、全体の約 13 万 3 千坪のうち、那覇市の約 9万 3 千坪の次に多
い面積が割当土地とされていました。
それが原因で現在も消防車は勿論のこと車さえ通れない住宅密集地が沖縄市の各地
に形成されたものと思われます。
1955 年当時の旧越来村における米
軍基地面積は 1,698 万㎡で、村域面積
（2,249 万㎡）に占める割合は約 76%
となっています。また旧美里村にお
ける米軍基地面積は 818 万㎡で、村
域面積（2,018 万㎡）の約 41% を占
めています。
その後、胡屋解放地 ( 現市庁舎一
帯 )、キャンプシールズ ( 一部 )、泡
瀬通信施設 ( 一部 ) などが返還され、
市街地が形成されていきました。
1956 年旧越来村において市政が施
行され、コザ市となり、1972 年の復
帰をはさみ 1974 年（昭和 49 年）、コ
ザ市と美里村が合併して沖縄市（人
口約 91,000 人）となりました。
市域面積の大部分が米軍基地となったことから、また、1950 年代の基地の拡大・固
定化が進む中で、本市の経済構造は第 3次産業に偏重した街が形成されてきました。
東西冷戦構造の維持とベトナム戦争などにより米国の経済は困難に陥り、復帰を前後
して在沖米軍基地も大きく再編され、基地労働者の大量解雇や米軍人等に依存してい
たサービス業者の業種の転換など大きな社会問題となりました。常に米国の動向や国
際情勢に左右される基地依存経済の脆さが改めて露呈したものといえます。また、沖
縄市は「基地の街」といわれるように経済、文化などの面でさまざまな影響を受けて
おり、これからの街づくりにおいて多くの課題を持っています。
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第 2 章　基地の概況

第 1項　沖縄県の基地の概況

（１）本県の米軍及び自衛隊基地の全国比率
ア � 施設面積

区　分 全　国（千㎡） 沖　縄（千㎡） 本　土（千㎡）

米
　
軍

専用施設 264,343 100�0% 186,092 70�4% 78,250 29�6%

一時使用施設 716,678 100�0% 2,130 0�3% 714,549 99�7%

計 981,021 100�0% 188,222 19�2% 792,799 80�8%

自衛隊 1,089,612 100�0% 6,931 0�6% 1,082,680 99�4%

合　計 1,356,355 100�0% 194,896 14�4% 1,161,458 85�6%

イ � 施設数

区　分 全　国 沖　縄 本　土

米
　
軍

専用施設 78 100�0% 31 39�7% 47 60�3%

一時使用施設 66 100�0% 6 9�1% 60 90�9%

計 128 100�0% 32 25�0% 96 75�0%

自衛隊 2,348 100�0% 44 1�9% 2,304 98�1%

合　計 2,426 100�0% 75 3�1% 2,351 96�9%

注	1.	沖縄防衛局の資料 ( 平成 29 年 3 月末現在 ) による。
	 2.	米軍基地と自衛隊基地を合計した面積・施設数が合計欄の数字と一致しないのは、米軍が自衛隊
	 	基地を一時使用 ( 共同使用 ) している基地の面積・施設が両方に含まれているためである。
	 3.	計数は四捨五入によるため、符合しないことがある。
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（２）所有形態別米軍及び自衛隊基地の面積

区　分
米軍基地 自衛隊基地

面積（千㎡）構成比（％）面積（千㎡）構成比（％）

沖
　
縄

国有地 43,944 23�3 1,010 14�6

その他 144,278 76�7 5,921 85�4

内
　
訳

県有地 2,440 1�3 1 0�0

市町村有地 67,467 35�8 1,402 20�2

民有地 74,371 39�5 4,518 65�2

小計 188,222 100�0 6,931 100�0

本
　
土

国有地 692,897 87�4 968,268 89�4

その他 99,902 12�6 114,413 10�6

小　計 792,799 100�0 1,082,681 100�0

全
　
国

国有地 736,841 75�1 969,278 89�0

その他 244,181 24�9 120,334 11�0

小　計 981,021 100�0 1,089,611 100�0

注 1. 沖縄防衛局の資料 ( 平成 29 年 3 月末現在 ) による。
2.「０」は表示単位に満たないものである。
3. 計数は四捨五入によるため、符合しないことがある。
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（３）地区別所有形態別米軍基地面積 （単位：千㎡、％）

区　分 国有地 県有地 市町村有地 民有地 合　計

北部地区
39,302
(32�8)

2,187
(1�8)

56,419
(47�1)

21,839
(18�2)

119,745
(100�0)

中部地区
4,388
(6�7)

207
(0�3)

10,748
(16�4)

50,223
(76�6)

65,562
(100�0)

南部地区
214
(10�7)

46
(2�3)

304
(15�2)

1,436
(71�8)

2,000
(100�0)

八重山地区
41
(4�5) － －

874
(95�5)

915
(100�0)

合　計
43,944
(23�3)

2,440
(1�3)

67,467
(35�8)

74,371
(39�5)

188,222
(100�0)

注 1.	沖縄防衛局の資料 ( 平成 29 年 3 月末現在 ) を基に沖縄県が作成。
2.	(	) 内の数字は、各地区の所有形態別割合である。
3. 合計の欄と内訳は、四捨五入の関係で符合しないことがある。
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（４）市町村別米軍基地面積

番号 市町村名 市町村面積
（ha）

施設面積
（ha）

市町村面積に
占める割合（%）

全施設面積に
占める割合（%）

1 国頭村 19,480 1,446�0 7�4 6�1
2 東村 8,188 2,267�0 27�7 9�6
3 名護市 21,090 2,280�2 10�8 9�6
4 本部町 5,435 1�2 0�0 0�0
5 恩納村 5,083 1,484�7 29�2 6�3
6 金武町 3,793 2,107�6 55�6 8�9
7 宜野座村 3,130 1,586�3 50�7 6�7
8 伊江村 2,278 801�5 35�2 3�4
9 うるま市 8,711 618�5 7�1 2�6
10 沖縄市 4,972 1,689�6 34�0 7�1
11 読谷村 3,528 1,255�1 35�6 5�3
12 嘉手納町 1,512 1,240�4 82�0 5�2
13 北谷町 1,393 728�9 52�3 3�1
14 北中城村 1,154 164�1 14�2 0�7
15 宜野湾市 1,980 586�9 29�6 2�5
16 浦添市 1,948 272�7 14�0 1�2
17 那覇市 3,959 56�4 1�4 0�2
18 久米島町 6,365 4�4 0�1 0�0
19 渡名喜村 387 24�5 6�3 0�1
20 北大東村 1,309 114�7 8�8 0�5
21 石垣市 22,934 91�5 0�4 0�4
基地所在市町村 128,629 18,822�2 14�6 100�0
全　県 228,114 18,822�2 8�3 100�0

注 1. 市町村面積は、国土地理院の資料 ( 平成 28 年 10 月 1 日現在 ) による。
ただし、境界未定部分については、平成 29 年度普通交付税の算定に用いる市町村面積の協定書
によって確定。

2. 施設面積は、沖縄防衛局の資料 ( 平成 29 年 3 月末現在 ) による。
3.「0」は表示単位に満たないものである。
4. 計数は四捨五入によるため、符合しないことがある。
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（５）主な在日米軍兵力の現況（沖縄）
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（６）在日米軍提供施設・区域配置図（沖縄） （平成 28.3.31 現在）

注意：	（　）の施設・区域は、その全部が地位協定第２条４（b）の規定に基づいて
	 	一時使用されているものである。
出典：	「防衛ハンドブック（平成 29 年度版）朝雲新聞社刊」
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（７）在沖自衛隊基地配置図
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第 2項　沖縄市の基地の概況
沖縄の米軍基地は、沖縄返還協定、日米安保条約や地位協定などにより全国の米軍
基地の約 70�4%（専用施設）があります。復帰時において米軍の基地機能を損なうこと
なく、返還協定別表により大部分が引き続き米軍に継続使用され、また、一部が自衛
隊基地となり、一部は返還されました。その後、日米合同委員会において、米軍基地
が一部返還、整理統合されてきました。しかし、返還のありかたをめぐっては一方的
な返還であったり、細切れ返還であるのがほとんどで、基地の跡地利用等の面からい
ろいろな課題が残されています。
沖縄市には、米軍基地として嘉手納飛行場、嘉手納弾薬庫地区、キャンプ・シールズ、
泡瀬通信施設、キャンプ瑞慶覧及び陸軍貯油施設（パイプライン）の 6施設があります。
また、自衛隊基地としては陸上自衛隊白川高射教育訓練場及び陸上自衛隊沖縄訓練場
があります。なお、泡瀬通信施設には、沖合約 500 メートルの制限水域が設定されて
います。
市域内の米軍基地建設の経過は概ね次の�三つに大別されます。�一つは、旧日本軍の

基地を占領し、拡張しつつ維持してきたもの、�二つには、米軍の占領下の中で接収さ
れたもの、�三つめに対日講和条約のあと米軍等の布令等で接収されたものです。
一つめに該当するのが、嘉手納飛行場、�二つめに該当するのが、嘉手納弾薬庫、キャ
ンプ瑞慶覧、泡瀬通信施設及びキャンプ・シールズがあり、�三つめに該当するものは、
陸軍貯油施設となっています。
また、復帰と同時に安保条約及び地位協定等の下に、県民の意思を反映せずに沖縄
の米軍基地も組み入れられました。このように沖縄の基地は、県民の意思とは無関係
に専ら軍事的必要性に基づき強制的に建設され、引き続き復帰後も「公用地法」等で
継続して使用されてきています。
復帰後から今日までの返還面積は 33�3% で、本土の 60�0% と比較すると圧倒的に
少ない状況です。「核抜き、本土並み返還」の国の約束は、実行されなかったのです。
1996 年 9 月 8 日に「地位協定の見直し及び基地の整理縮小」を問う県民投票が実施され、
初めて沖縄県民の意思が公的に示され、「地位協定の見直し及び基地の整理縮小」に過
半数が賛成票を投じました。
平成 8年、日米特別行動委員会（SACO）で基地の整理縮小が検討され、12 月 2 日
の最終報告では、県内の約 2割の基地を返還することが確認されたが、そのほとんど
が移設条件付きで、平成 18 年 8 月に再編実施のためのロードマップが承認されました
が、具体的には動いておりません。そのため平成 22 年 4 月 25 日に「米軍普天間飛行
場の早期閉鎖・返還と県内移設に反対し、国外、県外移設を求める県民大会」が開催され、
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およそ 9万人が参加し、県内に波紋を広げています。
平成 25 年 4 月、日米両政府は「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」
を公表しました。その中で「平成36年度またはその後に返還される部分」として、本市（約
16ha）と北中城村（約 7ha）にまたがる「キャンプ瑞慶覧ロウワー・プラザ住宅地区」
の返還が示されました。
また、「県内の他市町村の所在する基地からの移設受け入れ部分」として、浦添市の
牧港補給地区の倉庫群の一部と北谷町のスクールバス関連施設が本市の嘉手納弾薬庫
地区の知花地区（約 40ha）へ移設されることが示されています。
平成 28 年 8 月、市長は沖縄県全体の振興発展を図る観点から基地の整理縮小を一歩
でも前に進めるため、防衛省、沖縄防衛局、沖縄市で構成する協議会を設置し、市の
基地から派生する課題や市の振興発展に資する事案を検討することを前提として、嘉
手納弾薬庫地区の知花地区への移設受け入れを表明しました。
市域における米軍基地を具体的に表示すれば、総面積は 1,690ha、その内嘉手納弾薬
庫地区が 803ha、嘉手納飛行場が 743ha で、この 2施設で 1,546ha�となり市域内米軍基
地の約 91%を占めています。
市域総面積（4,972ha）に占める米軍基地面積の割合は 34%、自衛隊基地を含む基地
面積は市域の 35�4% を占めています。
本市の米軍基地の土地所有内訳は国有地が 76ha（約 4�5%）、県有地が 2ha（約 0�1%）、
市有地が 429ha（約 25�4%）、民有地が 1,183ha（約 70%）となっており、民有地が大き
な比率を占めています。
「沖縄の米軍及び自衛隊基地（統計資料集）平成 30 年 3 月」によると、沖縄県全体
における米軍基地（18,822�2ha）に占める本市の米軍基地の比率は約 7�1% で東村 9�6%、
名護市 9�6%、金武町 8�9% に次ぐものです。ちなみに宜野座村 6�7%、恩納村 6�3%、国
頭村 6�1% となっています。

市域面積は平成 29 年 10 月 1 日現在（国土地理院）
（基地面積は平成 29 年 3 月末現在）
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区　分 総面積 民間地域
面　積

米軍基地
面　積

自衛隊基地
面　積

面　積
米軍基地
+(自衛隊基地 )

面　積
（ha） 4,972� 3,213� 1,690� 69� 1,759�

割　合
（％） 100� 64�6 34�0 1�4 35�4

平成 29 年 3 月末現在（単位：ha）

施設名称 施設総
面　積

沖縄市域
施設総
面　積

沖縄市域施設面積の内訳

国有地 県有地 市有地 民有地

嘉手納飛行場 1,986� 743 40�9 0�2 2�1 699

嘉手納弾薬庫地区 2,659 803 28�1 0�5 425 349

キャンプ・シールズ 70 70 3�3 0 0�1 66�6

泡瀬通信施設 55�2 55�2 2�4 － 0�1 52�7

キャンプ瑞慶覧 545 17�6 0�7 0�6 0�5 15�8

陸軍貯油施設 128 1�4 0�2 0�2 0�7 0�3

米軍施設合計 5,442 1,690 76 2 429 1,183

陸上自衛隊那覇駐屯地
白川高射教育訓練場 15�7 11�9 － － 9 2�9

陸上自衛隊沖縄訓練場 57 57 0�1 － 41�2 15�7

米軍施設と
自衛隊施設の合計 5,515 1,759 76 2 479 1,203

割　合（％） 100 4�3� 0�1� 27�2� 68�4�

注		1. 沖縄の米軍及び自衛隊基地（平成 30 年 3 月）より。
	 2.「０」は表示単位に満たないもの、「－」は事実のないもの。
	 3. 計数は四捨五入によるため、符合しないことがある。			

（１）市域面積と基地面積及びその割合
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（２）嘉手納飛行場

１．施設概要（平成 29 年 3 月末現在）
（1）面 積 施設総面積 1,986ha 沖縄市域 743ha
（2）地　 主　 数 12,125 人（総数）（※沖縄市域　4,046 人　平成 30 年 3 月末現在）
（3）年 間 地 料 288 億 3 千 9 百万円（総額）

（※沖縄市域　104 億 5 千 9 百万円　平成 30 年 3 月末現在）
※沖縄市軍用土地等地主会加入者

（4）基地従業員数 2,645 人（沖縄市民�737 人）平成 30 年 3 月末現在
（5）管 理 部 隊 第５空軍第 18 航空団
（6）�主 要 工作物 滑走路（3,689m × 91m、3,689m × 61 ｍ）、駐機場、下水浄化槽、

遮音壁、燃料消火装置、保安柵ほか
（7）�主 要 建設物 管理事務所、食堂、消防署、家族住宅、病院、小学校、中学校、高校、

教会、格納庫、郵便局、ＰＸ、変電所、銀行、ボーリング場ほか

２．基地の概要
この飛行場は、沖縄市、北谷町、嘉手納町の３市町にまたがる広大な基地です。
1944 年９月、旧日本軍が中飛行場として開設しましたが、翌 45 年４月、沖縄戦で本島
に上陸した米軍は、占領後、直ちに滑走路を全長 2,250mに拡張しました。1972 年５月
の復帰の際には、嘉手納飛行場、キャンプ ･サンソネ、陸軍住宅地区が統合され、嘉
手納飛行場として提供されました。
1991 年に、嘉手納基地に展開していた米各部隊が横田基地の第５空軍管轄下の第 18
航空団として再編統合されたのを契機に、アジア・太平洋地域におけるポスト冷戦時
代の地域紛争に、米軍が敏速かつ柔軟に対応する拠点基地として機能していると言わ
れています。第 18 航空団は、2002 年８月 15 日より組織の再編成を開始し、2003 年９
月 30 日再編成を完了。その組織は、航空機の飛行運用を担当する運用群、修理 ･整備
を担当する整備群、上記の任務を可能にする任務支援群、医療業務を提供する医療群、
土木技術業務を担当する施設群の５群に大別されます。復帰後、米海軍も各地にあっ
た部隊を整理統合し、海軍艦隊活動司令部を嘉手納基地内に設置しました。その主な
任務は、第７艦隊をはじめ太平洋全域の部隊に対してあらゆる物資を補給・支援する
ことだと言われています。
嘉手納飛行場には、米空軍所属のFI5 イーグル戦闘機（約 54 機）やRC135 偵察機（約

２機）をはじめKC135R ストラトタンカー空中給油機（約 15 機）、更には米海軍所属の
P3Cオライオン対潜哨戒機（3～ 10 機）等、約 100 機が常駐していると言われており、
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2013年11月には、P3Cオライオン対潜哨戒機の後継として、P-8Aが６機配備されました。
近年は、米軍が実施する太平洋軍地域安全保障パッケージにより、F-22 戦闘機や
F-16 戦闘機が国外から嘉手納飛行場に展開されており、平成 29 年 11 月には、ユタ州
空軍基地より F-35A ライトニングⅡが展開され、外来機の飛来が常態化しつつあり、
常駐機に加え、これらの外来機による騒音被害などにより周辺住民は負担を強いられ
ています。
沖縄における航空管制は、米軍が 1945 年に沖縄を占領して以来独占しており、嘉手
納ラプコンが進入管制を行うことに合意していましたが、2010 年３月 31 日午前０時に
日本に航空管制は移管されました。
また、嘉手納飛行場における海軍駐機場の移転については、1996 年 12 月合意の
SACOの最終報告において、海軍航空機の運用及び支援施設を海軍駐機場から主要滑
走路の反対側に移転されることとされ、2003 年 8 月に、本市は当該施設の移転について、
受入を表明しました。その後、2009 年 2 月の日米合同委員会で、建物（整備格納庫、食堂、
倉庫、保管庫）及び工作物（駐機場、誘導路、駐車場等）について、承認され、2011
年 7 月に工事が開始されております。2016 年 12 月には、施設の提供について日米合同
委員会において合意されており、2017 年 1 月に移転先での運用が開始されております。

（３）嘉手納弾薬庫地区

１．施設概要（平成 29 年３月末現在）
（1）面 積 施設総面積 2,659ha 沖縄市域 803ha
（2）地　 主　 数 4,714 人（総数）（※沖縄市域�1,201 人　平成 30 年３月末現在）
（3）年 間 地 料 119 億 3 千 4 百万円（総額）

（※沖縄市域�28 億 2 千 9 百万円　平成 30 年３月末現在）
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※沖縄市軍用土地等地主会加入者
（4）基地従業員数 309 人（沖縄市民　77 人）平成 30 年３月末現在
（5）管 理 部 隊 第５空軍第 18 航空団、在沖海兵隊基地司令部
（6）�主 要 工作物 上下水道、保安柵、駐車場、野積場、雨水排水路、電力線路、中

央監視装置、照明装置、消火設備、避難場ほか
（7）�主 要 建設物 司令部、管理事務所、家族住宅、検査室、弾薬補修工場、弾薬貯蔵庫、

発電所、ポンプ場、浴室、消防署ほか

２．基地の概要
この弾薬庫は、嘉手納飛行場の北側に位置し、沖縄市、嘉手納町、読谷村、恩納村、
うるま市の５市町村にまたがる広大な軍事施設です。
1945 年、米軍の沖縄占領と同時に使用開始されました。1972 年５月 15 日の復帰に
伴い、沖縄返還協定Ａ表によって９施設（嘉手納弾薬庫、比謝川サイト、波平弾薬庫、
読谷合同廃弾処理場、陸軍サービス弾薬庫、知花弾薬庫、嘉手納タカン弾薬庫、嘉手
納ボルタック弾薬庫、東恩納弾薬庫）が嘉手納弾薬庫地区として統合されました。
この施設の管理は従来、米陸軍によって行われていましたが、在沖米軍の再編に伴い、
1978 年７月頃から陸軍の貯蔵弾薬庫が韓国や中近東に移送されたため、同年 10 月から
空軍の第 18 航空団に移管されました。復帰前、旧知花弾薬庫部分に毒ガスが貯蔵され
ていたため、大きな社会問題となりましたが、1971 年９月ジョンストン島に移送され
ました。
本弾薬庫の駐留部隊は、第 18 航空団第 18 整備群第 18 弾薬中隊等で、第 18 航空団
のみならず、太平洋戦域の空軍全体の戦時武器弾薬を貯蔵する任務を負っている重要
部隊です。
2006 年５月の日米安全保障協議委員会において「再編実施のための日米のロードマッ
プ」が発表され、米軍パトリオット PAC-3�の嘉手納基地配備が位置づけられ、同年 9
月以降、装備品等の移転を開始、同年 12 月末にはその一部運用を開始しています。
同施設内には、保安林、倉敷ダム等の県の財産が提供されていますが、キャンプ瑞
慶覧内にある泡瀬ゴルフ場の機能を旧東恩納弾薬庫地区に移設し、2010 年 3 月 1 日に
タイヨウゴルフクラブがオープンしました。同地区の残りの部分についての返還に向
けて所要の手続きを取ることが確認され、その後、1996 年 3 月 28 日の日米合同委員会
において、約 110 万㎡の返還が合意されました。関係地主の総意として、自衛隊によ
る継続使用の要望があり、米軍から返還後の 2006 年 11 月から引き続き陸上自衛隊が
覆道式射場及び訓練場施設用地として約 57 万㎡を使用しています。
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また、2013 年 4 月に「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」において、
同施設内の知花地区へ牧港補給地区（キャンプ・キンザー）から国防省支援機関、また、
キャンプ瑞慶覧（キャンプフォスター）からスクールバスサービス関連施設の移設が
示されております。
2014 年 9 月には、本市に対し、沖縄防衛局より知花マスタープラン（計画施設の用
途概要）についての説明が行われ、2015 年 10 月、防衛副大臣により「嘉手納弾薬庫地
区の知花地区」への移設受入に関する要請が行われました。
市議会での一般質問等や地域、地権者等関係者の意見を伺ってきた中で、「地域課題
の解決に向け具体的な措置が始まったこと。」「国との協議会が設定され、継続した協
議が図られること。」「市の振興発展に資する事案に対し、防衛省の最大限の協力が得
られること。」「沖縄の振興発展、基地負担軽減の観点から、基地の整理縮小は進めら
れるべきであること。」などの要因により、2016 年 8 月、沖縄市長による移設の受入が
表明されています。

（４）キャンプ・シールズ

１．施設概要（平成 29 年３月末現在）
（1）面 積 施設総面積 70ha 沖縄市域 70ha
（2）地　 主　 数 409 人（総数）（※沖縄市域�336 人　平成 30 年３月末現在）
（3）年 間 地 料 7億 8千百万円（総額）

（※沖縄市域�6 億 9 千 6 百万円　平成 30 年３月末現在）
※沖縄市軍用土地等地主会加入者

（4）基地従業員数 101 人（沖縄市民　32 人）平成 30 年３月末現在
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（5）管 理 部 隊 在沖米海軍艦隊活動司令部、第 18 航空団第 18 任務支援群
（6）�主 要 工作物 保安柵、駐車場、テニスコート、電力設備、レクリエーション施

設ほか
（7）�主 要 建設物 事務所、食堂、歯科診療所、将校クラブ、家族住宅、隊舎等、機

械工場、車庫、警衛所ほか

２．基地の概要
この基地は本市の北側に位置し、西側部分は嘉手納弾薬庫と隣接する施設です。
1950 年 7 月 1 日より、地域住民の反対運動を押し切って強制接収されてきました。当
初は、第 9移動設営大隊が設置されており、名称もキャンプ・キンザーと称していま
したが、その後、変更されて現在のキャンプ・シールズとなりました。
この施設には、グアム島海軍部隊隷下の第 30 海軍移動建設連隊の移動建設大隊と嘉
手納飛行場に本部を置く海軍航空施設隊の福利厚生部及び海軍印刷サービス部が駐留
していましたが、現在は、アジア太平洋地域における基地の維持管理、周辺諸国への
人道支援、インフラ整備等の任務を主としている海軍機動建設大隊（NMCB）が駐留
しており、同部隊の事務所、宿舎、機材の保管、訓練施設として使用されています。
施設については、1971 年に返還協定
Ｃ表に基づいて約 605 千㎡が返還され
たのを契機に、復帰後も 74 年に約 78
千㎡、77年に約 2700㎡、80年に 11千㎡、
83 年に 970㎡、87 年に約 17 千㎡と次々
に返還されました。

（５）泡瀬通信施設

１．施設概要（平成 29 年３月末現在）
（1）面 積 施設総面積 55�2ha 沖縄市域 55�2ha
（2）地　 主　 数 680 人（総数）（※沖縄市域�562 人　平成 30 年３月末現在）
（3）年 間 地 料 7億 1千 6百万円（総額）

（※沖縄市域�6 億 9 千 5 百万円　平成 30 年３月末現在）
※沖縄市軍用土地等地主会加入者
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（4）基地従業員数 4人（沖縄市民　1人）平成 30 年３月末現在
（5）管 理 部 隊 在沖米海軍艦隊活動司令部
（6）�主 要 工作物 保安柵、駐車場、発電装置、アンテナほか
（7）�主 要 建設物 送信所、倉庫、変電所、警衛所

２．基地の概要
米海軍の通信基地である泡瀬通信施設は、中城湾に突き出た小さな泡瀬半島にあり
ます。
米軍の占領と同時にその一部に飛行場が建設され、戦時中は本土侵攻のための前線
基地として使用されていました。終戦後も継続使用されていましたが、1950 年頃には、
海軍と空軍が各々の通信施設を建設していました。
1972 年５月 15 日の復帰の際に、泡瀬通信補助施設と泡瀬海軍航空隊通信所が統合さ
れ、現在の泡瀬通信施設として提供施設・区域となったため、米軍の通信・情報機能
の中枢基地となりました。それに伴い、1976 年３月に 101 万 4 千㎡が返還、1977 年３
月に 78 万㎡が返還、1983 年３月に 6万 7千㎡が返還となりました。復帰前に返還され
た 64 万 8 千㎡と合わせると、合計 250 万 9 千㎡が返還され、現在の施設面積は 55 万 2
千㎡となっています。
返還跡地については、泡瀬土地区画整理事業が実施されており、近年では人口の増
加が著しく、新興住宅地として急速に宅地化が進んでいます。
基地内には低周波送電部があり、米海軍第７艦隊との交信をはじめ、在沖米海軍の
電波送信に重要な役割を担っています。
この施設の沖合 500 メートルは、米軍への提供水域となっています。その具体例と
して、第１水域では沖合 50 メートルでの建設または継続投錨が禁止となっており、第
２水域では、米軍船舶の通信に支障を及ぼさない限り、浚渫又は建設等の工事は制限
しないとなっています。
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（６）キャンプ瑞慶覧

１．施設概要（平成 29 年３月末現在）
（1）面 積 施設総面積 545ha 沖縄市域 17�6ha
（2）地　 主　 数 4,817 人（総数）（※沖縄市域�233 人　平成 30 年３月末現在）
（3）年 間 地 料 83 億 3 千 2 百万円（総額）

（※沖縄市域　2億 4千 6百万円　平成 30 年３月末現在）
※沖縄市軍用土地等地主会加入者

（4）基地従業員数 2,415 人（沖縄市民　559 人）平成 30 年３月末現在
（5）管 理 部 隊 在沖米海兵隊基地司令部
（6）�主 要 工作物 保安柵、配電装置、各種競技場、駐車場、ヘリパット、通信ケーブル、

ピクニック場ほか
（7）�主 要 建設物 司令部、中央通信部、病院、消防署、家族住宅、小学校、中学校、

高校、ボーリング場、モーター修理工場、将校等宿舎、倉庫ほか

２．基地の概要
キャンプ瑞慶覧は、沖縄市、北谷町、宜野湾市、北中城村の４市町村にまたがる広
大な基地で、占領と同時に使用されました。占領当初は、当該地域の一部に飛行場が
建設され、敗戦までの間は本土侵攻の前線基地として使用され、敗戦後も引き続き米
陸軍の物資集積所、モータープール等に使用されていました。中国革命や朝鮮戦争の
勃発等により基地施設の恒久化が進む中で、1950 年代には、宜野湾市伊佐浜の土地を
地主や県民の激しい反対闘争を押し切って、銃剣とブルドーザーによって強制接収し、
基地を拡張してきました。
復帰に伴い、キャンプ瑞慶覧とキャンプ・フォスターが統合され、現在のキャンプ
瑞慶覧となりました。1974 年７月の米軍再編に伴い機能も縮小し、名称も「在沖駐留
軍米陸軍」となりました。翌年４月に米陸軍の基地司令部が牧港補給地区に移転した
ことに伴い、基地の管理が海兵隊に移管されました。
1975 年７月にはキャンプ ･ヘーグから第 12 海兵連隊が、８月にはキャンプ・マクト
リアスから在沖海兵隊基地司令部がそれぞれ移駐し、更に翌 76 年４月には岩国基地か
ら第１海兵航空団司令部が移駐する等、在日海兵隊の主要基地として今日に至ってい
ます。この施設は主に、在沖海兵隊基地司令部のあるバトラー地区、兵器・器材整備
施設及び各隊舎が点在するフォスター地区、第 58 信号大隊が所在するバクナー地区、
米軍住宅が所在するプラザ地区に大別されます。特にバトラー地区については、在沖
海兵隊基地司令部をはじめとする第１海兵航空団司令部、在日米軍沖縄地域（四軍調
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整官）事務所が置かれキャンプ・コートニーと並ぶ海兵隊の中枢機能を有するほか、
施設管理、後方支援を展開、実戦部隊が駐留する海兵隊の主要施策を担っています。
この基地内に所在する泡瀬ゴルフ場については、1996 年３月の日米合同委員会にお
いて、本施設を旧東恩納弾薬庫地区に移設され、タイヨウゴルフクラブとして 2010 年
３月１日にオープンしました。
なお、本市の南の玄関口にロウワー・プラザ住宅地区（家族住宅部分）がありますが、
1996 年 12月のＳＡＣＯ最終報告の中において、2007 年度末を目途に米軍住宅地区を統合
し、その住宅機能を移設した上で返還することが合意され、2012 年 4月の日米安全保障
協議会の共同発表において、沖縄で代替施設が提供され次第、返還可能と示されました。
そのような中、2013 年 4 月に日米両政府は「沖縄における在日米軍施設・区域に関
する統合計画」にて、キャンプ瑞慶覧のロウワー・プラザ住宅地区については、OHC
（沖縄住宅統合）下で家族住宅 102 戸をキャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）へ移
設することを条件とし、2024 年度又はその後に返還可能とされております。
跡地利用につきましては、キャンプ瑞慶覧地区街づくり懇話会やキャンプ瑞慶覧転
用計画検討委員会等を設置し、調査検討を行っています。1999 年の基本構想に引き続
き、2000 年には基本計画を策定しましたが、北中城村との複雑な行政区域がまたがる
地区特性など、両市村が一体となった跡地利用の検討を進めることが望ましいことか
ら、2003 年度から跡地利用統一案に着手し、2004 年度に統一案基本計画を策定しまし
たが、2006 年５月の在日米軍再編報告やまちづくり三法の改正等、社会情勢の変化に
対応した計画の変更を余儀なくされています。
本市では、返還後の円滑な跡地利用に向け、「沖縄県における駐留軍用地内跡地の有
効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」の返還前の土地の先行取得制度を活用
するため、2013 年 12 月に「特定駐留軍用地内土地取得事業基金」を創設し、2015 年 3
月 31 日、土地の先行取得を行うために、「特定事業の見通し」の公表を行い、同年よ
り土地の先行取得を進めております。
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（７）陸軍貯油施設

１．施設概要（平成 29 年３月末現在）
（1）面 積 施設総面積 128ha 沖縄市域 1�4ha
（2）地　 主　 数 952 人（総数）（※沖縄市域�13 人　平成 30 年３月末現在）
（3）年 間 地 料 14 億 4 千 9 百万円（総額）

（※沖縄市域�3 百万円　平成 30 年３月末現在）
※沖縄市軍用土地等地主会加入者

（4）基地従業員数 139 人（沖縄市民�24 人）平成 30 年３月末現在
（5）管 理 部 隊 米陸軍第 10 支援群指令部
（6）�主 要 工作物 送油管、燃料貯油所、廃油槽、配電装置、消火施設、浄化槽ほか
（7）�主 要 建設物 管理事務所、倉庫棟、ポンプ室、警護所、監視室ほか

２．基地の概要
この施設は 1945 年から 52 年頃にかけてうるま市、嘉手納町、北谷町、那覇市に建
設された各タンクファーム（貯油施設）間を、1952 年から 53 年にかけて送油管、いわ
ゆるパイプラインで連結したものです。パイプライン（送油管）は、那覇港湾施設を
起点に普天間飛行場、嘉手納飛行場に至る全長約 27kmの北上ラインと、うるま市の
天顔桟橋を起点に嘉手納飛行場に至る全長 15kmの南下ラインがありました。
北上ラインについては、1974 年１月の日米安全保障協議委員会において那覇港湾施
設の全部返還が合意されたことに伴い、那覇港湾施設タンク地区（1986 年返還）の 18
基の代替タンクが金武および桑江（北谷町）に移設されたことを契機に、完全に撤去
されました。
現在は、嘉手納飛行場に接する地域とキャンプ・レスター、キャンプ・フォスター、
普天間飛行場、キャンプ・コートニー内及びそこに接する地域と、それらの貯油施設
を結ぶパイプライン施設からなり、沖縄市、嘉手納町、北谷町、うるま市、宜野湾市
の３市２町にまたがって現存しており、本市部分については、国道 329 号沿いの民間
地域から旧東恩納弾薬庫地区内に送油するラインが残っています。パイプラインは、
ジェット燃料、ガソリン、ディーゼル燃料等を送油しており、全在沖米軍に対して戦
略的な貯蔵燃料支援を提供しています。
また、2013 年 3 月に米陸軍から運営業務を引き継いだ米国防省兵站局エネルギー環
太平洋・沖縄が、石油業務運営の主な管理者となっております。
パイプラインに起因する事故は減少しているとはいえ、貯油施設の存在は、油流出
事故による環境汚染や施設周辺に暮らす住民の安全を確保する観点から問題となって
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います。本市においても、2002 年 11 月に、既に返還された一部の民間地域から埋め殺
しされた油送管の残骸が発見され、この施設跡地のあり方や対策等について、問題が
指摘されています。

（８）陸上自衛隊沖縄訓練場

１．施設概要（平成 29 年３月末現在）
（1）面 積 施設総面積 57ha 沖縄市域 57ha
（2）地　 主　 数 139 人（総数）（※沖縄市域�126 人　平成 30 年３月末現在）
（3）年 間 地 料 1億 8千百万円（総額）

（※沖縄市域�1 億 7 百万円　平成 30 年３月末現在）
※沖縄市軍用土地等地主会加入者

（4）基地従業員数 0人
（5）管 理 部 隊 陸上自衛隊第 15 旅団
（6）�主 要 工作物 給水施設、通信装置
（7）�主 要 建設物 覆道式射場、管理棟

２．基地の概要
同訓練場は、嘉手納弾薬庫地区内にあり、周辺にはタイヨウゴルフクラブなどの米
軍施設や県管理倉敷ダム、倉浜衛生施設組合のごみ処理施設、及び沖縄市市民農園等
が位置しています。
1990 年６月 19 日の日米合同委員会において、キャンプ瑞慶覧内にあった泡瀬ゴルフ
場が移設し、同地区の残りの部分について返還に向けて所要の手続きを取ることが確
認され、1996 年３月 28 日の日米合同委員会において、約 110 万㎡の返還が合意され
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ました。しかし、関係地主の総意として、自衛隊による継続使用の要望があり、米軍
から返還後の 2006 年 11 月から引き続き陸上自衛隊が覆道式射場及び訓練場施設用地
として約 57 万㎡を使用することになり、2007 年１月から建設工事に着手、2008 年 9
月に射場本体工事終了後、小火器射撃評価システム据付・調整が同年 12 月に完了し、
2009 年 1 月 13 日に落成、15 日から使用されています。

（９）陸上自衛隊那覇駐屯地白川高射教育訓練場

１．施設概要（平成 29 年３月末現在）
（1）面 積 施設総面積 15�7ha 沖縄市域 11�9ha
（2）地　 主　 数 34 人（総数）（※沖縄市域�20 人　平成 30 年３月末現在）
（3）年 間 地 料 6千万円（総額）

（※沖縄市域�3 千 6 百万円　平成 30 年３月末現在）
※沖縄市軍用土地等地主会加入者

（4）基地従業員数 0人
（5）管 理 部 隊 陸上自衛隊第 15 旅団
（6）�主 要 工作物 テニス場、給水施設、避雷設備
（7）�主 要 建設物 庁舎、整備工場、倉庫、発電機室、火薬庫ほか

２．基地の概要
この訓練場は、本市の白川地区にある管理地域と、同地域から約 10km離れた恩納村、
および本市の嶽山原地域に隣接する訓練地域からなっており、ホークミサイル等が装
備されています。同訓練地域への進入路については、嘉手納弾薬庫内の道路を共同使
用しています。
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同地域は復帰前まで、米軍の陸軍知花補助施設として使用されていましたが、復帰
時（1972 年 5 月 15 日）に統合され、米軍知花サイト（約 15 万㎡）となり、嘉手納弾
薬庫の一部（約 2万㎡）と共に、共同使用されるようになりました。1973 年４月に知
花サイトが返還されたのを契機に、その大部分（約 15 万㎡）を陸上自衛隊が使用する
ようになり、1974 年４月には名称も白川分屯地となりました。
1977 年 11 月には、共同使用地域の残り部分である嘉手納弾薬庫の一部（約 2万㎡）と、
隣接する嘉手納弾薬庫の一部（約 1万 1 千㎡）がそれぞれ返還となり、陸上自衛隊が
使用するようになりました。1996 年 12 月には、米空軍第 18 航空団の第 18 通信中隊に
使用されていた知花サイトの一部（約１千㎡）が返還され旧知花サイトについては全
部返還となりました。しかしながら、この部分については、土地の有効利用ができな
いとの所有者の要望もあり、2000 年４月からは、陸上自衛隊の訓練用地として再提供
され、現在に至っています。
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第 3 章　基地と市民生活

第 1項　航空機騒音の現状について

（1）　航空機騒音の現状について

極東最大の基地と言われる嘉手納飛行場が所在する沖縄市において、米軍機による
航空機騒音被害は重要な基地問題の一つとなっております。
嘉手納飛行場においては、戦時中の昭和 20 年に日本軍の中飛行場が米軍に占領され、
それに伴い整備・拡張が行われ、時代の変化に伴い、航空機もレシプロ機からジェッ
ト戦闘機や大型爆撃機等の航空機が嘉手納飛行場へ駐留するようになりました。
同飛行場は、これらの整備、拡張の結果、現在では沖縄市、嘉手納町、北谷町の 3
市町にまたがり、3,000m 級の滑走路を 2本有し、F－15C．／ Dイーグル戦闘機、E－
3Bセントリー空中早期警戒管制機、KC－135 ストラトタンカー空中給油機、EP－3電
子偵察機、MC－130H コンバットタロン、P－3C オライオン対潜哨戒機、P－8ポセイ
ドン対潜哨戒機、等約 100 機の航空機が常駐している、世界でも有数の軍事基地とし
て機能しています。
このように基地機能が強化されていく中で、航空機騒音においても騒音被害が拡大
し、近隣住民へ多大な影響を及ぼすようになりました。
特に池原、知花、登川、松本等が所在する市北部地域においては、滑走路の延長線
上にあることからも、日常的な騒音被害に悩まされている状況が続いております。
さらに、知花地区については、SACO合意の最終報告（平成 8年 12 月）において、
嘉手納町側に配置されていた海軍航空機の運用及び支援施設である海軍駐機場が、沖
縄市の知花地区側へ移転することが示され、本市では平成 15 年 12 月に当該施設の移
転について受入を表明しました。その後、平成 21 年 2 月の日米合同員会で、建物（整
備格納庫、食堂、倉庫、保管庫）及び工作物（駐機場、誘導路、駐車場等）について
承認され、平成 23 年 7 月に工事が開始されました。
平成 28 年 12 月には、施設の提供について日米合同委員会にて合意され、平成 29 年
1 月に移転先での運用が開始されており、現在に至っております。
嘉手納町側の旧海軍駐機場では航空機の駐機が無くなり、エンジン調整音等の騒音
被害については軽減されたものの、外来機が飛来し、旧海軍駐機場を一時使用するな
どの問題も発生しております。
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本市の東部地区につきましては、普天間飛行場の滑走路の延長線上に位置している
ことから、普天間飛行場から離着陸する航空機の往来により、騒音被害を受けている
地域となっております。
特に普天間飛行場を離着陸している航空機の特徴としては、MV－22 オスプレイや
CH－53E 等の回転翼機が多いことから、オスプレイ等が発生させる低周波音（物や建
物の壁等が振動する音）や、夜間騒音などの苦情も寄せられております。

（2）航空機騒音に関する本市の対応について

本市では、市内での航空機騒音の被害状況について把握するために、沖縄市が設置
した 4か所（知花・山内・宮里・比屋根）と、沖縄県が設置している 2か所（北美・
コザ）の計 6か所に騒音測定局を設置しており、米軍の航空機が発生させる騒音の大
きさ等について、24 時間体制で観測を行っております。
また、基地苦情受付電話を 24 時間対応で設置し、市民から寄せられる米軍機による
騒音被害について苦情受付を実施しております。
さらに、沖縄市、嘉手納町、北谷町の 3市町で構成する、嘉手納飛行場に関する三
市町連絡協議会（三連協）と連携して同飛行場周辺での目視調査を年に 3回程度実施し、
航空機の離着陸等回数や騒音の大きさ、飛行経路等の調査を実施しております。
このような調査結果を元に、騒音規制措置の遵守や外来機の飛来についての中止等
について、関係省庁や米空軍第 18 航空団、沖縄米国総領事等へ抗議、要請を行ってお
ります。
平成 30 年 10 月には、初めて三連協と米空軍第 18 航空団との意見交換が行われ、�
三連協が目視調査等で蓄積したこれまでのデータを元に、最近の航空機騒音の原因を
特定し場周経路の遵守等について話し合いが行われました。
平成 31 年 1 月には、嘉手納飛行場の場周経路の確認や効率的な調査を目指し、三連
協から沖縄県に対して嘉手納飛行場周辺への無人監視カメラの設置要請を行っており
ます。
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（3）市内6ヵ所の騒音測定局における騒音発生回数と Lden 比較
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 1,091 783 736 736 789 596 681 845 776 1,282 1,007 1,198
H27 892 735 936 996 841 589 745 1,035 918 1,183 1,018 923
H28 532 816 641 622 852 469 666 990 962 1,074 955 965
H29 856 1,031 943 722 1,014 672 537 970 1,024 902 1,064 1,424
H30 1,017 703 901 629 720 486 760 885 612 902 813
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 472 318 285 257 743 995
H27 661 486 676 739 659 830 1,035 956 861 1,099 903 611
H28 412 690 625 582 673 361 613 904 1,011 951 781 812
H29 633 923 935 724 938 811 842 1,032 997 741 965 1,314
H30 864 622 798 485 603 423 729 795 494 807 663

0
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■沖縄市内6局の5年間の騒音発生回数の比較グラフ

騒音発生回数（北美局）

騒音発生回数（コザ局）

※	Ｈ 26年 7月までは八重島公民館で測定、その後コザ小学校へ移設し、2月に測定開始のため、8月～ 1月	
までのデータは欠損となっている。
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 941 708 617 431 676 621 871 925 722 1,282 886 1,190
H27 811 641 720 771 675 793 1,052 969 950 1,286 953 678
H28 515 659 716 590 586 321 562 1,024 1,102 1,123 953 1,000
H29 758 906 947 734 882 774 818 1,090 1,102 797 1,178 1,501
H30 957 734 779 474 503 428 610 897 576 910 816
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 1,561 1,481 1,103 938 1,052 1,329 1,652 1,382 1,481 2,089 1,636 1,892
H27 1,512 1,217 1,142 1,321 1,178 1,417 1,703 1,673 1,734 2,054 1,667 1,487
H28 865 1,244 955 782 1,280 866 1,346 1,716 1,921 1,957 1,839 1,834
H29 1,691 1,980 1,681 1,151 1,675 1,225 1,623 1,850 1,905 1,573 1,739 2,286
H30 1,579 1,350 1,388 1,091 1,235 986 1,489 1,605 1,083 1,606 1,344
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1,500

2,000
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騒音発生回数（山内局）

騒音発生回数（知花局）

測定条件	 ・		騒音値が暗騒音レベル（環境騒音）より10dB以上大きいもの
	 ・	騒音が5秒以上継続するもの
	 ・		航空機騒音識別センサーにより、航空機が発したトランスポンダ応答信号電波を受信したもの
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 599 479 484 387 525 342 523 517 491 793 602 734
H27 505 370 547 515 583 437 485 594 638 757 665 464
H28 447 435 418 432 432 266 317 583 639 608 668 675
H29 517 509 557 523 587 515 462 722 704 565 763 1,034
H30 627 370 496 333 534 278 421 464 370 685 540
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 484 316 565 442 546 390 325 323 373 471 449 502
H27 482 414 502 412 424 527 517 421 470 522 413 470
H28 503 477 620 638 437 234 322 384 455 432 400 448
H29 469 405 434 530 338 359 288 358 401 357 415 744
H30 499 458 604 342 584 197 343 329 302 543 375
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騒音発生回数（宮里局）

騒音発生回数（比屋根）

■沖縄市内6局の5年間の騒音発生回数の比較グラフ
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 59.4 56.3 54.7 56.0 54.3 54.0 59.7 60.2 58.0 61.1 58.8 61.3
H27 56.6 56.0 58.2 54.8 54.2 57.7 60.9 56.9 58.3 60.4 59.7 55.4
H28 50.1 57.6 55.6 50.3 53.3 48.0 55.1 58.0 59.5 58.9 59.4 57.2
H29 55.0 55.1 58.3 55.0 55.3 52.9 57.2 62.8 60.9 61.1 62.1 61.6
H30 59.2 54.2 60.3 56.3 55.7 50.2 58.3 56.7 55.3 58.1 60.6
基準値 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0 57.0
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 50.3 48.0 51.6 49.3 52.2 50.2
H27 46.4 43.9 53.4 47.6 44.6 47.9 48.2 47.6 48.3 52.0 50.3 44.6
H28 42.2 52.4 48.0 46.1 50.3 42.0 45.9 48.9 49.8 48.5 48.6 48.9
H29 45.9 47.9 48.6 47.7 50.4 46.4 48.4 49.5 50.2 51.8 52.7 56.5
H30 52.1 51.8 48.9 44.9 44.9 42.6 46.2 45.0 44.5 48.7 47.7
基準値 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
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■沖縄市内6局の5年間のLden※1 の比較

北美局

コザ局

※	Ｈ 26 年 7月までは八重島公民館で測定、その後コザ小学校へ移設し、2月に測定開始のため、8月～	
1 月までのデータは欠損となっている。
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 48.2 49.3 48.1 45.3 44.8 46.5 47.5 48.0 49.2 50.5 48.6 49.5
H27 46.8 46.2 47.0 45.9 43.7 46.0 46.8 47.4 50.6 54.3 49.6 46.0
H28 42.3 45.6 46.3 45.0 46.4 41.7 44.6 50.9 48.8 50.1 50.9 48.6
H29 46.6 46.3 48.3 47.6 49.1 46.2 49.9 50.3 50.9 52.1 52.4 53.1
H30 50.4 53.0 49.2 43.9 45.3 43.9 47.5 46.9 46.0 48.4 50.1
基準値 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 59.6 58.3 56.0 56.1 56.4 56.0 60.1 60.4 58.2 61.2 60.0 61.3
H27 58.3 56.9 54.2 55.1 55.4 62.3 60.6 57.2 59.3 60.6 60.8 55.7
H28 54.0 56.9 55.0 51.0 53.5 50.2 55.6 57.4 58.4 59.0 59.5 58.2
H29 55.2 56.3 59.5 54.8 55.6 53.1 56.8 62.7 61.1 61.0 61.9 62.1
H30 60.5 59.4 59.1 56.8 56.1 51.2 58.3 57.6 55.5 58.5 61.3
基準値 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
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沖縄市内6局の5年間のLden※1 の比較
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 40.6 38.8 40.8 39.6 39.9 39.2 41.1 41.2 42.4 42.7 46.0 42.1
H27 40.4 37.6 44.1 39.4 39.4 46.0 41.3 41.0 40.2 42.9 44.0 41.4
H28 40.8 40.4 40.6 41.3 44.6 36.7 40.4 41.8 44.4 41.5 41.4 42.7
H29 40.9 41.3 42.0 43.7 41.9 41.0 44.9 45.5 43.0 43.1 46.6 47.5
H30 43.0 44.7 43.3 38.3 40.8 37.8 41.0 40.3 39.8 40.3 41.8
基準値 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
H26 41.5 49.9 48.9 43.4 48.5 45.2 38.3 42.3 41.3 42.3 40.0 41.3
H27 46.0 45.3 47.4 45.2 43.6 42.3 39.0 41.9 40.8 40.6 39.5 41.0
H28 51.2 42.6 47.6 49.4 43.6 40.4 40.7 42.8 43.3 40.3 44.6 42.5
H29 43.0 40.7 43.2 45.7 47.0 42.0 44.3 42.8 40.6 40.8 45.4 46.3
H30 43.5 48.7 48.0 43.7 48.2 36.7 39.2 41.7 42.4 43.0 41.9
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宮里局

比屋根局

※	比屋根局は環境基準の類型未指定となっているため基準値がない。

※1　Lden（時間帯補正等価騒音レベル）
1日の間に観測された個々の航空機騒音の単発騒音レベル（LAE）を昼・夕・夜の時間帯別に補正した後にエネルギー加算
し、1日の時間平均をとってレベル表示したものをいう。単位はデシベル（dB）。
Lden の	d は	day、	e は	evening、n は	night を表す。昼夕夜平均騒音レベルともいう。
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（4）　三連協と第18航空団との意見交換について

これまで嘉手納飛行場における三市町連絡協議会（三連協）では嘉手納基地から発
生する航空機騒音被害の軽減を図るべく、沖縄市、嘉手納町、北谷町の基地関係職員
が嘉手納飛行場の周辺三カ所（嘉手納町・道の駅、沖縄市・コリンザ、北谷町・ニラ
イセンター）で目視調査を行い、戦闘機等の離発着回数や騒音を観測し、第 18 航空団
に対し抗議要請に繋げるべく取り組んでまいりました。
しかし 2017 年度は、嘉手納基地に外来機が頻繁に飛来し、あまりの騒音被害から周
辺の地域住民よりこれまでにない切実な苦情が増加しました。この騒音被害の増加の
原因を探るべく三連協による新たな調査が始まりました。調査の結果、騒音の原因が
外来機による嘉手納飛行場の場周経路の逸脱が主な苦情要因の一つという事がわかり
ました。同時にこれまでにない地域からの騒音苦情も増えている実態が浮き彫りにな
りました。
またこれまでの目視調査や抗議要請だけではなく、主な場周経路の逸脱に関し嘉手
納基地司令官の裁量の範囲内で騒音被害軽減に繋がる手法がとれないかどうか、第 18
航空団に対し意見交換の場を設けられないか三連協より申し入れたところ、第 18 航空
団の任務支援軍司令官等が快く対応して頂きました。今回はその際に使用した三連協
が作成したプレゼンテーションの内容の一部をご紹介します。
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青
色
が
２
０
１
５
年
度
、
６
月
、
１
０
月
、
１
月
の
離
発
着
回
数
が
増
加
し
て
い
ま
す
。
要
因
は
外
来
機
に
飛
来
に
伴
い
常
駐
機
の
訓
練
も
増
加
す
る
傾
向
が
あ

り
ま
す
。
次
に
緑
色
が
２
０
１
６
年
度
で
す
。
前
年
よ
り
減
少
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
こ
れ
は
外
来
機
の
飛
来
が
少
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

最
後
に
２
０
１
７
年
度
で
す
が
、
こ
こ
数
年
で
最
も
離
発
着
回
数
が
多
い
年
と
な
り
ま
し
た
。
特
に
１
１
月
に
は
Ｆ
３
５
が
、
３
月
に
は
Ｆ
１
８
等
の
外
来
機
の

飛
来
と
と
も
に
常
駐
機
の
訓
練
も
か
な
り
増
加
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
ま
す
。
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４
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解
説
）
	こ
れ
は
沖
縄
市
に
お
け
る
騒
音
苦
情
の
件
数
で
す
。
先
ほ
ど
の
離
発
着
回
数
と
比
例
し
て
苦
情
件
数
も
増
加
し
て
お
り
ま
す
。
特
に
３
月
は
、
外
来
機
が
合
計
で

３
９
機
集
中
し
て
飛
来
し
た
時
期
で
、
こ
れ
ま
で
に
前
例
の
無
い
切
実
な
訴
え
が
特
徴
的
で
す
。
４
月
、
７
月
近
辺
は
県
外
、
海
外
に
よ
る
訓
練
移
転
に
よ
り
苦

情
は
減
少
し
て
お
り
ま
す
。
６
月
が
増
え
て
い
る
の
は
Ｆ
－
１
６
（
コ
ロ
ラ
ド
州
空
軍
）、
１
１
月
は
Ｆ
－
３
５
A
、
Ｆ
Ａ
－
１
８
、
Ｆ
－
３
５
Ｂ
の
外
来
機
が
嘉

手
納
飛
行
場
へ
飛
来
し
て
お
り
ま
す
。
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）
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（
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解
説
）
	こ
ち
ら
は
北
谷
町
の
騒
音
苦
情
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
す
が
、
沖
縄
市
の
状
況
と
類
似
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
嘉
手
納
飛
行
場
の
場
周
経
路
の
逸
脱
コ
ー
ス

が
北
谷
町
と
沖
縄
市
の
同
様
な
騒
音
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
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解
説
）
	こ
ち
ら
は
北
谷
町
の
騒
音
苦
情
の
状
況
を
示
し
た
も
の
で
す
が
、
沖
縄
市
の
状
況
と
類
似
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
嘉
手
納
飛
行
場
の
場
周
経
路
の
逸
脱
コ
ー
ス

が
北
谷
町
と
沖
縄
市
の
同
様
な
騒
音
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

主
な
苦
情
内
容

 
•
朝
の

6時
45
分
か
ら
午
後

8時
ま
で
爆
音
が
続
い
て
お
り
耳
鳴
り

が
し
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
り
そ
う
だ
。

 
•
ま
た
上
空
の
爆
音
以
外
に
、
戦
闘
機
の
エ
ン
ジ
ン
調
整
の
音
も

爆
音
同
様
に
騒
音
被
害
が
酷
い
。

 
•
当
事
者
意
識
を
持
つ
よ
う
三
連
協
の
首
長
も
国
の
役
員
も
現
場

で
実
際
に
体
験
す
べ
き
だ
。
机
上
で
片
づ
け
る
な
！

 
•

2か
月
の
赤
ち
ゃ
ん
の
耳
に
綿
を
詰
め
て
爆
音
に
び
っ
く
り
し

て
飛
び
起
き
ぬ
よ
う
苦
心
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
泣
き
止
ま
な

い
状
態
が
続
い
て
い
る
。

 
•
子
供
が
補
聴
器
を
付
け
て
い
る
が
、
戦
闘
機
の
音
が
う
る
さ
過

ぎ
て
震
え
て
い
る
。
健
常
者
で
も
う
る
さ
い
の
に
、
補
聴
器
を

付
け
て
い
る
人
は
も
っ
と
大
変
で
す
よ
。

 
•
保
育
園
の
子
供
達
が
爆
音
を
怖
が
っ
て
園
庭
に
出
よ
う
と
し
な

い
。
（
授
業
の
中
断
あ
り
、
教
育
行
政
こ
れ
で
い
い
の
か
！
）

 
 

解
説
）
	こ
れ
は
地
域
住
民
か
ら
の
切
実
な
訴
え
の
現
状
で
す
。
こ
れ
ま
で
に
な
い
切
実
な
内
容
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
紙
面
の
都
合
上
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
一
部
で

す
が
訴
え
の
ご
く
一
部
で
あ
り
直
接
苦
情
電
話
を
し
な
く
と
も
か
な
り
の
騒
音
被
害
を
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
市
民
は
多
数
い
る
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
何
と
し

て
で
も
被
害
軽
減
が
図
ら
れ
る
よ
う
行
政
の
不
断
の
努
力
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
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解
説
）
	赤
丸
の
部
分
に
航
空
機
騒
音
の
観
測
装
置
が
設
置
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
一
市
二
町
だ
け
で
は
な
く
県
が
設
置
し
た
航
空
機
騒
音
観
測
装
置
も

含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
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は
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音
発
生
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数

が
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、
中
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～
西
部
地
区
へ
の
騒
音
の
広
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り
が
み
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れ
る
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赤
の

破
線

が
通

常
コ

ー
ス

を
逸

脱
し

た
た

め
、

こ
れ

ま
で

に
苦

情
の

少
な

い
地

域
か

ら
も

苦
情

が
多

発
し

て
い

る
。

沖
縄

市
の

北
部

地
区

で
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件
→
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件

中
部

地
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件
→
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件

西
部
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で
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→
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件
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谷

町
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→
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と
外

来
機

が
集

中
し

た
年

度
末

は
苦

情
が

大
幅

に
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た
。

沖
縄
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か
ら
着
陸
す
る
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合
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H2
7年

度
～

H2
9年

度
の

3月
の
騒
音
発
生
回
数
の
局
別
の
割
合

（
嘉
手
納
町
）
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年
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※
２
０
１
７

.１
嘉
手
納
町
の
旧
海
軍
駐
機
場
が
沖
縄
市
側
へ
移
転
さ
れ
運
用
が
開
始
さ
れ
た
。

そ
の
影
響
も
あ
っ
て
嘉
手
納
町
の
屋
良
地
域
で
は
騒
音
発
生
回
数
が
減
少
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
全
体
的
な
騒
音
発
生
回
数
も
苦
情
件
数
も
か
な
り
高
い
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
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急
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回
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低
高
度
で
急
旋
回
す
る
と
戦
闘

機
の
爆
音
も
92
.3
db
と
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
下
と
同
様
な
う
る
さ
さ

を
発
す
る
。
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も
騒
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軽
減
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れ
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。
飛
び
方
ひ
と
つ
で
周

辺
住
民
へ
の
航
空
機
騒
音

は
軽
減
さ
れ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
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機
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区
へ
移
設
す
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、

こ
れ
ま
で
防
衛
大
臣
や
防
衛
副
大

臣
に
よ
る
現
地
視
察
や
会
談
が
行

わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
市
の
要
請
や

地
域
課
題
の
早
期
解
決
を
は
じ
め
、

市
の
振
興
に
資
す
る
事
案
等
へ
の

ご
尽
力
を
頂
く
と
と
も
に
、
防
衛

省
地
方
協
力
局
を
は
じ
め
と
す
る

協
議
会
の
設
置
等
、
国
と
し
て
積

極
的
な
支
援
を
頂
け
る
こ
と
を
確

認
い
た
し
ま
し
た
。

 

ま
た
県
知
事
と
の
会
談
に
お
い

て
、
沖
縄
振
興
や
基
地
の
整
理
縮

小
の
観
点
か
ら
嘉
手
納
弾
薬
庫
地

区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
は
確
実

に
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一

方
で
は
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十

分
な
配
慮
と
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
市
の
課
題
解
決
に
県

と
し
て
の
支
援
を
頂
け
る
こ
と
に
つ

い
て
共
通
認
識
を
図
る
こ
と
も
で

き
ま
し
た
。

 

こ
れ
ま
で
、
国
や
県
等
関
係
機

関
と
の
調
整
を
は
じ
め
、
市
議
会

で
の
一
般
質
問
等
や
地
域
、
地
権

者
等
関
係
者
の
皆
様
の
ご
意
見
を

伺
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で

移
設
に
対
す
る
様
々
な
意
見
が
あ

り
市
長
と
し
て
厳
し
い
選
択
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
決
断
の
主
な
要

因
と
し
て

 

一
つ
目
に
、
地
域
課
題
の
解
決
に

向
け
具
体
的
な
措
置
（
文
化
財

調
査
、
河
川
の
暫
定
掘
削
工
事
、

市
北
部
域
の
複
数
箇
所
の
交
通
量

調
査
等
）
が
始
ま
っ
た
こ
と
、

 

二
つ
目
に
、
国
と
の
協
議
会
設

置
に
よ
り
市
の
課
題
解
決
や
地
域

振
興
に
資
す
る
事
案
に
対
し
継
続

し
た
協
議
が
図
ら
れ
る
こ
と
、

 

三
つ
目
に
、
市
の
振
興
発
展
に

資
す
る
事
案
に
対
し
防
衛
省
の
最

大
限
の
協
力
が
得
ら
れ
る
こ
と
、

 

四
つ
目
に
、
沖
縄
の
振
興
発
展

や
基
地
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、

基
地
の
整
理
縮
小
は
進
め
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
、

 

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
牧
港
補

給
地
区
の
倉
庫
群
の
一
部
や
キ
ャ
ン

プ
瑞
慶
覧
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
サ
ー
ビ

ス
関
連
施
設
を
、
嘉
手
納
弾
薬

庫
地
区
の
知
花
地
区
へ
移
設
す
る

こ
と
」
に
つ
い
て
、
市
長
と
し
て

断
腸
の
思
い
で
受
け
入
れ
る
こ
と

を
決
断
い
た
し
ま
し
た
。

 

ま
た
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ロ
ウ

ワ
ー
プ
ラ
ザ
の
早
期
返
還
に
つ
き

ま
し
て
も
、
今
後
と
も
引
き
続
き

求
め
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
市
民
の
皆
様
や
関

係
者
の
皆
様
の
ご
理
解
を
賜
り
ま

す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
28
年
９
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沖
縄
市
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桑
江 

朝
千
夫

【移設概要】
○キャンプ瑞慶覧のインダストリアル・コリドーに所在する
スクールバスサービス関連施設を移設。
○牧港補給地区から一般的な食品や生活物資等の倉庫、
食品検査場、車両整備工場やクリーニング工場等を移設。

牧港補給地区

倉庫、工場等の施設

サンシー

移設予定エリア

嘉手納弾薬庫

嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設の概要

東南植物楽園

知花十字路

消防本部
国道329号線

県道 85号線

県道２６号線

キャンプ瑞慶覧
（インダストリアル・コリド－地区）

スク－ルバスサ－ビス関連施設
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第 2項　嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設

区
へ
移
設
す
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こ
と
に
つ
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ま
し
て
、

こ
れ
ま
で
防
衛
大
臣
や
防
衛
副
大

臣
に
よ
る
現
地
視
察
や
会
談
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わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
市
の
要
請
や

地
域
課
題
の
早
期
解
決
を
は
じ
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、

市
の
振
興
に
資
す
る
事
案
等
へ
の

ご
尽
力
を
頂
く
と
と
も
に
、
防
衛

省
地
方
協
力
局
を
は
じ
め
と
す
る

協
議
会
の
設
置
等
、
国
と
し
て
積

極
的
な
支
援
を
頂
け
る
こ
と
を
確

認
い
た
し
ま
し
た
。
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た
県
知
事
と
の
会
談
に
お
い

て
、
沖
縄
振
興
や
基
地
の
整
理
縮

小
の
観
点
か
ら
嘉
手
納
弾
薬
庫
地

区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
は
確
実

に
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一

方
で
は
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十

分
な
配
慮
と
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
市
の
課
題
解
決
に
県

と
し
て
の
支
援
を
頂
け
る
こ
と
に
つ

い
て
共
通
認
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を
図
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こ
と
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で
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ま
し
た
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こ
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ま
で
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や
県
等
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機

関
と
の
調
整
を
は
じ
め
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市
議
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一
般
質
問
等
や
地
域
、
地
権

者
等
関
係
者
の
皆
様
の
ご
意
見
を

伺
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で

移
設
に
対
す
る
様
々
な
意
見
が
あ

り
市
長
と
し
て
厳
し
い
選
択
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
決
断
の
主
な
要

因
と
し
て

 

一
つ
目
に
、
地
域
課
題
の
解
決
に

向
け
具
体
的
な
措
置
（
文
化
財

調
査
、
河
川
の
暫
定
掘
削
工
事
、

市
北
部
域
の
複
数
箇
所
の
交
通
量

調
査
等
）
が
始
ま
っ
た
こ
と
、

 

二
つ
目
に
、
国
と
の
協
議
会
設

置
に
よ
り
市
の
課
題
解
決
や
地
域

振
興
に
資
す
る
事
案
に
対
し
継
続

し
た
協
議
が
図
ら
れ
る
こ
と
、

 

三
つ
目
に
、
市
の
振
興
発
展
に

資
す
る
事
案
に
対
し
防
衛
省
の
最

大
限
の
協
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が
得
ら
れ
る
こ
と
、

 

四
つ
目
に
、
沖
縄
の
振
興
発
展

や
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地
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ス
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バ
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、
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思
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し
ま
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。
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も
、
今
後
と
も
引
き
続
き

求
め
て
い
く
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
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市
民
の
皆
様
や
関

係
者
の
皆
様
の
ご
理
解
を
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す
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う
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し
く
お
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申
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す
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区
へ
移
設
す
る
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
、

こ
れ
ま
で
防
衛
大
臣
や
防
衛
副
大

臣
に
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る
現
地
視
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や
会
談
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行
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れ
た
こ
と
、
ま
た
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の
要
請
や

地
域
課
題
の
早
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解
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を
は
じ
め
、

市
の
振
興
に
資
す
る
事
案
等
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の

ご
尽
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を
頂
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と
と
も
に
、
防
衛

省
地
方
協
力
局
を
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じ
め
と
す
る

協
議
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の
設
置
等
、
国
と
し
て
積

極
的
な
支
援
を
頂
け
る
こ
と
を
確

認
い
た
し
ま
し
た
。

 

ま
た
県
知
事
と
の
会
談
に
お
い

て
、
沖
縄
振
興
や
基
地
の
整
理
縮

小
の
観
点
か
ら
嘉
手
納
弾
薬
庫
地

区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
は
確
実

に
進
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一

方
で
は
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十

分
な
配
慮
と
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
市
の
課
題
解
決
に
県

と
し
て
の
支
援
を
頂
け
る
こ
と
に
つ

い
て
共
通
認
識
を
図
る
こ
と
も
で

き
ま
し
た
。

 

こ
れ
ま
で
、
国
や
県
等
関
係
機

関
と
の
調
整
を
は
じ
め
、
市
議
会

で
の
一
般
質
問
等
や
地
域
、
地
権

者
等
関
係
者
の
皆
様
の
ご
意
見
を

伺
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で

移
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に
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る
様
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な
意
見
が
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り
市
長
と
し
て
厳
し
い
選
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で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
決
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の
主
な
要

因
と
し
て

 

一
つ
目
に
、
地
域
課
題
の
解
決
に

向
け
具
体
的
な
措
置
（
文
化
財

調
査
、
河
川
の
暫
定
掘
削
工
事
、

市
北
部
域
の
複
数
箇
所
の
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通
量

調
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等
）
が
始
ま
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た
こ
と
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二
つ
目
に
、
国
と
の
協
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会
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置
に
よ
り
市
の
課
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解
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や
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と
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の
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発
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に
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に
対
し
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最
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の
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が
得
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れ
る
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と
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四
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、
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の
振
興
発
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や
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地
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担
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ら
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地
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部
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プ
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の
ス
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ル
バ
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ー
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を
、
嘉
手
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」
に
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、
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と
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の
思
い
で
受
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る
こ
と

を
決
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に
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も
、
今
後
と
も
引
き
続
き

求
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ご
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す
。

つ
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関
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理
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スク－ルバスサ－ビス関連施設
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（1）　嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設について
この頁は、移設受け入れについて市民周知を図る観点から「広報おきなわ」の記事と�

72 基地と沖縄市



 

市
民
の
皆
様
に
嘉
手
納
弾
薬
庫

地
区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

 

こ
の
移
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、

ま
ず
平
成
２５
年
４
月
に
日
米
両
政

府
よ
り
「
沖
縄
に
お
け
る
在
日
米

軍
施
設
・
区
域
に
関
す
る
統
合
計

画
」
が
公
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
、

牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫
群
の
一
部

及
び
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス
ク
ー
ル

バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設
を
、
嘉

手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地
区
へ

移
設
す
る
計
画
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２６
年
９
月
に
は
沖
縄
防
衛

局
よ
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
移
設

概
要
説
明
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
市

で
は
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
情
報

収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
１０
月
か

ら
１１
月
に
か
け
て
、
市
と
沖
縄
防

衛
局
に
よ
る
市
北
部
地
域
の
各
自

治
会
へ
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

地
域
か
ら
は
様
々
な
不
安
や
疑
問

が
示
さ
れ
、
ま
た
基
地
か
ら
派
生

す
る
問
題
、
長
年
の
課
題
等
に
つ

い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２７
年
９
月
の
議
会
で
は
、

私
の
移
設
計
画
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
沖
縄
県
の
振

興
発
展
及
び
基
地
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
統
合
計
画
の
必
要
性
は
理

解
で
き
る
も
の
の
、
受
け
入
れ
側

に
は
様
々
な
課
題
が
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
国
等
が
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
動
向

を
注
視
し
て
い
く
こ
と
を
お
示
し

し
ま
し
た
。

 

平
成
27
年
１０
月
に
は
、
防
衛
副

大
臣
及
び
沖
縄
防
衛
局
長
も
相
次

い
で
来
庁
し
、
沖
縄
の
基
地
負
担

軽
減
の
観
点
か
ら
、
改
め
て
移
設

受
け
入
れ
に
対
す
る
市
の
理
解
と

協
力
を
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

市
か
ら
は
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

課
題
解
決
や
市
の
振
興
発
展
に
関

す
る
国
の
支
援
に
つ
い
て
防
衛
大

臣
宛
に
要
請
文
書
を
手
交
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
今
後
の
多
岐
に
わ

た
る
課
題
解
決
の
た
め
に
、
国
と

市
で
協
議
の
場
を
持
つ
こ
と
も
確

認
し
ま
し
た
。

 

本
年
４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て

二
回
目
の
地
域
説
明
会
が
行
わ
れ
、

前
回
の
地
域
か
ら
提
起
さ
れ
た
課

題
の
進
捗
や
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い

て
、
市
と
沖
縄
防
衛
局
に
よ
る
地

域
説
明
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

説
明
会
で
は
、
沖
縄
防
衛
局
よ

り
交
通
渋
滞
が
懸
念
さ
れ
る
第
３

ゲ
ー
ト
の
交
通
量
調
査
の
結
果
や

河
川
氾
濫
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

諸
問
題
等
へ
の
対
応
策
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

 

し
か
し
、
い
ず
れ
も
地
域
か
ら

十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
進
捗
の
遅
さ
や
対
応
策

の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
移

設
そ
の
も
の
に
対
す
る
様
々
な
意

見
も
出
る
中
、
一
方
で
は
、
移
設

に
関
し
て
は
理
解
す
る
も
の
の
地

域
振
興
に
対
す
る
切
な
る
訴
え
や

生
活
に
密
着
し
た
諸
問
題
へ
の
迅

速
な
解
決
に
つ
い
て
の
要
望
等
、

多
岐
に
わ
た
る
意
見
が
出
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

本
年
８
月
に
は
県
知
事
と
会
談

し
、
市
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
地
域

説
明
会
の
開
催
状
況
や
地
域
課
題

に
つ
い
て
現
状
を
ご
報
告
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
解
決
に
は
国
の
み

な
ら
ず
県
の
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
要
請
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
移
設
に
対
す
る
知
事
の
お
考
え

と
し
て
、
沖
縄
の
振
興
発
展
や
基

地
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
嘉
手
納

よ
り
南
の
米
軍
施
設
・
区
域
の
返

還
は
確
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
、
一
方
で
移
設
を
受
け
入
れ

る
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十
分
な

支
援
と
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と

等
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

こ
の
度
（
平
成
28
年
8
月
 9

日
）、
防
衛
本
省
、
沖
縄
防
衛
局
、

沖
縄
市
に
よ
る
第
１
回
協
議
会
が

東
京
で
開
催
さ
れ
、
協
議
内
容
と

し
て
河
川
氾
濫
や
交
通
渋
滞
、
環

境
問
題
そ
の
他
基
地
か
ら
派
生
す

る
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
ほ
か
、

市
の
振
興
に
資
す
る
 
万
人
規
模

の
ア
リ
ー
ナ
建
設
や
池
武
当
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
に
つ
い
て
協
議
し

て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

 

そ
の
後
、
防
衛
副
大
臣
よ
り
協

議
会
の
協
議
事
項
を
踏
ま
え
会
談

の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
国
と
し
て

市
の
要
請
に
対
し
て
、
し
っ
か
り

と
支
援
し
て
い
く
事
と
、
今
後
の

個
別
事
案
に
つ
き
ま
し
て
も
協
議

会
の
場
を
も
っ
て
進
捗
管
理
を
行

い
、
市
の
課
題
解
決
に
向
け
ご
尽

力
頂
け
る
こ
と
を
確
認
い
た
し
ま

し
た
。 

 

特
に
長
年
の
地
域
課
題
で
あ
り

ま
し
た
比
謝
川
水
系
の
河
川
氾
濫

対
策
で
は
、
本
市
の
知
花
地
区
の

住
宅
地
域
に
お
け
る
床
上
浸
水
や

農
業
用
地
の
冠
水
等
の
被
害
に
対

す
る
緊
急
対
応
策
と
し
て
、
福
地

橋
か
ら
約
１
㎞
の
区
間
の
暫
定
掘

削
工
事
が
年
度
内
に
完
了
す
る
予

定
で
す
。

 

さ
ら
に
比
謝
川
水
系
の
下
流
域

を
整
備
す
る
上
で
課
題
と
な
っ
て

い
た
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
内
の
河

川
改
修
工
事
の
た
め
の
共
同
使
用

に
つ
い
て
、
年
度
内
に
日
米
合
同

委
員
会
へ
諮
る
べ
く
着
々
と
準
備

が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
防
衛

省
や
県
か
ら
報
告
を
受
け
て
お
り

ま
す
。

 

そ
れ
か
ら
移
設
に
伴
う
約

 ,
0
0
0
名
の
従
業
員
車
両
や

ス
ク
ー
ル
バ
ス
約
80
台
、
大
型
搬

入
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
行
に
よ
る
同

地
域
の
交
通
量
へ
の
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
北
部
地
域

を
中
心
と
し
た
複
数
箇
所
の
交
通

量
調
査
等
を
沖
縄
防
衛
局
が
今

年
度
内
に
実
施
す
る
と
の
報
告
を

受
け
て
お
り
ま
す
。

 

こ
の
他
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

地
域
課
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国

と
市
に
よ
る
協
議
会
を
通
し
て
、

進
捗
管
理
や
今
後
の
課
題
解
決
に

必
要
な
協
議
が
継
続
し
て
行
わ
れ

ま
す
。

 

市
の
振
興
に
関
し
ま
し
て
は
、

地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
と
な
る

 
万
人
規
模
の
多
目
的
ア
リ
ー
ナ

事
業
に
つ
い
て
、
防
衛
省
か
ら
平

成
29
年
度
の
概
算
要
求
な
ど
建
設

に
向
け
最
大
限
の
協
力
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
確
約
頂
き
ま
し
た
。

 

ま
た
池
武
当
交
差
点
の
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
設
置
に
つ
い
て
国
と
米

軍
を
含
め
た
調
整
が
行
わ
れ
、
そ

の
他
、
市
の
振
興
に
関
す
る
要
請

事
項
に
つ
き
ま
し
て
も
引
き
続
き

協
議
さ
れ
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

私
は
、
牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫

群
の
一
部
や
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス

ク
ー
ル
バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設

を
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地

 

 
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の

　
　
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い
て
』
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市
民
の
皆
様
に
嘉
手
納
弾
薬
庫

地
区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

 

こ
の
移
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、

ま
ず
平
成
２５
年
４
月
に
日
米
両
政

府
よ
り
「
沖
縄
に
お
け
る
在
日
米

軍
施
設
・
区
域
に
関
す
る
統
合
計

画
」
が
公
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
、

牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫
群
の
一
部

及
び
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス
ク
ー
ル

バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設
を
、
嘉

手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地
区
へ

移
設
す
る
計
画
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２６
年
９
月
に
は
沖
縄
防
衛

局
よ
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
移
設

概
要
説
明
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
市

で
は
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
情
報

収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
１０
月
か

ら
１１
月
に
か
け
て
、
市
と
沖
縄
防

衛
局
に
よ
る
市
北
部
地
域
の
各
自

治
会
へ
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

地
域
か
ら
は
様
々
な
不
安
や
疑
問

が
示
さ
れ
、
ま
た
基
地
か
ら
派
生

す
る
問
題
、
長
年
の
課
題
等
に
つ

い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２７
年
９
月
の
議
会
で
は
、

私
の
移
設
計
画
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
沖
縄
県
の
振

興
発
展
及
び
基
地
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
統
合
計
画
の
必
要
性
は
理

解
で
き
る
も
の
の
、
受
け
入
れ
側

に
は
様
々
な
課
題
が
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
国
等
が
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
動
向

を
注
視
し
て
い
く
こ
と
を
お
示
し

し
ま
し
た
。

 

平
成
27
年
１０
月
に
は
、
防
衛
副

大
臣
及
び
沖
縄
防
衛
局
長
も
相
次

い
で
来
庁
し
、
沖
縄
の
基
地
負
担

軽
減
の
観
点
か
ら
、
改
め
て
移
設

受
け
入
れ
に
対
す
る
市
の
理
解
と

協
力
を
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

市
か
ら
は
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

課
題
解
決
や
市
の
振
興
発
展
に
関

す
る
国
の
支
援
に
つ
い
て
防
衛
大

臣
宛
に
要
請
文
書
を
手
交
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
今
後
の
多
岐
に
わ

た
る
課
題
解
決
の
た
め
に
、
国
と

市
で
協
議
の
場
を
持
つ
こ
と
も
確

認
し
ま
し
た
。

 

本
年
４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て

二
回
目
の
地
域
説
明
会
が
行
わ
れ
、

前
回
の
地
域
か
ら
提
起
さ
れ
た
課

題
の
進
捗
や
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い

て
、
市
と
沖
縄
防
衛
局
に
よ
る
地

域
説
明
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

説
明
会
で
は
、
沖
縄
防
衛
局
よ

り
交
通
渋
滞
が
懸
念
さ
れ
る
第
３

ゲ
ー
ト
の
交
通
量
調
査
の
結
果
や

河
川
氾
濫
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

諸
問
題
等
へ
の
対
応
策
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

 

し
か
し
、
い
ず
れ
も
地
域
か
ら

十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
進
捗
の
遅
さ
や
対
応
策

の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
移

設
そ
の
も
の
に
対
す
る
様
々
な
意

見
も
出
る
中
、
一
方
で
は
、
移
設

に
関
し
て
は
理
解
す
る
も
の
の
地

域
振
興
に
対
す
る
切
な
る
訴
え
や

生
活
に
密
着
し
た
諸
問
題
へ
の
迅

速
な
解
決
に
つ
い
て
の
要
望
等
、

多
岐
に
わ
た
る
意
見
が
出
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

本
年
８
月
に
は
県
知
事
と
会
談

し
、
市
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
地
域

説
明
会
の
開
催
状
況
や
地
域
課
題

に
つ
い
て
現
状
を
ご
報
告
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
解
決
に
は
国
の
み

な
ら
ず
県
の
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
要
請
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
移
設
に
対
す
る
知
事
の
お
考
え

と
し
て
、
沖
縄
の
振
興
発
展
や
基

地
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
嘉
手
納

よ
り
南
の
米
軍
施
設
・
区
域
の
返

還
は
確
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
、
一
方
で
移
設
を
受
け
入
れ

る
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十
分
な

支
援
と
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と

等
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

こ
の
度
（
平
成
28
年
8
月
 9

日
）、
防
衛
本
省
、
沖
縄
防
衛
局
、

沖
縄
市
に
よ
る
第
１
回
協
議
会
が

東
京
で
開
催
さ
れ
、
協
議
内
容
と

し
て
河
川
氾
濫
や
交
通
渋
滞
、
環

境
問
題
そ
の
他
基
地
か
ら
派
生
す

る
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
ほ
か
、

市
の
振
興
に
資
す
る
 
万
人
規
模

の
ア
リ
ー
ナ
建
設
や
池
武
当
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
に
つ
い
て
協
議
し

て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

 

そ
の
後
、
防
衛
副
大
臣
よ
り
協

議
会
の
協
議
事
項
を
踏
ま
え
会
談

の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
国
と
し
て

市
の
要
請
に
対
し
て
、
し
っ
か
り

と
支
援
し
て
い
く
事
と
、
今
後
の

個
別
事
案
に
つ
き
ま
し
て
も
協
議

会
の
場
を
も
っ
て
進
捗
管
理
を
行

い
、
市
の
課
題
解
決
に
向
け
ご
尽

力
頂
け
る
こ
と
を
確
認
い
た
し
ま

し
た
。 

 

特
に
長
年
の
地
域
課
題
で
あ
り

ま
し
た
比
謝
川
水
系
の
河
川
氾
濫

対
策
で
は
、
本
市
の
知
花
地
区
の

住
宅
地
域
に
お
け
る
床
上
浸
水
や

農
業
用
地
の
冠
水
等
の
被
害
に
対

す
る
緊
急
対
応
策
と
し
て
、
福
地

橋
か
ら
約
１
㎞
の
区
間
の
暫
定
掘

削
工
事
が
年
度
内
に
完
了
す
る
予

定
で
す
。

 

さ
ら
に
比
謝
川
水
系
の
下
流
域

を
整
備
す
る
上
で
課
題
と
な
っ
て

い
た
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
内
の
河

川
改
修
工
事
の
た
め
の
共
同
使
用

に
つ
い
て
、
年
度
内
に
日
米
合
同

委
員
会
へ
諮
る
べ
く
着
々
と
準
備

が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
防
衛

省
や
県
か
ら
報
告
を
受
け
て
お
り

ま
す
。

 

そ
れ
か
ら
移
設
に
伴
う
約

 ,
0
0
0
名
の
従
業
員
車
両
や

ス
ク
ー
ル
バ
ス
約
80
台
、
大
型
搬

入
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
行
に
よ
る
同

地
域
の
交
通
量
へ
の
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
北
部
地
域

を
中
心
と
し
た
複
数
箇
所
の
交
通

量
調
査
等
を
沖
縄
防
衛
局
が
今

年
度
内
に
実
施
す
る
と
の
報
告
を

受
け
て
お
り
ま
す
。

 

こ
の
他
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

地
域
課
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国

と
市
に
よ
る
協
議
会
を
通
し
て
、

進
捗
管
理
や
今
後
の
課
題
解
決
に

必
要
な
協
議
が
継
続
し
て
行
わ
れ

ま
す
。

 

市
の
振
興
に
関
し
ま
し
て
は
、

地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
と
な
る

 
万
人
規
模
の
多
目
的
ア
リ
ー
ナ

事
業
に
つ
い
て
、
防
衛
省
か
ら
平

成
29
年
度
の
概
算
要
求
な
ど
建
設

に
向
け
最
大
限
の
協
力
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
確
約
頂
き
ま
し
た
。

 

ま
た
池
武
当
交
差
点
の
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
設
置
に
つ
い
て
国
と
米

軍
を
含
め
た
調
整
が
行
わ
れ
、
そ

の
他
、
市
の
振
興
に
関
す
る
要
請

事
項
に
つ
き
ま
し
て
も
引
き
続
き

協
議
さ
れ
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

私
は
、
牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫

群
の
一
部
や
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス

ク
ー
ル
バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設

を
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地

 

 
嘉
手
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地
区
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市
民
の
皆
様
に
嘉
手
納
弾
薬
庫

地
区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

 

こ
の
移
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、

ま
ず
平
成
２５
年
４
月
に
日
米
両
政

府
よ
り
「
沖
縄
に
お
け
る
在
日
米

軍
施
設
・
区
域
に
関
す
る
統
合
計

画
」
が
公
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
、

牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫
群
の
一
部

及
び
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス
ク
ー
ル

バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設
を
、
嘉

手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地
区
へ

移
設
す
る
計
画
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２６
年
９
月
に
は
沖
縄
防
衛

局
よ
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
移
設

概
要
説
明
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
市

で
は
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
情
報

収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
１０
月
か

ら
１１
月
に
か
け
て
、
市
と
沖
縄
防

衛
局
に
よ
る
市
北
部
地
域
の
各
自

治
会
へ
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

地
域
か
ら
は
様
々
な
不
安
や
疑
問

が
示
さ
れ
、
ま
た
基
地
か
ら
派
生

す
る
問
題
、
長
年
の
課
題
等
に
つ

い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２７
年
９
月
の
議
会
で
は
、

私
の
移
設
計
画
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
沖
縄
県
の
振

興
発
展
及
び
基
地
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
統
合
計
画
の
必
要
性
は
理

解
で
き
る
も
の
の
、
受
け
入
れ
側

に
は
様
々
な
課
題
が
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
国
等
が
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
動
向

を
注
視
し
て
い
く
こ
と
を
お
示
し

し
ま
し
た
。

 

平
成
27
年
１０
月
に
は
、
防
衛
副

大
臣
及
び
沖
縄
防
衛
局
長
も
相
次

い
で
来
庁
し
、
沖
縄
の
基
地
負
担

軽
減
の
観
点
か
ら
、
改
め
て
移
設

受
け
入
れ
に
対
す
る
市
の
理
解
と

協
力
を
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

市
か
ら
は
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

課
題
解
決
や
市
の
振
興
発
展
に
関

す
る
国
の
支
援
に
つ
い
て
防
衛
大

臣
宛
に
要
請
文
書
を
手
交
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
今
後
の
多
岐
に
わ

た
る
課
題
解
決
の
た
め
に
、
国
と

市
で
協
議
の
場
を
持
つ
こ
と
も
確

認
し
ま
し
た
。

 

本
年
４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て

二
回
目
の
地
域
説
明
会
が
行
わ
れ
、

前
回
の
地
域
か
ら
提
起
さ
れ
た
課

題
の
進
捗
や
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い

て
、
市
と
沖
縄
防
衛
局
に
よ
る
地

域
説
明
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

説
明
会
で
は
、
沖
縄
防
衛
局
よ

り
交
通
渋
滞
が
懸
念
さ
れ
る
第
３

ゲ
ー
ト
の
交
通
量
調
査
の
結
果
や

河
川
氾
濫
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

諸
問
題
等
へ
の
対
応
策
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

 

し
か
し
、
い
ず
れ
も
地
域
か
ら

十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
進
捗
の
遅
さ
や
対
応
策

の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
移

設
そ
の
も
の
に
対
す
る
様
々
な
意

見
も
出
る
中
、
一
方
で
は
、
移
設

に
関
し
て
は
理
解
す
る
も
の
の
地

域
振
興
に
対
す
る
切
な
る
訴
え
や

生
活
に
密
着
し
た
諸
問
題
へ
の
迅

速
な
解
決
に
つ
い
て
の
要
望
等
、

多
岐
に
わ
た
る
意
見
が
出
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

本
年
８
月
に
は
県
知
事
と
会
談

し
、
市
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
地
域

説
明
会
の
開
催
状
況
や
地
域
課
題

に
つ
い
て
現
状
を
ご
報
告
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
解
決
に
は
国
の
み

な
ら
ず
県
の
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
要
請
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
移
設
に
対
す
る
知
事
の
お
考
え

と
し
て
、
沖
縄
の
振
興
発
展
や
基

地
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
嘉
手
納

よ
り
南
の
米
軍
施
設
・
区
域
の
返

還
は
確
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
、
一
方
で
移
設
を
受
け
入
れ

る
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十
分
な

支
援
と
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と

等
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

こ
の
度
（
平
成
28
年
8
月
 9

日
）、
防
衛
本
省
、
沖
縄
防
衛
局
、

沖
縄
市
に
よ
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１
回
協
議
会
が

東
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催
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れ
、
協
議
内
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と

し
て
河
川
氾
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や
交
通
渋
滞
、
環

境
問
題
そ
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他
基
地
か
ら
派
生
す

る
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
ほ
か
、

市
の
振
興
に
資
す
る
 
万
人
規
模

の
ア
リ
ー
ナ
建
設
や
池
武
当
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
に
つ
い
て
協
議
し

て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

 

そ
の
後
、
防
衛
副
大
臣
よ
り
協

議
会
の
協
議
事
項
を
踏
ま
え
会
談

の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
国
と
し
て

市
の
要
請
に
対
し
て
、
し
っ
か
り

と
支
援
し
て
い
く
事
と
、
今
後
の

個
別
事
案
に
つ
き
ま
し
て
も
協
議

会
の
場
を
も
っ
て
進
捗
管
理
を
行

い
、
市
の
課
題
解
決
に
向
け
ご
尽

力
頂
け
る
こ
と
を
確
認
い
た
し
ま

し
た
。 

 

特
に
長
年
の
地
域
課
題
で
あ
り

ま
し
た
比
謝
川
水
系
の
河
川
氾
濫

対
策
で
は
、
本
市
の
知
花
地
区
の

住
宅
地
域
に
お
け
る
床
上
浸
水
や

農
業
用
地
の
冠
水
等
の
被
害
に
対

す
る
緊
急
対
応
策
と
し
て
、
福
地

橋
か
ら
約
１
㎞
の
区
間
の
暫
定
掘

削
工
事
が
年
度
内
に
完
了
す
る
予

定
で
す
。

 

さ
ら
に
比
謝
川
水
系
の
下
流
域

を
整
備
す
る
上
で
課
題
と
な
っ
て

い
た
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
内
の
河

川
改
修
工
事
の
た
め
の
共
同
使
用

に
つ
い
て
、
年
度
内
に
日
米
合
同

委
員
会
へ
諮
る
べ
く
着
々
と
準
備

が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
防
衛

省
や
県
か
ら
報
告
を
受
け
て
お
り

ま
す
。

 

そ
れ
か
ら
移
設
に
伴
う
約

 ,
0
0
0
名
の
従
業
員
車
両
や

ス
ク
ー
ル
バ
ス
約
80
台
、
大
型
搬

入
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
行
に
よ
る
同

地
域
の
交
通
量
へ
の
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
北
部
地
域

を
中
心
と
し
た
複
数
箇
所
の
交
通

量
調
査
等
を
沖
縄
防
衛
局
が
今

年
度
内
に
実
施
す
る
と
の
報
告
を

受
け
て
お
り
ま
す
。

 

こ
の
他
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

地
域
課
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国

と
市
に
よ
る
協
議
会
を
通
し
て
、

進
捗
管
理
や
今
後
の
課
題
解
決
に

必
要
な
協
議
が
継
続
し
て
行
わ
れ

ま
す
。

 

市
の
振
興
に
関
し
ま
し
て
は
、

地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
と
な
る

 
万
人
規
模
の
多
目
的
ア
リ
ー
ナ

事
業
に
つ
い
て
、
防
衛
省
か
ら
平

成
29
年
度
の
概
算
要
求
な
ど
建
設

に
向
け
最
大
限
の
協
力
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
確
約
頂
き
ま
し
た
。

 

ま
た
池
武
当
交
差
点
の
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
設
置
に
つ
い
て
国
と
米

軍
を
含
め
た
調
整
が
行
わ
れ
、
そ

の
他
、
市
の
振
興
に
関
す
る
要
請

事
項
に
つ
き
ま
し
て
も
引
き
続
き

協
議
さ
れ
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

私
は
、
牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫

群
の
一
部
や
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス

ク
ー
ル
バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設

を
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地

 

 
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の

　
　
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い
て
』

 016.10.1広報 12

 

市
民
の
皆
様
に
嘉
手
納
弾
薬
庫

地
区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

 

こ
の
移
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、

ま
ず
平
成
２５
年
４
月
に
日
米
両
政

府
よ
り
「
沖
縄
に
お
け
る
在
日
米

軍
施
設
・
区
域
に
関
す
る
統
合
計

画
」
が
公
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
、

牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫
群
の
一
部

及
び
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス
ク
ー
ル

バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設
を
、
嘉

手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地
区
へ

移
設
す
る
計
画
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２６
年
９
月
に
は
沖
縄
防
衛

局
よ
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
移
設

概
要
説
明
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
市

で
は
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
情
報

収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
１０
月
か

ら
１１
月
に
か
け
て
、
市
と
沖
縄
防

衛
局
に
よ
る
市
北
部
地
域
の
各
自

治
会
へ
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

地
域
か
ら
は
様
々
な
不
安
や
疑
問

が
示
さ
れ
、
ま
た
基
地
か
ら
派
生

す
る
問
題
、
長
年
の
課
題
等
に
つ

い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２７
年
９
月
の
議
会
で
は
、

私
の
移
設
計
画
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
沖
縄
県
の
振

興
発
展
及
び
基
地
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
統
合
計
画
の
必
要
性
は
理

解
で
き
る
も
の
の
、
受
け
入
れ
側

に
は
様
々
な
課
題
が
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
国
等
が
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
動
向

を
注
視
し
て
い
く
こ
と
を
お
示
し

し
ま
し
た
。

 

平
成
27
年
１０
月
に
は
、
防
衛
副

大
臣
及
び
沖
縄
防
衛
局
長
も
相
次

い
で
来
庁
し
、
沖
縄
の
基
地
負
担

軽
減
の
観
点
か
ら
、
改
め
て
移
設

受
け
入
れ
に
対
す
る
市
の
理
解
と

協
力
を
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

市
か
ら
は
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

課
題
解
決
や
市
の
振
興
発
展
に
関

す
る
国
の
支
援
に
つ
い
て
防
衛
大

臣
宛
に
要
請
文
書
を
手
交
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
今
後
の
多
岐
に
わ

た
る
課
題
解
決
の
た
め
に
、
国
と

市
で
協
議
の
場
を
持
つ
こ
と
も
確

認
し
ま
し
た
。

 

本
年
４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て

二
回
目
の
地
域
説
明
会
が
行
わ
れ
、

前
回
の
地
域
か
ら
提
起
さ
れ
た
課

題
の
進
捗
や
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い

て
、
市
と
沖
縄
防
衛
局
に
よ
る
地

域
説
明
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

説
明
会
で
は
、
沖
縄
防
衛
局
よ

り
交
通
渋
滞
が
懸
念
さ
れ
る
第
３

ゲ
ー
ト
の
交
通
量
調
査
の
結
果
や

河
川
氾
濫
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

諸
問
題
等
へ
の
対
応
策
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

 

し
か
し
、
い
ず
れ
も
地
域
か
ら

十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
進
捗
の
遅
さ
や
対
応
策

の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
移

設
そ
の
も
の
に
対
す
る
様
々
な
意

見
も
出
る
中
、
一
方
で
は
、
移
設

に
関
し
て
は
理
解
す
る
も
の
の
地

域
振
興
に
対
す
る
切
な
る
訴
え
や

生
活
に
密
着
し
た
諸
問
題
へ
の
迅

速
な
解
決
に
つ
い
て
の
要
望
等
、

多
岐
に
わ
た
る
意
見
が
出
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

本
年
８
月
に
は
県
知
事
と
会
談

し
、
市
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
地
域

説
明
会
の
開
催
状
況
や
地
域
課
題

に
つ
い
て
現
状
を
ご
報
告
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
解
決
に
は
国
の
み

な
ら
ず
県
の
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
要
請
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
移
設
に
対
す
る
知
事
の
お
考
え

と
し
て
、
沖
縄
の
振
興
発
展
や
基

地
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
嘉
手
納

よ
り
南
の
米
軍
施
設
・
区
域
の
返

還
は
確
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
、
一
方
で
移
設
を
受
け
入
れ

る
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十
分
な

支
援
と
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と

等
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

こ
の
度
（
平
成
28
年
8
月
 9

日
）、
防
衛
本
省
、
沖
縄
防
衛
局
、

沖
縄
市
に
よ
る
第
１
回
協
議
会
が

東
京
で
開
催
さ
れ
、
協
議
内
容
と

し
て
河
川
氾
濫
や
交
通
渋
滞
、
環

境
問
題
そ
の
他
基
地
か
ら
派
生
す

る
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
ほ
か
、

市
の
振
興
に
資
す
る
 
万
人
規
模

の
ア
リ
ー
ナ
建
設
や
池
武
当
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
に
つ
い
て
協
議
し

て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

 

そ
の
後
、
防
衛
副
大
臣
よ
り
協

議
会
の
協
議
事
項
を
踏
ま
え
会
談

の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
国
と
し
て

市
の
要
請
に
対
し
て
、
し
っ
か
り

と
支
援
し
て
い
く
事
と
、
今
後
の

個
別
事
案
に
つ
き
ま
し
て
も
協
議

会
の
場
を
も
っ
て
進
捗
管
理
を
行

い
、
市
の
課
題
解
決
に
向
け
ご
尽

力
頂
け
る
こ
と
を
確
認
い
た
し
ま

し
た
。 

 

特
に
長
年
の
地
域
課
題
で
あ
り

ま
し
た
比
謝
川
水
系
の
河
川
氾
濫

対
策
で
は
、
本
市
の
知
花
地
区
の

住
宅
地
域
に
お
け
る
床
上
浸
水
や

農
業
用
地
の
冠
水
等
の
被
害
に
対

す
る
緊
急
対
応
策
と
し
て
、
福
地

橋
か
ら
約
１
㎞
の
区
間
の
暫
定
掘

削
工
事
が
年
度
内
に
完
了
す
る
予

定
で
す
。

 

さ
ら
に
比
謝
川
水
系
の
下
流
域

を
整
備
す
る
上
で
課
題
と
な
っ
て

い
た
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
内
の
河

川
改
修
工
事
の
た
め
の
共
同
使
用

に
つ
い
て
、
年
度
内
に
日
米
合
同

委
員
会
へ
諮
る
べ
く
着
々
と
準
備

が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
防
衛

省
や
県
か
ら
報
告
を
受
け
て
お
り

ま
す
。

 

そ
れ
か
ら
移
設
に
伴
う
約

 ,
0
0
0
名
の
従
業
員
車
両
や

ス
ク
ー
ル
バ
ス
約
80
台
、
大
型
搬

入
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
行
に
よ
る
同

地
域
の
交
通
量
へ
の
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
北
部
地
域

を
中
心
と
し
た
複
数
箇
所
の
交
通

量
調
査
等
を
沖
縄
防
衛
局
が
今

年
度
内
に
実
施
す
る
と
の
報
告
を

受
け
て
お
り
ま
す
。

 

こ
の
他
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

地
域
課
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国

と
市
に
よ
る
協
議
会
を
通
し
て
、

進
捗
管
理
や
今
後
の
課
題
解
決
に

必
要
な
協
議
が
継
続
し
て
行
わ
れ

ま
す
。

 

市
の
振
興
に
関
し
ま
し
て
は
、

地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
と
な
る

 
万
人
規
模
の
多
目
的
ア
リ
ー
ナ

事
業
に
つ
い
て
、
防
衛
省
か
ら
平

成
29
年
度
の
概
算
要
求
な
ど
建
設

に
向
け
最
大
限
の
協
力
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
確
約
頂
き
ま
し
た
。

 

ま
た
池
武
当
交
差
点
の
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
設
置
に
つ
い
て
国
と
米

軍
を
含
め
た
調
整
が
行
わ
れ
、
そ

の
他
、
市
の
振
興
に
関
す
る
要
請

事
項
に
つ
き
ま
し
て
も
引
き
続
き

協
議
さ
れ
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

私
は
、
牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫

群
の
一
部
や
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス

ク
ー
ル
バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設

を
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地

 

 
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の

　
　
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い
て
』
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市
民
の
皆
様
に
嘉
手
納
弾
薬
庫

地
区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

 

こ
の
移
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、

ま
ず
平
成
２５
年
４
月
に
日
米
両
政

府
よ
り
「
沖
縄
に
お
け
る
在
日
米

軍
施
設
・
区
域
に
関
す
る
統
合
計

画
」
が
公
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
、

牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫
群
の
一
部

及
び
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス
ク
ー
ル

バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設
を
、
嘉

手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地
区
へ

移
設
す
る
計
画
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２６
年
９
月
に
は
沖
縄
防
衛

局
よ
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
移
設

概
要
説
明
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
市

で
は
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
情
報

収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
１０
月
か

ら
１１
月
に
か
け
て
、
市
と
沖
縄
防

衛
局
に
よ
る
市
北
部
地
域
の
各
自

治
会
へ
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

地
域
か
ら
は
様
々
な
不
安
や
疑
問

が
示
さ
れ
、
ま
た
基
地
か
ら
派
生

す
る
問
題
、
長
年
の
課
題
等
に
つ

い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２７
年
９
月
の
議
会
で
は
、

私
の
移
設
計
画
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
沖
縄
県
の
振

興
発
展
及
び
基
地
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
統
合
計
画
の
必
要
性
は
理

解
で
き
る
も
の
の
、
受
け
入
れ
側

に
は
様
々
な
課
題
が
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
国
等
が
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
動
向

を
注
視
し
て
い
く
こ
と
を
お
示
し

し
ま
し
た
。

 

平
成
27
年
１０
月
に
は
、
防
衛
副

大
臣
及
び
沖
縄
防
衛
局
長
も
相
次

い
で
来
庁
し
、
沖
縄
の
基
地
負
担

軽
減
の
観
点
か
ら
、
改
め
て
移
設

受
け
入
れ
に
対
す
る
市
の
理
解
と

協
力
を
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

市
か
ら
は
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

課
題
解
決
や
市
の
振
興
発
展
に
関

す
る
国
の
支
援
に
つ
い
て
防
衛
大

臣
宛
に
要
請
文
書
を
手
交
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
今
後
の
多
岐
に
わ

た
る
課
題
解
決
の
た
め
に
、
国
と

市
で
協
議
の
場
を
持
つ
こ
と
も
確

認
し
ま
し
た
。

 

本
年
４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て

二
回
目
の
地
域
説
明
会
が
行
わ
れ
、

前
回
の
地
域
か
ら
提
起
さ
れ
た
課

題
の
進
捗
や
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い

て
、
市
と
沖
縄
防
衛
局
に
よ
る
地

域
説
明
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

説
明
会
で
は
、
沖
縄
防
衛
局
よ

り
交
通
渋
滞
が
懸
念
さ
れ
る
第
３

ゲ
ー
ト
の
交
通
量
調
査
の
結
果
や

河
川
氾
濫
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

諸
問
題
等
へ
の
対
応
策
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

 

し
か
し
、
い
ず
れ
も
地
域
か
ら

十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
進
捗
の
遅
さ
や
対
応
策

の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
移

設
そ
の
も
の
に
対
す
る
様
々
な
意

見
も
出
る
中
、
一
方
で
は
、
移
設

に
関
し
て
は
理
解
す
る
も
の
の
地

域
振
興
に
対
す
る
切
な
る
訴
え
や

生
活
に
密
着
し
た
諸
問
題
へ
の
迅

速
な
解
決
に
つ
い
て
の
要
望
等
、

多
岐
に
わ
た
る
意
見
が
出
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

本
年
８
月
に
は
県
知
事
と
会
談

し
、
市
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
地
域

説
明
会
の
開
催
状
況
や
地
域
課
題

に
つ
い
て
現
状
を
ご
報
告
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
解
決
に
は
国
の
み

な
ら
ず
県
の
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
要
請
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
移
設
に
対
す
る
知
事
の
お
考
え

と
し
て
、
沖
縄
の
振
興
発
展
や
基

地
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
嘉
手
納

よ
り
南
の
米
軍
施
設
・
区
域
の
返

還
は
確
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
、
一
方
で
移
設
を
受
け
入
れ

る
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十
分
な

支
援
と
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と

等
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

こ
の
度
（
平
成
28
年
8
月
 9

日
）、
防
衛
本
省
、
沖
縄
防
衛
局
、

沖
縄
市
に
よ
る
第
１
回
協
議
会
が

東
京
で
開
催
さ
れ
、
協
議
内
容
と

し
て
河
川
氾
濫
や
交
通
渋
滞
、
環

境
問
題
そ
の
他
基
地
か
ら
派
生
す

る
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
ほ
か
、

市
の
振
興
に
資
す
る
 
万
人
規
模

の
ア
リ
ー
ナ
建
設
や
池
武
当
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
に
つ
い
て
協
議
し

て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

 

そ
の
後
、
防
衛
副
大
臣
よ
り
協

議
会
の
協
議
事
項
を
踏
ま
え
会
談

の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
国
と
し
て

市
の
要
請
に
対
し
て
、
し
っ
か
り

と
支
援
し
て
い
く
事
と
、
今
後
の

個
別
事
案
に
つ
き
ま
し
て
も
協
議

会
の
場
を
も
っ
て
進
捗
管
理
を
行

い
、
市
の
課
題
解
決
に
向
け
ご
尽

力
頂
け
る
こ
と
を
確
認
い
た
し
ま

し
た
。 

 

特
に
長
年
の
地
域
課
題
で
あ
り

ま
し
た
比
謝
川
水
系
の
河
川
氾
濫

対
策
で
は
、
本
市
の
知
花
地
区
の

住
宅
地
域
に
お
け
る
床
上
浸
水
や

農
業
用
地
の
冠
水
等
の
被
害
に
対

す
る
緊
急
対
応
策
と
し
て
、
福
地

橋
か
ら
約
１
㎞
の
区
間
の
暫
定
掘

削
工
事
が
年
度
内
に
完
了
す
る
予

定
で
す
。

 

さ
ら
に
比
謝
川
水
系
の
下
流
域

を
整
備
す
る
上
で
課
題
と
な
っ
て

い
た
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
内
の
河

川
改
修
工
事
の
た
め
の
共
同
使
用

に
つ
い
て
、
年
度
内
に
日
米
合
同

委
員
会
へ
諮
る
べ
く
着
々
と
準
備

が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
防
衛

省
や
県
か
ら
報
告
を
受
け
て
お
り

ま
す
。

 

そ
れ
か
ら
移
設
に
伴
う
約

 ,
0
0
0
名
の
従
業
員
車
両
や

ス
ク
ー
ル
バ
ス
約
80
台
、
大
型
搬

入
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
行
に
よ
る
同

地
域
の
交
通
量
へ
の
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
北
部
地
域

を
中
心
と
し
た
複
数
箇
所
の
交
通

量
調
査
等
を
沖
縄
防
衛
局
が
今

年
度
内
に
実
施
す
る
と
の
報
告
を

受
け
て
お
り
ま
す
。

 

こ
の
他
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

地
域
課
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国

と
市
に
よ
る
協
議
会
を
通
し
て
、

進
捗
管
理
や
今
後
の
課
題
解
決
に

必
要
な
協
議
が
継
続
し
て
行
わ
れ

ま
す
。

 

市
の
振
興
に
関
し
ま
し
て
は
、

地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
と
な
る

 
万
人
規
模
の
多
目
的
ア
リ
ー
ナ

事
業
に
つ
い
て
、
防
衛
省
か
ら
平

成
29
年
度
の
概
算
要
求
な
ど
建
設

に
向
け
最
大
限
の
協
力
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
確
約
頂
き
ま
し
た
。

 

ま
た
池
武
当
交
差
点
の
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
設
置
に
つ
い
て
国
と
米

軍
を
含
め
た
調
整
が
行
わ
れ
、
そ

の
他
、
市
の
振
興
に
関
す
る
要
請

事
項
に
つ
き
ま
し
て
も
引
き
続
き

協
議
さ
れ
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

私
は
、
牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫

群
の
一
部
や
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス

ク
ー
ル
バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設

を
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地
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市
民
の
皆
様
に
嘉
手
納
弾
薬
庫

地
区
の
知
花
地
区
へ
の
移
設
に
つ
い

て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

 

こ
の
移
設
に
つ
き
ま
し
て
は
、

ま
ず
平
成
２５
年
４
月
に
日
米
両
政

府
よ
り
「
沖
縄
に
お
け
る
在
日
米

軍
施
設
・
区
域
に
関
す
る
統
合
計

画
」
が
公
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
、

牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫
群
の
一
部

及
び
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス
ク
ー
ル

バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設
を
、
嘉

手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地
区
へ

移
設
す
る
計
画
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２６
年
９
月
に
は
沖
縄
防
衛

局
よ
り
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
移
設

概
要
説
明
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
市

で
は
計
画
の
詳
細
に
つ
い
て
情
報

収
集
を
行
う
と
と
も
に
、
１０
月
か

ら
１１
月
に
か
け
て
、
市
と
沖
縄
防

衛
局
に
よ
る
市
北
部
地
域
の
各
自

治
会
へ
説
明
会
を
行
い
ま
し
た
。

地
域
か
ら
は
様
々
な
不
安
や
疑
問

が
示
さ
れ
、
ま
た
基
地
か
ら
派
生

す
る
問
題
、
長
年
の
課
題
等
に
つ

い
て
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。

 

平
成
２７
年
９
月
の
議
会
で
は
、

私
の
移
設
計
画
に
対
す
る
基
本
的

な
考
え
方
と
し
て
、
沖
縄
県
の
振

興
発
展
及
び
基
地
負
担
軽
減
の
観

点
か
ら
統
合
計
画
の
必
要
性
は
理

解
で
き
る
も
の
の
、
受
け
入
れ
側

に
は
様
々
な
課
題
が
あ
り
、
そ
れ

に
対
し
て
国
等
が
ど
の
よ
う
に
対

処
し
て
い
く
の
か
、
今
後
の
動
向

を
注
視
し
て
い
く
こ
と
を
お
示
し

し
ま
し
た
。

 

平
成
27
年
１０
月
に
は
、
防
衛
副

大
臣
及
び
沖
縄
防
衛
局
長
も
相
次

い
で
来
庁
し
、
沖
縄
の
基
地
負
担

軽
減
の
観
点
か
ら
、
改
め
て
移
設

受
け
入
れ
に
対
す
る
市
の
理
解
と

協
力
を
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

市
か
ら
は
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

課
題
解
決
や
市
の
振
興
発
展
に
関

す
る
国
の
支
援
に
つ
い
て
防
衛
大

臣
宛
に
要
請
文
書
を
手
交
し
て
お

り
ま
す
。
ま
た
今
後
の
多
岐
に
わ

た
る
課
題
解
決
の
た
め
に
、
国
と

市
で
協
議
の
場
を
持
つ
こ
と
も
確

認
し
ま
し
た
。

 

本
年
４
月
か
ら
５
月
に
か
け
て

二
回
目
の
地
域
説
明
会
が
行
わ
れ
、

前
回
の
地
域
か
ら
提
起
さ
れ
た
課

題
の
進
捗
や
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い

て
、
市
と
沖
縄
防
衛
局
に
よ
る
地

域
説
明
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

 

説
明
会
で
は
、
沖
縄
防
衛
局
よ

り
交
通
渋
滞
が
懸
念
さ
れ
る
第
３

ゲ
ー
ト
の
交
通
量
調
査
の
結
果
や

河
川
氾
濫
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

諸
問
題
等
へ
の
対
応
策
が
示
さ
れ

ま
し
た
。

 

し
か
し
、
い
ず
れ
も
地
域
か
ら

十
分
な
理
解
を
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
く
、
進
捗
の
遅
さ
や
対
応
策

の
甘
さ
が
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
移

設
そ
の
も
の
に
対
す
る
様
々
な
意

見
も
出
る
中
、
一
方
で
は
、
移
設

に
関
し
て
は
理
解
す
る
も
の
の
地

域
振
興
に
対
す
る
切
な
る
訴
え
や

生
活
に
密
着
し
た
諸
問
題
へ
の
迅

速
な
解
決
に
つ
い
て
の
要
望
等
、

多
岐
に
わ
た
る
意
見
が
出
さ
れ
た

と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

本
年
８
月
に
は
県
知
事
と
会
談

し
、
市
か
ら
は
こ
れ
ま
で
の
地
域

説
明
会
の
開
催
状
況
や
地
域
課
題

に
つ
い
て
現
状
を
ご
報
告
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
解
決
に
は
国
の
み

な
ら
ず
県
の
支
援
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
要
請
い
た
し
ま
し
た
。
ま

た
移
設
に
対
す
る
知
事
の
お
考
え

と
し
て
、
沖
縄
の
振
興
発
展
や
基

地
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
嘉
手
納

よ
り
南
の
米
軍
施
設
・
区
域
の
返

還
は
確
実
に
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
、
一
方
で
移
設
を
受
け
入
れ

る
地
元
に
対
す
る
政
府
の
十
分
な

支
援
と
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と

等
を
伺
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 

こ
の
度
（
平
成
28
年
8
月
 9

日
）、
防
衛
本
省
、
沖
縄
防
衛
局
、

沖
縄
市
に
よ
る
第
１
回
協
議
会
が

東
京
で
開
催
さ
れ
、
協
議
内
容
と

し
て
河
川
氾
濫
や
交
通
渋
滞
、
環

境
問
題
そ
の
他
基
地
か
ら
派
生
す

る
諸
問
題
へ
の
取
り
組
み
の
ほ
か
、

市
の
振
興
に
資
す
る
 
万
人
規
模

の
ア
リ
ー
ナ
建
設
や
池
武
当
イ
ン

タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
等
に
つ
い
て
協
議
し

て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

 

そ
の
後
、
防
衛
副
大
臣
よ
り
協

議
会
の
協
議
事
項
を
踏
ま
え
会
談

の
申
し
入
れ
が
あ
り
、
国
と
し
て

市
の
要
請
に
対
し
て
、
し
っ
か
り

と
支
援
し
て
い
く
事
と
、
今
後
の

個
別
事
案
に
つ
き
ま
し
て
も
協
議

会
の
場
を
も
っ
て
進
捗
管
理
を
行

い
、
市
の
課
題
解
決
に
向
け
ご
尽

力
頂
け
る
こ
と
を
確
認
い
た
し
ま

し
た
。 

 

特
に
長
年
の
地
域
課
題
で
あ
り

ま
し
た
比
謝
川
水
系
の
河
川
氾
濫

対
策
で
は
、
本
市
の
知
花
地
区
の

住
宅
地
域
に
お
け
る
床
上
浸
水
や

農
業
用
地
の
冠
水
等
の
被
害
に
対

す
る
緊
急
対
応
策
と
し
て
、
福
地

橋
か
ら
約
１
㎞
の
区
間
の
暫
定
掘

削
工
事
が
年
度
内
に
完
了
す
る
予

定
で
す
。

 

さ
ら
に
比
謝
川
水
系
の
下
流
域

を
整
備
す
る
上
で
課
題
と
な
っ
て

い
た
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
内
の
河

川
改
修
工
事
の
た
め
の
共
同
使
用

に
つ
い
て
、
年
度
内
に
日
米
合
同

委
員
会
へ
諮
る
べ
く
着
々
と
準
備

が
整
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
防
衛

省
や
県
か
ら
報
告
を
受
け
て
お
り

ま
す
。

 

そ
れ
か
ら
移
設
に
伴
う
約

 ,
0
0
0
名
の
従
業
員
車
両
や

ス
ク
ー
ル
バ
ス
約
80
台
、
大
型
搬

入
ト
レ
ー
ラ
ー
の
運
行
に
よ
る
同

地
域
の
交
通
量
へ
の
影
響
が
懸
念

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
市
北
部
地
域

を
中
心
と
し
た
複
数
箇
所
の
交
通

量
調
査
等
を
沖
縄
防
衛
局
が
今

年
度
内
に
実
施
す
る
と
の
報
告
を

受
け
て
お
り
ま
す
。

 

こ
の
他
、
基
地
か
ら
派
生
す
る

地
域
課
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国

と
市
に
よ
る
協
議
会
を
通
し
て
、

進
捗
管
理
や
今
後
の
課
題
解
決
に

必
要
な
協
議
が
継
続
し
て
行
わ
れ

ま
す
。

 

市
の
振
興
に
関
し
ま
し
て
は
、

地
域
活
性
化
の
起
爆
剤
と
な
る

 
万
人
規
模
の
多
目
的
ア
リ
ー
ナ

事
業
に
つ
い
て
、
防
衛
省
か
ら
平

成
29
年
度
の
概
算
要
求
な
ど
建
設

に
向
け
最
大
限
の
協
力
が
行
わ
れ

る
こ
と
を
確
約
頂
き
ま
し
た
。

 

ま
た
池
武
当
交
差
点
の
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
の
設
置
に
つ
い
て
国
と
米

軍
を
含
め
た
調
整
が
行
わ
れ
、
そ

の
他
、
市
の
振
興
に
関
す
る
要
請

事
項
に
つ
き
ま
し
て
も
引
き
続
き

協
議
さ
れ
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

 

私
は
、
牧
港
補
給
地
区
の
倉
庫

群
の
一
部
や
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶
覧
の
ス

ク
ー
ル
バ
ス
サ
ー
ビ
ス
関
連
施
設

を
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
の
知
花
地
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広報おきな平成28年10月1日掲載

　

資料を掲載しております。
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嘉手納弾薬庫知花地区への移設について
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嘉手納弾薬庫知花地区への移設について
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移設における地域課題につきましては、現在、殆どの項目に着手しておりますが、今後とも協議会等を活用し
課題解決に向け取り組んでまいりたいと考えております。また、これまでの地域課題にどのような問題があった
のか、参考資料として巻末（187 頁）に掲載しておりますので併せてご覧ください。
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（2）　沖縄アリーナについて
「嘉手納弾薬庫地区（知花地区）への移設に関する協議会」「振興・発展に寄与する施策に
関する作業部会」において、沖縄アリーナの整備について協議を進めているところである。
沖縄アリーナについては、平成 29 年 2 月から実施設計を行い、平成 30 年 8 月に本体工事の
建設に着手しているところである。

バスケット

コンサート
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（3）　移設受け入れまでの主な経緯について
【嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設受け入れまでの主な経緯】
平成25年度

H25.	 4 「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」の公表

平成26年度

H26.	 2.	12 基地対策協議会開催

H26.	 9.	12 沖縄防衛局よりMPの概要説明

H26.	10.	 8 池原自治会説明会（運営委員会）

H26.	10.	 8 知花自治会説明会（審議会）

H26.	10.	 9 松本自治会説明会（評議会）

H26.	10.	 9 登川自治会説明会（評議会）

H26.	10.	10 キャンプキンザ―視察

H26.	11.	14 松本自治会説明会（評議員＋地権者）

H26.	11.	18 登川自治会説明会（評議員＋地権者）

H26.	11.	19 池原自治会説明会（審議会）

H26.	11.	20 知花自治会説明会（区民）

H26.	11.	25 池原自治会説明会（区民）

平成27年度

H27.	 8.	18 基地対策協議会開催　※市長出席　委嘱状交付とあいさつ

H27.	10.	 9 沖縄防衛局長の受入れ要請

H27.	10.	30 防衛副大臣の受入れ要請

H27.	11.	30 基地対策協議会開催　※市長出席あいさつ
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平成28年度

H28.	 5.	10 池原自治会説明会�
（区民）
�

�

H28.	 5.	12 登川自治会説明会�
（評議員＋地権者）

�

H28.	 5.	13 松本自治会説明会
（評議員＋地権者）

�

H28.	 5.	17 知花自治会説明会
（区民）

�

H28.	 8.	 8 沖縄県知事との会談

H28.	 8.	19 �嘉手納弾薬庫地区（知花地区）への移設に関する協議会の設置� �
※第 1回協議会の開催

H28.	 8.	19 防衛副大臣との会談（受入表明）

H28.	 9.	12 基地対策協議会開催　※市長出席あいさつ

H28.	10 広報「おきなわ 10 月号」に受入について掲載

H28.	11.	22 作業部会の設置（基地から派生する諸問題、振興・発展に寄与する施策）

H28.	12.	 6 作業部会①（基地から派生する諸問題）の開催

H29.	 1.	27 作業部会（振興・発展に寄与する施策）の開催
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平成28年度

H29.	 1.	31 第 2回協議会の開催

H29.	 2.	 9 基地対策協議会開催　
※市長出席あいさつ

�

平成29年度

H29.	 4.	28 作業部会（振興・発展に寄与する施策）の開催

H29.	 5.	18 作業部会（振興・発展に寄与する施策）の開催

H29.	 6.	 7 作業部会①（基地から派生する諸問題）の開催

H29.	 8.	 3 基地対策協議会開催　※市長出席　委嘱状交付あいさつ

H29.	 8.	24 作業部会（振興・発展に寄与する施策）の開催

H29.	 8.	25 作業部会②（基地から派生する諸問題）の開催

H29.	 8.	31 第 3回協議会の開催

H29.	11.	15 基地対策協議会開催　※市長・副市長�出席　終了まで同席

H29.	11.	21 作業部会（振興・発展に寄与する施策）の開催

H29.	12.	 4 作業部会③（基地から派生する諸問題）の開催

H30.	 2.	 2 作業部会④（基地から派生する諸問題）の開催

H30.	 2.	 9 第 4回�
協議会の開催

�

H30.	 3.	26 作業部会（振興・発展に寄与する施策）の開催

平成30年度

H30.	 9.	14 作業部会①（基地から派生する諸問題）の開催
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第 3項　基地返還跡地の環境汚染
平成 25 年 6 月 13 日、沖縄市サッカー場において、人工芝敷設工事に伴う排水管工
事を行っていたところ、地中より潰れたドラム缶十数本が発掘されました。

ドラム缶に表記されていた化学薬品
メーカー名が、ベトナムで使用されて
いた米軍の枯葉剤製造メーカーと同じ
ものであったことから、報道各社に大
きく取りあげられました。

発見されたドラム缶（DOW と表記）

発掘された一部のドラム缶に米化
学薬品メーカーである「ダウ・ケ
ミカル・カンパニー」の文字が確
認できます。
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1 基地返還跡地であった沖縄市サッカー場
沖縄市サッカー場（1�5ha）は、当該地を含む約 22ha が昭和 62 年に嘉手納飛行場か
ら返還され、その後、平成 8年 10 月からサッカー場敷地整備（コザ運動公園施設整備
事業）が始まり、平成 11 年 3 月より都市公園法に基づく共用が開始されております。

また、ドラム缶発見後の聞き取り調査においては、返還前のサッカー場用地周辺の
状況について、地元関係者から下記の情報提供がありました。

沖縄市サッカー場

沖縄防衛局公表の旧嘉手納飛行場（25）土壌等確認調査（その 2）より抜粋
・	東京オリンピックが開催されていた昭和 39 年（1964 年）頃に、現在のサッカー場付近で 6
～ 7 人の米軍人が、午前 10 時頃から夕方まで作業をしていたのを目撃した。

・	米軍用トラックの荷台に満載したドラム缶（本数は不明）を、谷間又は大きな窪地に転がした後、
軍用ブルドーザーで土をかぶせる作業をしていた。

・	斜面には、ドラム缶が転がりやすいようにするためかベニヤ板を敷いていた。
※	この情報は市民 2 名の方からの情報提供である。
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2 第１次調査 広報おきなわ平成 25年 9月号掲載
沖縄市サッカー場土壌等調査報告について
　去る6月13日に沖縄市サッカー場の
整備工事の最中に、地中から米国の
企業名が記されたドラム缶が見つか
り、市民の皆さんをはじめ、多くの
方々に大変なご心配をおかけし、申
し訳なく思っています。
　当該用地は、駐留軍用地の跡地で
あることや遺棄物が米軍使用の蓋然
性（がいぜんせい）が高いことか
ら、そもそもの原因は米軍基地当時
に起因するものと認識しており、そ
の旨、国にも伝え対応を求めてまい
りました。
　そのような経緯の中、去る7月2日
には、沖縄防衛局の調査とは別に、
サッカー場におけるドラム缶の付着
物及び周辺土壌について、土壌汚染
対策法に基づく調査とダイオキシン
類、ポリ塩化ビフェニル（PCB）の
調査分析のためのサンプルを採取
し、昨日、委託先であります南西環
境研究所より、報告を受けました。
また、その調査分析の結果につい
て、愛媛大学農学部より専門家とし
ての評価を頂いたところです。
　報告の内容につきまして、ご説明
したいと思います。
　なお、サッカー場周辺における水
質調査につきましては、7月25日に沖
縄県の方から、環境基準値以下との
調査報告が公表されております。
　今回の調査報告につきまして、特
に重要視されますことは、ドラム缶
の付着物（水溶液を含む）からダイ
オキシン類が検出され、中には環境
基準値を参考にすると8.4倍を示す値
が出ていることです。
　 な か で も 、 有 害 と さ れ る
「2,3,7,8-TeCDD」というダイオキシ
ン類が検出され、しかも、「2,4,5-
T」を含む枯葉剤及びその他の除草
剤から由来した複合汚染であるとの
説明に驚くと共に、極めて深刻に受
け止めているところです。また、ド
ラム缶からPCB廃棄物特措法（とく
そほう）に関する基準値を超える
PCBも検出されたとのことから、こ
との重大さを認識するとともに、市
民への被害が及ばないことを第一

に、問題の解決に全力を尽くすこと
が最も大切だと考えます。
　今後、この報告を踏まえ、市民の
安心、安全を確保し、納得のいく対
応を迅速に図る必要があり、まず、 
当該事案に関する沖縄市の基本的
な方針を示すとともに、具体的な
対応策を確実に実施していくこと 
が、行政の責務であると認識してお
ります。
　私は、冒頭申し上げましたよう
に、今回の問題は、返還軍用地にか
かる基地問題として、基本的には国
の責任は重大であり、その解決に国
には、誠意を持って迅速に対応して
頂くことを強く求めてまいります。
　具体的な対応策につきましては、
これから国と詰めてまいりますが、
まず、１点目は、サッカー場を含む
周辺全エリアの遺棄物及び土壌等の
調査を行うこと。
　２点目は、遺棄物の撤去や汚染土
壌の除去等による原状回復を図る 
こと。
　３点目は、当該事案における工事
等に関する損失補償を行うこと。
　４点目は、調査分析結果を公表
し、市民の納得のいく説明を行う 
こと。
　５点目は、サッカー場の整備・確
保について、方策を示すことです。
　また、当該用地の返還前の履歴や
ドラム缶の遺棄された経緯等につき
ましては、国の責任において、明ら
かにしていただくことを求めてまい
ります。
　それから、今回の報告におきまし
て、なお詳細な調査分析が必要との
こともあり、今後、国や県と連携
し、追加調査等も進めて行くことを
検討していかなければならないと考
えます。
北谷町へ搬出された土壌につきまし
ては、北谷町長をはじめ町民の皆さ
まには多大なご心配をおかけしまし
たが、調査項目の全てにおいて基準
値を大きく下回っているという結果
をいただいており、そのことも加え
てご報告させていただきます。

　ご承知のように、沖縄市サッカー
場は、子供たちがサッカーを通し
て、競技を競い、友情を深め、成
長を育む大切な場所であり、また、
「スポーツコンベンションシティ」
を進める本市において、市民がサッ
カ ー を 楽 し み 、 ま ち づ く り に 活
かしていく大変貴重な場所でもあ 
ります。
　今回、沖縄振興特別交付金を活用
し、これまで以上に素晴らしい施設
として生まれ変わることを多くの市
民の皆さんが期待していた矢先に、
このようなことが起きましたこと
は、誠に遺憾であり、残念でなりま
せん。
　ただ、昨日の報告の中で、これま
でサッカー場を利用して頂いた子供
たちや多くの方々への健康面への影
響はない、との専門家からのご説明
を受け、ひとまず安心をしていると
ころです。
　市民の皆さまの安心・安全を図る
ため、迅速な問題解決に全力で取り
組んでまいりますので、ご理解を賜
りますようお願いを申し上げ、私か
らのご報告とさせていただきます。

平成25年7月31日
沖縄市長　東門 美津子

多くの報道陣を前に会見を行う
東門市長
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3 第２次調査 広報おきなわ平成 26年 8月号掲載
沖縄市サッカー場遺棄物等調査報告
　沖縄市サッカー場で発見された
ドラム缶（61個）の付着物と底面土
壌等の調査について7月7日に記者会
見を行い、その結果を公表致しまし
た。調査において、地中の深いとこ
ろから新たな物質が検出されまし
たが、周辺の表層土壌は法令で定め
る基準値以下であることなどから、 
現段階で地上への影響は考えにくく、
直ちに健康被害に結び付くものではな
いと認識しております。市は、今後と
も国の責任において汚染範囲の特定
と原状回復を強く求めてまいります。
沖縄市サッカー場遺棄物等調査報告に
ついて（要旨）
　昨年6月13日に市サッカー場から米
国企業名が表記されたドラム缶が発
見され早や1年が経過しております。
その間、市民の皆様やサッカー関係
者の皆様、ならびに多くの方々に多
大なご心配とご不便をおかけしてお
ります。
　また、将来を夢見る本市のサッカー
少年少女たちのことを考えますと、一
日でも早く安全で安心な環境のもと、
思いっきり試合や練習をさせてあげ
たいという強い想いに駆られます。
　また、サッカー場周辺の地域の皆
様や学校関係者の皆様、それから市
サッカー場に隣接する嘉手納基地内
の小中学校の関係者の皆様におかれ
ましては、これまでの調査により検
出された有害物質等の報告に、大変
なご心配をされていることと思い 
ます。
　市としましては、今後とも国の責任
において、当該地における汚染状況の
範囲を特定し、除染・除去をはじめと
する原状回復に努めて頂くとともに、

これから発生する課題等につきまして
も、国や沖縄県の支援も頂きながら、
適切に対処してまいりたいと考えてお
ります。また、在沖米軍に対しまして
も当該地の使用履歴やその他、更なる
情報提供を求めてまいります。

【これまでの経緯】
　平成25年6月13日に沖縄市サッカー
場の整備中に米国企業名が表記され
たドラム缶が発見され、翌月の7月
2日には市並びに沖縄防衛局におい
て、ドラム缶の付着物及び周辺土壌
等の調査が行われました。
　その結果、7月24日に沖縄防衛局か
ら「ダイオキシン類を検出した」と
の分析結果が報告され、7月31日には
市より「いくつかの有害物質を起因
とした複合汚染が考えられる」とい
う調査報告がなされ、市から沖縄防
衛局に対し市サッカー場全域の調査
を求めております。
　その後、沖縄防衛局、沖縄県、沖
縄市の三者が緊密に連携を図りなが
ら協議が行われ、平成25年10月29日
から平成26年1月25日にかけて沖縄防
衛局により市サッカー場の全域にお
いて、地表から2メートルまでの深度
を対象に水平磁気探査を実施し58点
の磁気異常点を確認しました。
　また、並行して平成25年11月7日か
ら11月14日にかけて沖縄防衛局、沖
縄市の双方で表層土壌調査も行われ
ました。
　それから平成26年1月28日から2月4
日にかけて、沖縄防衛局においてこ
れまで確認された磁気異常点のうち
2地点から、前回掘り起こす事ができ
なかった4個を含むドラム缶61個を発
掘しました。

【今回の報告内容】
　今回の主な報告内容は、市サッ
カー場より新たに発掘されたドラム
缶61個の付着物、ドラム缶底面土壌
及びたまり水、表層土壌についての
分析結果が、平成26年6月30日に市の
委託先であります株式会社 南西環境
研究所より報告されました。
　その内容で主なものを報告させて
頂きますと、まず１点目に今回の調

査では農薬類の項目を増やして分析
した結果、これまで検出された物質
以外に「2,4-D」「2,4-DCP」「2,4,5-
TCP」「PCP」「カコジル酸及びカ
コジル酸ナトリウム」が新たに検出
されたこと。
　２点目に発掘されたドラム缶は埋
設時期が数10年以前と考えられ、拡
散・分散等により影響は小さくなっ
ていると予想されるものの、難分解
性の物質については汚染が残留して
いるということ。
　３点目に前回の調査結果と同様にド
ラム缶については、付着物にダイオキ
シン類が高い濃度で含まれる試料があ
り、その他にも現在は使用されていな
い農薬類、PCB、カコジル酸及びカコ
ジル酸ナトリウムの検出も見られるこ
とから、複合汚染と考えられ、処分方
法や取扱に注意が必要であること。
　４点目にドラム缶埋設場所の下部
土壌については、PCB以外の検出さ
れた有害物質が拡散した可能性があ
り、さらに深度方向について詳細調
査の実施による土壌の汚染範囲の確
定が必要であること。以上が今回の
調査の主な点でございます。

【健康への影響】
　健康への影響につきましては、地
中1メートル以上の深いところから検
出されたこと、また、周辺の表層土
壌の調査結果が指定基準以下であっ
たことなどから、現段階では地上へ
の影響は考えにくいことから、直ち
に健康被害に結び付くものではない
ものと認識しております。

【今後の対応】
　冒頭でも申し上げたとおり、市に
とって最も重要なことは、一日でも
早く市民の皆様が安全で安心な環境
の下、穏やかに暮らして頂ける生活
環境を確保することでございます。
　市といたしましては、引き続き、
国に対し原状回復を強く求めるとと
もに、今後の調査のあり方やサッ
カー場の補償等、様々な課題につい
ても、国や沖縄県のより一層の支援
を頂きながら緊密に連携を図り対応
してまいります。

平成26年7月7日
沖縄市長　桑江 朝千夫調査結果について記者会見を行う

桑江市長
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4 2 次調査から 3 次調査へ

1．経緯
平成 25 年 6 月、沖縄市サッカー場グラウンドの人工芝敷設整備工事の最中に、地中
から米国企業名が記されたドラム缶が発見され、ドラム缶等の調査分析を行った結果
「幾つかの有害物質を起因とした複合汚染」という専門家からの指摘がありました。
また、平成 26 年 7 月から、サッカー場全域の地表から 2�mより深い部分の磁気探査

を沖縄防衛局が実施しており、グラウンド側については、平成26年7月から10月の間で、
駐車場側については、平成 27 年 1 月から 6月の間で、磁気探査が行われました。
その駐車場側の磁気探査中の平成 27 年 2 月にドラム缶 17 本が発見され、また、同
年 4月に、新たにドラム缶 8本が発見されました（これまでに発見されたドラム缶は
合計 108 本）。
この平成 27 年度に発見されたドラム缶、計 25 本の調査結果については、下記の通
りとなっています。

①ドラム缶 17本（平成 27年 2月発見）の調査結果

ドラム缶付着物及びドラム缶底面土壌、たまり水を分析したところ、全ての検
体からダイオキシン類が検出されました。その他の主な調査結果は次のとおりで
した。

【ドラム缶】
・�6 検体から、判定基準値を超えるテトラクロロエチレン若しくはジクロロメタン
等が検出。
・1検体から、判定基準を超過した砒素又はその化合物検出。

【ドラム缶底面土壌】
・8検体から、基準値を超えるジクロロメタン等が検出。
・8検体から、指定基準を超過した砒素及びその化合物が検出。
・10 検体から、指定基準を超過したふっ素及びその化合物を検出。
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②ドラム缶 8本（平成 27年 4月発見）の調査結果

ドラム缶付着物及びドラム缶底面土壌、たまり水を分析したところ、全ての検体
からダイオキシン類が検出されました。その他の主な調査結果は次のとおりでした。

【ドラム缶】
・�廃掃法に定められた全 25 項目について、全検体において判定基準値内となり、
普通産業廃棄物に分類。
・PCPが全検体から検出。

【ドラム缶底面土壌】
・2検体から、溶出量基準を超過したふっ素及びその化合物を検出。
・1検体から、含有量基準を超過した鉛及びその化合物を検出。

沖縄防衛局より、ドラム缶付着物及びドラム缶底面土壌については、全て発掘
回収していること、また、たまり水についても全量回収保管をしていること、さ
らに、沖縄県が実施している地下水調査等の基準値超過がないという結果からも、
周辺環境ヘ影響を与えることはないとの報告を受けております。

5 経層磁気探査について
平成 27 年 1 月から 6月にかけて、駐車場側の経層磁気探査を実施しましたが、探査
地点からは、大量の生活ごみ等が確認されました。

地中から発見された大量の廃タイヤ

2月に駐車場側より発見されたドラム缶

4 月に発見されたドラム缶

土砂から大量の廃棄物も確認された。
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6 台風発生後の市の対応について
その後、平成 27 年 6 月までに駐車場側
の経層磁気探査が完了し、掘削した廃棄物
混じり土や駐車場側の窪地については、ブ
ルーシート等で養生をしておりました。
しかし、7月の台風時に、廃棄物混じり
土を養生していた際に使用されたブルー
シートの破損等が発生したため、市民や議
会等からは、サッカー場から掘削した土壌
等による窪地に溜まった雨水等への汚染の
可能性がないか、懸念の声がございました。
市民の安心、安全の観点からも早急な汚
染対策作業の実施、及び汚染対策作業完了
までの期間の汚染拡大の防止を図るため、
平成 27 年 7 月 16 日には、沖縄市長より沖
縄防衛局長へ下記の 6点について、早急に
対応するよう要請しました。
沖縄防衛局は、7月 16 日に駐車場部分の
窪地に溜まっている雨水等についてサンプ
リングを行い、8月4日に調査結果を公表し、
排水基準を満たしていたことから、翌 5日
より、定期的に排水を確認しながら、排出
をしていくこととなりました。
また、8月 16 日には当時の中谷防衛大臣
が市サッカー場を視察し、沖縄市長より現
状の説明と、汚染対策作業の早期完了の要
請を行いました。

要請後沖縄防衛局により、台風対策として、遮水シー
トにより養生された廃棄物混じり土

桑江市長より、説明を受ける中谷防衛大臣

台風後、ブルーシートの捲れや破損が確認できる。

平成 27 年 7 月 16 日沖縄市長から
沖縄防衛局長への要請内容
1� �遮水シート等の耐久性の高いシートを使
用すること。

2� �養生手法については、シートの継ぎ目
が剥離せず、且つ隙間から雨水の進出
が無いよう十分な対策をとること。

3� �廃棄物混じり土（仮置き）については、野
積み形態からフレコン（浸出防止）保管
へ変更すること。

4� �搬出スケジュールが長期に渡り、今後の
被害が予測されるため、予算増額を測り
搬出プログラムを早期に終決を図ること。

5� �廃棄物混じり土周辺及び掘削地に溜まっ
た雨水については、早期にサンプルを採取
し、安全が確認されてから放出すること。

6� �市民の安全で安心な雨水（防風）対策
を早期に図ること。
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7 汚染対策作業について
これまでに、調査分析を行った結果「幾つかの有害物質を起因とした複合汚染」と
いう専門家からの指摘を含め、調査及び除染作業が行われました。平成 28 年 1 月には
ドラム缶 83 本が発見された地点から発掘されたDDT類・油分で汚染された土壌の県
外搬出及び、当該箇所の埋戻し作業を行い、平成 28 年 11 月からは、グラウンド側に
仮保管されていた、駐車場側から掘削した土壌につきましても、汚染の状態から 4種
類に仕分けし、沖縄防衛局により県外搬出が行われました。

8 グラウンド側の汚染対策作業及び汚染土壌搬出作業について
83 本のドラム缶が発見されたグラウンド側から掘削した汚染土壌につきましては、
DDT類・油汚染土、油臭土、普通産業廃棄物の 4種類があり、DDT類・油汚染土に
つきましてはブルーシートを敷いた上で、ホッパーと呼ばれる飛散防止の機材を使用
し、ドラム缶への詰め込みを行い平成 28 年 1 月 8 日に市サッカー場から愛媛県の処理
業者へ沖縄防衛局により搬出が行われました。

ドラム缶が確認された箇所
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油汚染土及び普通産業廃棄物につきましても、同じようにブルーシートの上で、ホッ
パーを使用し、フレコンバックヘの詰め込みを行い、油汚染土につきましては、平成
28 年 1 月 9 日から 3月 19 日にかけて愛媛県の処理業者へ向けて搬出及び海上輸送し、
普通産業廃棄物につきましては、平成 28 年 3 月 29 日から 31 日までに熊本県の最終処
分場へ向けて搬出が行われました。
油臭土につきましては、場内で生石灰と混ぜ合わせ無臭化した上で、グラウンド側
へ再度埋戻しを行い、足りない分につきましては、購入土を用いて埋戻しを行ってお
ります。埋戻し作業につきましては、平成28年 3月 28日までに全て完了しております。

83 本のドラム缶が発見されたグラウンド側の汚染対策作業前と作業後の状況。

埋戻し作業についてのイメージ図

ドラム缶 83 本が発見されたグラウンド側の掘
削中の様子。

汚染土壌等を全て掘削し、購入土で埋戻しを完
了したグラウンド側
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駐車場側より掘削した、グラウンド側に仮置きをしていた汚染土壌につきましても、
平成 28 年 9 月から仕分け作業を行い、PCBを含む特別管理産業廃棄物、PCBを含ま
ない特別管理産業廃棄物、汚染土壌、普通産業廃棄物の 4種類に分けた上で、PCBを
含む特別管理産業廃棄物につきましては、ドラム缶に積み込みを行い、平成 28 年 11
月 8 日から平成 29 年 1 月 5 日にかけて、愛媛県の処理業者へ搬出が行われました。

経層磁気探査完了後の駐車場側付近

駐車場側の一部を埋戻し、未掘削だった県道
沿いの駐車場側について、経層磁気探査が行
われました。

雨水を溜める為の窯場として養生されました。

経層磁気探査が完了後、購入土等で埋戻しが
行われました。

25 本のドラム缶が発見された駐車場側の汚染対策作業前と作業後の状況。

特別管理産業廃棄物等の処理状況について

県外へ海上輸送後、最終処分施設にて、焼却処分
が行われました。

県外の最終処分場へ埋め立て処分が行われました。
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PCB を含まない特別管理産業廃棄物、普通産業廃棄物、汚染土壌につきましては、
既存のフレコンバックから新しい 2トンフレコンバッグヘ詰め替え、（一部の普通産業
廃棄物については 1トンフレコンバッグ）PCBを含まない特別管理産業廃棄物は、福
岡県または宮崎県の処理業者へ、汚染土壌につきましては大阪府の処理業者へ、普通
産業廃棄物につきましては、宮崎県の複数の最終処分場へ平成 28 年 11 月から平成 29
年 1 月にかけて、場外搬出が沖縄防衛局により行われました。

普通産業廃棄物等の処理状況について

廃棄物混じり土等について、フレコンバッグに詰
替え、その後海上輸送で県外へ。

運搬船にフレコンバッグを積み込んでいる様子。
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9 沖縄防衛局及び沖縄県による土壌及び周辺環境調査結果について
購入土による埋戻しや、廃棄物混じり土の搬出等一連の作業完了後、最終的な汚染

の有無を確認するため、沖縄防衛局により、廃棄物混じり土等を仮置きしていたグラウン
ド側と沖縄県により、嘉手納基地内の井戸の水質調査及び、大道川の底質の調査が行
われました。
沖縄防衛局による調査結果

廃棄物混じり土等を仮置きしていた箇所について、汚染の拡散の有無を確認するた
め、廃棄物混じり土等を搬出後、土壌汚染対策法に定められた特定有害物質やダイオ
キシン類、油分の調査を実施したところ、全ての分析項目において基準値以下である
ことが確認されました。

沖縄県によるサッカー場周辺環境調査結果について
沖縄防衛局が平成 28 年 11 月～ 12 月に実施した沖縄市サッカー場での経層磁気探査
等の作業に伴う土地の攪乱に起因する、有害物質の周辺環境への拡散の有無を把握す
るため、沖縄県が平成 29 年 2 月 13 日に同サッカー場周辺を流れる河川の河口付近 1
か所から底質を、2月 15 日に同サッカー場に隣接する嘉手納基地内にある井戸 2か所
から地下水を採取し、基準値以下であることが確認されました。

グラウンドに仮置きしていた廃棄物混じり土

廃棄物混じり土等仮置き箇所調査地点
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備考
今回の調査以前に、これ
までに県が実施した沖縄市
サッカー場の周辺調査にお
いて、環境基準値の超過は
ありませんでした。

⓾ 沖縄市による汚染対策完了のお知らせについて
沖縄市サッカー場の汚染対策作業については、平成29年 3月 31日の沖縄防衛局及び、
沖縄県が実施した調査結果の公表を受けて、平成 29 年 5 月 23 日の定例記者会見時に
沖縄市長により、市サッカー場における汚染対策作業の完了報告を行いました。
また、記者会見内容につきましては、下記のように広報おきなわ平成 29 年 7 月号等
に掲載し、市民への周知を図っています。

沖縄県の周辺環境調査の	
調査地点。

沖縄市サッカー場・汚染対策作業・完了報告	
（広報おきなわ2017年 7月 1日号抜粋）

市民の皆様に沖縄市サッカー場の汚染対策作業の完了について、ご報告申し上
げます。
沖縄市サッカー場につきましては、平成二十五年六月、人工芝の敷設工事中に
米国企業名の表記のドラム缶が発見され、当該地が基地返還跡地であったことや
ドラム缶が米軍の遺棄物としての蓋然性が高いことなどから、沖縄防衛局の主体
事業として平成二十五年六月から平成二十九年四月まで、約四年の月日と約十億
の予算を投じ、国・県・市の三者で連携を図りながら汚染対策作業に取り組んで
まいりました。
市民をはじめ関係者の皆様には大変なご心配とご迷惑をおかけしましたが、沖
縄防衛局において当該地のグラウンド側に仮置きされておりました産業廃棄物、
ドラム缶等は、全て県外へ搬出し適切に処分されております。
また、廃棄物混じり土につきましても新しい土壌へ入れ替え埋め戻されております。
さらに仮置きされておりました土壌からの汚染拡散がないか、沖縄防衛局によ
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る土壌調査が行われましたが、全ての分析項目において基準値の範囲内であるこ
とが報告されました。
また、沖縄県による周辺環境調査の中で、地下水等の水質調査の結果においても、
基準値の超過はなしとの報告を受けております。
今回の土壌調査等の詳細に関しましては、沖縄防衛局のホームページ�

（http://www�mod�go�jp/rdb/okinawa/）
また、水質調査等の詳細につきましては、沖縄県環境保全課のホームページ�
(http://www�pref�okinawa�jp/site/kankyo//hozen/mizu_tsuchi/okinawashi_
drum�html) に掲載されております。
この四年間、様々な問題がありましたが、市議会をはじめ関係団体の皆様から
のご意見やご指摘を頂きながら、国・県・市で連携を図りつつ当該地の汚染対策
の一連の作業を終えることができ、改めて関係者の皆様のご理解とご協力に厚く
御礼を申し上げるしだいでございます。
当該地の用途につきましては、これまでの汚染対策作業が長引く中、地域住民
や市議会、関係機関の皆様から駐車場不足の解消に向けた整備への要望が多くご
ざいました。
市としましては、アリーナをはじめとする地域活性化の拠点整備の一環として、
今後のコザ運動公園の一体的な機能向上を図るため、サッカー場から用途を変更
し駐車場として、整備する方針を決定いたしました。
当該地は、今年度より基礎調査に着手し平成三十一年度から工事着工が可能と
なるよう計画しておりますが、その間は仮駐車場として使用してまいります。
今後、市サッカー場については、代替地の検討や関係者への支援策を講じてま
いりたいと考えておりますので、何卒ご理解を頂きますようお願い申し上げます。

� 沖縄市長　桑江　朝千夫
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第 4項　沖縄市の基地問題に関する抗議・要請
本市では、基地から派生する様々な諸問題に対し、市民の平穏な生活と尊い生命、
財産、人権を守る立場から、米軍をはじめとする関係機関に対し、改善や抜本的対策
等を講じるよう抗議及び要請を行っています。三連協とは別に市単独でも行っており
ます。
（※三連協の抗議・要請は別を参照：P.114）

沖縄市の基地問題に関する抗議 ･要請等一覧（平成22年度～平成29年度）
年�月�日 件　　　　名 宛　先
H22.6.10 米軍人等による犯罪行為の再発防止につい

て（抗議・要請）
沖縄地域四軍調整官
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.5.11 米軍構成員の家族等による犯罪行為の再発
防止について（要請）

在日米軍沖縄調整事務所

H23.10.4 沖縄市域上空の米軍航空機の飛行自粛につ
いて（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局

H23.11.25 住宅防音工事助成について（要請） 沖縄防衛局

H24.9.25 沖縄市上空の米軍航空機の飛行自粛につい
て（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局

H25.7.12 沖縄市上空の米軍航空機の飛行自粛につい
て（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局

H26.6.30 沖縄市域上空の米軍航空機の飛行自粛につ
いて（要請）

沖縄防衛局

H26.11.18 航空機騒音による被害及び負担軽減につい
て（要請）

沖縄防衛局

H26.12.11 在沖米海兵隊員少佐によるひき逃げ事件に
ついて（抗議・要請）

第三海兵遠征軍
沖縄防衛局

H27.1.7 米兵による住居侵入について（抗議） 第 18航空団
沖縄防衛局
在沖米総領事館

H27.5.14 米兵による道路交通法違反について（抗議） 米国陸軍第 10地域支援群
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.7.16 沖縄市サッカー場における汚染拡散防止策
について（要請）

沖縄防衛局

H27.7.23 沖縄市域上空の米軍航空機の飛行自粛につ
いて（要請）

沖縄防衛局

H28.3.2 米軍属による傷害事件について（抗議・要請） 第 18航空団
沖縄防衛局
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年�月�日 件　　　　名 宛　先
H28.5.13 米海兵隊所属の航空機約 11 機による市街地

上空飛行について（要請）
第三海兵遠征軍
沖縄防衛局

H28.6.27 在沖米空軍の軍属による酒気帯び運転事件
について（抗議・要請）

第三海兵遠征軍
ＡＡＦＥＳ（米陸軍・空軍エ
クスチェンジサービス）
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.7.29 沖縄市域上空の米軍航空機の飛行自粛につ
いて（要請）

沖縄防衛局

H28.10.11 航空機騒音による被害及び負担軽減につい
て（要請）

沖縄防衛局

H28.12.15 在沖米海兵隊員による酒気帯び運転事件に
ついて（抗議・要請）

第三海兵遠征軍
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.12.21 ＳＡＣＯ関係交付金の継続交付について
（要請）

沖縄防衛局

H29.2.14 沖縄市サッカー場の用途変更及び費用負担
について（要請）

沖縄防衛局

H29.2.21 Ｙナンバー車両による部落内生活道路の暴
走行為について（抗議・要請）

沖縄防衛局

H29.4.4 再編交付金の交付金額の変更について
（要請）

沖縄防衛局

H29.4.11 沖縄市サッカー場の用途変更及び費用負担
について（要請）

防衛省

H29.4.11 再編交付金の交付金額の変更について
（要請）

防衛省

H29.7.26 沖縄市域上空の米軍航空機の飛行自粛につ
いて（要請）

沖縄防衛局

H29.8.2 嘉手納基地所属・米軍兵による傷害事件に
ついて（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局

H29.11.29 沖縄市サッカー場の用途変更及び費用負担
について（要請）

沖縄防衛局

H30.1.29 ロウワー・プラザ住宅地区の早期返還につ
いて（要請）

沖縄防衛局

H30.1.29 航空機騒音による被害及び負担の軽減につ
いて（要請）

沖縄防衛局

H30.3.22 沖縄市域における航空機騒音被害について
（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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第 5項　沖縄市基地対策協議会
本市には米軍基地が市域の約 34％を占めており、基地に関する諸般の取り組みは市
民生活の上でも大きな課題となっております。このようなことから平和で安心して暮
らせるまちづくりをすすめるため、学識経験者、自治会関係者、婦人団体関係者等で
構成する「沖縄市基地対策協議会」を設置し、諸般の課題解決に向けて取り組んでお
ります。

沖縄市基地対策協議会　活動内容（平成22年度～平成29年度）
平成 22年度 第１回（平成 22 年 7 月 29 日開催）� �

議題：�米軍構成員等の米軍基地外での闘犬種「アメリカン・ピット・
ブルテリア」の飼育管理について

第２回（平成 23 年 2 月 25 日開催）� �
現場視察� �
キャンプ瑞慶覧、嘉手納飛行場

平成 23年度 第１回（平成 23 年 7 月 28 日開催）� �
議題：�嘉手納統合案について� �

日米地位協定について
第２回（平成 24 年 2 月 9 日開催）� �
議題：�嘉手納基地の概要について

平成 24年度 第１回（平成 24 年 12 月 13 日開催）� �
議題：�事件・事故について
第２回（平成 25 年 3 月 21 日開催）� �
議題：�基地から派生する諸問題について

平成 25年度 第１回（平成 26 年 2 月 12 日開催）� �
議題：�航空機騒音測定状況について� �

米軍人軍属による事件事故について� �
嘉手納以南基地統合計画について� �
沖縄市サッカー場米軍遺棄物調査について

平成 27年度 第１回（平成 27 年 8 月 18 日開催）� �
議題：�Ｈ－６０ヘリの墜落について� �

沖縄市サッカー場の米軍遺棄物調査について� �
沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画について

第２回（平成 27 年 11 月 30 日開催）� �
現場視察� �
沖縄市サッカー場、知花３８号線、池原地区菊畑等� �
タイヨーゴルフ場付近アクセスロード（仮称）
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平成 28年度 第１回（平成 28 年 9 月 12 日開催）
議題：�航空機による騒音状況について� �

米軍人軍属による事件事故について� �
統合計画に係る嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設について� �
沖縄市サッカー場土壌調査の進捗状況について

第２回（平成 29 年 2 月 9 日開催）
議題：�航空機による騒音状況について� �

米軍人軍属による事件事故について� �
統合計画に係る嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設について� �
沖縄市サッカー場土壌調査の進捗状況について

平成 29年度 第１回（平成 29 年 8 月 3 日開催）
議題：�航空機による騒音状況について� �

米軍人軍属による事件事故について� �
統合計画に係る嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設について� �
沖縄市サッカー場汚染対策作業の完了について

第 2回（平成 29 年 11 月 15 日開催）
議題：�航空機による騒音状況について� �

米軍人軍属による事件事故について� �
統合計画に係る嘉手納弾薬庫地区の知花地区への移設について� �
沖縄市サッカー場の臨時駐車場としての活用状況

沖縄市基地対策協議会規則

（趣旨）
第 �1 条　この規則は、沖縄市附属機関設置条例（昭和 51 年沖縄市条例第 26 号）第 3
条の規定に基づき、沖縄市基地対策協議会（以下「協議会」という。）の組織及び運
営について、必要な事項を定めるものとする。�
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（担任事務）
第 2条　協議会は、次に掲げる事項について協議し、市長に報告するものとする。
（1）　基地対策の基本的事項に関すること。�
（2）　基地の返還及び共同使用に関すること。�
（3）　基地の跡地利用計画に関すること。�
（4）　軍事演習及び基地被害対策に関すること。�
（5）　その他基地対策に関すること。

（組織）
第 �3 条　協議会は、委員 15 人以内で組織する。�
2　委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。�
（1）　学識経験のある者�
（2）　自治会関係者�
（3）　婦人団体関係者�
（4）　市職員�
（5）　その他市長が必要と認める者

（委員の任期）
第 �4 条　委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任
期は、前任者の残任期間とする。�

2　委員は、再任されることができる。�

（会長及び副会長）
第 �5 条　協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。�
2　会長は、会務を総理し、協議会を代表する。�
3　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職
務を代理する。�

（会議）
第 �6 条　協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。�
2　協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。�
3　会議は、必要に応じて関係機関の職員の出席を求め、意見を聞くことができる。
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（報酬等）
第 �7 条　委員の報酬等は、沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に
関する条例（昭和 49 年沖縄市条例第 25 号）を適用する。�

（庶務）
第 �8 条　協議会の庶務は、企画部基地政策課において処理する。�

（補則）
第 �9 条　この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定
める。�

附　則
� この規則は、平成 3年 4月 1日から施行する。�
附　則（平成 9年 7月 31 日規則第 9号）
� この規則は、平成 9年 8月 1日から施行する。�
附　則（平成 14 年 12 月 10 日規則第 39 号）
� この規則は、公布の日から施行する。�
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第 6項　嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会（三連協）
平成 8年に「普天間基地ヘリポート移設代替の嘉手納統合案」が打ち出されたのを
契機に、嘉手納基地周辺自治体が連携して嘉手納統合案に反対するため、同年 9月 16
日に三連協の前身となる「嘉手納飛行場へのヘリポート移設反対沖縄市、北谷町及び
嘉手納町連絡協議会」を結成しました。
同協議会は、嘉手納飛行場に関する諸問題のうち、三市町の共通課題について共同
で対処することを目的として、平成 10 年 4 月 1 日「嘉手納飛行場に関する三市町連絡
協議会（三連協）」に改称し活動しています。

平成29年度活動内容
年月日 会議・活動等 内容等 宛先・場所等

平成 29年
	 4/13（木）

第 1回幹事会 ・総会について 北谷町役場

	 4/17（月）総会 ・平成 28 年度活動報告
・�平成 28 年度歳入歳出決算及び監
査報告について

・その他

沖縄市役所庁議室

	 4/24（月）緊急目視調査�
（目視確認）

・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練

嘉手納町役場屋上

	 4/24（月）第 2回幹事会 ・�パラシュート降下訓練について
・その他

沖縄市役所第 1会議室

	 4/25（火）抗議・要請�
（手交）

・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について（抗議・要請）�
（発生 4/24、通報 4/23）

沖縄防衛局

	 5/4（木）緊急目視調査�
（目視確認）

・�F-16 コロラド州空軍暫定配備�
（約三カ月）

嘉手納基地周辺

	 5/8（月）抗議・要請�
（文書送付）

・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について（抗議・要請）�
（発生 4/24、通報 4/23）

第 18航空団
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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年月日 会議・活動等 内容等 宛先・場所等
	 5/8（月）第 3回幹事会 ・�コロラド州空軍第 120 戦闘中隊の

嘉手納基地派遣について
・その他

沖縄市役所第 1会議室

	 5/11（木）緊急目視調査 ・�F-16 コロラド州空軍暫定配備に伴
う調査�
時間：午前 8時 30 分～午前 10 時�
目視確認回数 40 回�
（常駐機 27回、外来機 13回）

ロクト J2屋上
ニライセンター
コリンザ

	 5/12（金）第 4回幹事会 ・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について
・その他

嘉手納町役場会議室

	 5/19（金）抗議・要請�
（手交）

・�コロラド州空軍第 120 戦闘中隊所
属F-16 戦闘機の嘉手納飛行場へ
の展開について（抗議・要請）�
（発生 5/4・5、通報 5/3）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 5/19（金）抗議・要請�
（手交）

・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について（抗議・要請）�
（発生 5/10、通報 5/10）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 5/23（火）抗議・要請�
（手交）

・�コロラド州空軍第 120 戦闘中隊所
属F-16 戦闘機の嘉手納飛行場へ
の展開について（抗議・要請）�
（発生 5/4・5、通報 5/3）

第 18航空団

	 5/23（火）抗議・要請�
（手交）

・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について（抗議・要請）�
（発生 5/10、通報 5/10）

第 18航空団

	 5/31（水）緊急目視調査
（目視確認）

・�U-2 偵察機の嘉手納飛行場への展
開に伴う旧海軍駐機場の使用

嘉手納町役場屋上

	 5/31（水）第 5回幹事会 ・��U-2 偵察機の嘉手納飛行場への展
開に伴う旧海軍駐機場の使用につ
いて
・�嘉手納基地所属F-15C 戦闘機によ
る部品遺失について
・その他

北谷町役場会議室
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年月日 会議・活動等 内容等 宛先・場所等
	 6/1（木）～
	 6/2（金）

視察研修 ・�伊江村におけるF-35 戦闘機の配
備計画及び展開、伊江島補助飛行
場パラシュート降下訓練の実態等
を視察

伊江村

	 6/8（木）抗議・要請�
（手交）

・�U-2 偵察機の嘉手納飛行場への展
開に伴う旧海軍駐機場の使用につ
いて（抗議・要請）�
（発生 6/1、通報 5/26）

第 18航空団
沖縄防衛局

	 6/8（木）抗議・要請�
（手交）

・�嘉手納基地所属F-15C 戦闘機によ
る部品遺失について（抗議・要請）
（発生 5/26）

第 18航空団
沖縄防衛局

	 6/13（火）抗議・要請�
（文書送付）

・�U-2 偵察機の嘉手納飛行場への展
開に伴う旧海軍駐機場の使用につ
いて（抗議・要請）�
（発生 6/1、通報 5/26）

外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 6/13（火）抗議・要請�
（文書送付）

・�嘉手納基地所属F-15C 戦闘機によ�
る部品遺失について（抗議・要請）�
（発生 5/26）

外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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年月日 会議・活動等 内容等 宛先・場所等
	 6/13（火）抗議・要請�

（手交）
・�嘉手納飛行場におけるパラシュー�
ト降下訓練の中止について�
（抗議・要請）�
（通報 6/12）

第 18航空団
沖縄防衛局

	 6/26（月）抗議�
（文書送付）

・�米空軍（嘉手納基地）所属軍人に
よる酒気帯び運転について（抗議）�
（発生 5/26、通報 5/27）�
（発生 6/11、通報 6/11）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 6/26（月）抗議�
（文書送付）

・�米空軍（嘉手納基地）所属軍人に
よるひき逃げについて（抗議）�
（発生 5/29、通報 5/29）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 6/27（火）第 6回幹事会 ・県外要請について
・その他

沖縄市役所 7階会議室

	 7/7（金）県外要請 ・�嘉手納飛行場における旧海軍駐機
場の使用及びパラシュート降下訓
練について（抗議・要請）

防衛省
外務省

	 7/26（水）緊急目視調査 ・�F-16 コロラド州空軍暫定配備に伴
う調査�
時間：午前 8時～午前 10 時�
　　　午後１時～午後 3時 45 分�
目視確認回数 179 回�
（常駐機 137 回、外来機 42 回）

道の駅かでな

	 8/17（木）第 7回幹事会 ・目視調査について
・県外要請について
・その他

嘉手納町役場会議室

	 8/23（水）定例目視調査 時間 : 午前 8時 ~午後 6時�
目視確認回数 151 回�
（常駐機 138 回、外来機 13 回）

道の駅かでな
ニライセンター
コリンザ
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年月日 会議・活動等 内容等 宛先・場所等
	 9/19（火）第 8回幹事会 ・�嘉手納飛行場におけるパラシュー

ト降下訓練について
・その他

沖縄市役所庁議室

	 9/19（火）抗議・要請�
（文書送付）

・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練の中止について�
（抗議・要請）�
（通報 9/15）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 9/21（木）第 9回幹事会 ・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について

北谷町役場

	 9/22（金）第 10 回幹事会 ・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について

嘉手納町役場

	 10/4（水）抗議・要請�
（手交、文書送付）

・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について�
（抗議・要請）�
（通報 9/21）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 10/23（月）第 11 回幹事会 ・�F-35A ライトニングⅡ戦闘機�
（12 機）の嘉手納飛行場への飛来
について

北谷町役場

	 10/24（火）抗議・要請�
（文書送付）

・�F-35A ライトニングⅡ戦闘機�
（12 機）の嘉手納飛行場への飛来
について（抗議・要請）�
（通報 10/23）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 11/1（水）第 12 回幹事会 ・�F-35A ライトニングⅡ戦闘機の嘉
手納飛行場への飛来について

嘉手納町役場

	 11/8（水）緊急目視調査�
（目視確認）

・�F-35A ライトニングⅡ戦闘機の嘉
手納飛行場への飛来

嘉手納町役場屋上
国道 58号	
（北谷町砂辺）

	 11/14（火）定例目視調査 時間：午前 8時～午後 6時�
目視確認回数 365 回�
（常駐機 295 回、外来機 70 回）

道の駅かでな
ニライセンター
コリンザ

	 11/15（水）抗議・要請�
（文書送付）

・�米空軍（嘉手納基地）所属軍人に
よる銃砲刀剣類所持等取締法違反
及び酒気帯び運転について�
（抗議・要請）�
（発生 11/2・4）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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年月日 会議・活動等 内容等 宛先・場所等
	 11/28（火）県外要請�

（手交）
・�嘉手納基地使用協定の締結につい�
て（要請）

・�F-35A ライトニングⅡ戦闘機（12
機）の嘉手納飛行場への飛来につ
いて（抗議・要請）
・�嘉手納飛行場におけるパラシュー
ト降下訓練について（抗議・要請）

防衛省
外務省

	 11/29（水）第 13 回幹事会 ・�嘉手納飛行場における日米共同訓
練について
・その他

沖縄市役所第 1会議室

	 12/6（水）抗議・要請�
（文書送付）

・�F-35A による部品遺失について�
（抗議・要請）�
（通報 11/30）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 12/7（木）抗議・要請�
（文書送付）

・�F-35A ライトニングⅡ戦闘機（12
機）の嘉手納飛行場への飛来につ
いて（抗議・要請）�
（発生 10/30・11/2）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 12/14（木）第 14 回幹事会 ・�普天間飛行場所属のCH-35Eヘリコ
プターによる部品落下について
・その他

沖縄市役所第 1会議室

	 12/15（金）抗議・要請�
（文書送付）

・�普天間飛行場所属のCH-35E ヘリ
コプターによる部品落下について
（抗議・要請）�
（発生 12/13、通報 12/13）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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年月日 会議・活動等 内容等 宛先・場所等
平成 30年
	 1/8（月）

緊急目視調査�
（目視確認）

・�普天間飛行場所属のAH-1Z ヘリ
コプター民有地への着地

読谷村

	 1/10（水）抗議・要請�
（文書送付）

・�米空軍（嘉手納基地）所属軍人に
よる酒気帯び運転について�
（抗議・要請）�
（発生 12/24、通報 12/24）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 1/10（水）抗議・要請�
（文書送付）

・�普天間飛行場所属のAH-1Z ヘリ
コプターの民有地への緊急着陸に
ついて（抗議・要請）�
（発生 1/8、通報 1/8）

第 3海兵遠征軍
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 1/31（水）定例目視調査 時間 : 午前 7時 50 分 ~午後 6時�
目視確認回数 144 回�
（常駐機 103 回、外来機 41 回）

道の駅かでな
ニライセンター
コリンザ

	 3/7（水）第 15 回幹事会 ・�嘉手納基地所属F-15 戦闘機によ
る部品遺失等について
・その他

嘉手納町役場会議室

	 3/8（木）抗議・要請�
（文書送付）

・�嘉手納基地所属F-15 戦闘機によ
る部品遺失等について�
（抗議・要請）�
（発生 2/27、通報 3/7）

第 3海兵遠征軍
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

	 3/26（月）第 16 回幹事会 ・県内要請、県外要請について
・その他

嘉手納町役場会議室

	 3/28（水）緊急目視調査 騒音苦情増加に伴う調査�
時間：午前 7時～午後 12 時�
目視確認回数 132 回�
（常駐機 94 回、外来機 38 回）

道の駅かでな
ニライセンター
コリンザ
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「嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会」

抗議 ･要請等一覧 ( 平成 22 年度～平成 29 年度 )
年月日 件　　　　名 宛　先

H22.4.13 F-15 戦闘機の附属品の落下について（抗議・要請） 第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H22.5.11 岩国基地所属の戦闘機等による訓練の中止につ
いて（抗議・要請）

沖縄防衛局
第 18航空団
外務省沖縄事務所

H22.5.21 F-22A 戦闘機（ラプター）の嘉手納基地への配
備について（要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H22.5.21 F-22A 戦闘機（ラプター）の嘉手納基地への飛
来について（抗議）

第 18航空団

H22.5.31 外来機の飛来並びにクラスター弾等の使用につ
いて（要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H22.6.9 F-22A 戦闘機（ラプター）の嘉手納基地への配
備について（抗議）

第 18航空団

H22.8.16 F-22A 戦闘機（ラプター）の嘉手納基地への配
備について（要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H22.8.16 F-22A 戦闘機（ラプター）の嘉手納飛行場への
飛来について（抗議）

第 18航空団

H22.9.14 嘉手納飛行場における航空機騒音の軽減につい
て（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H22.10.1 嘉手納飛行場での JP-8 燃料漏れ事故について（抗
議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H22.10.25 第 18 航空団の即応訓練について（抗議・要請） 第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H22.12.24 嘉手納弾薬庫地区での JP-8 燃料漏れ事故につい
て（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.1.19 F-22A 戦闘機（ラプター）の嘉手納飛行場への
飛来について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.2.15 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練の
中止について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.2.28 嘉手納飛行場での F-15 戦闘機タイヤパンク事故
について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
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年月日 件　　　　名 宛　先
H23.2.28 第 18 航空団の即応訓練について（抗議・要請） 第 18航空団

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.4.7 AV-8B ハリアー攻撃機によるフレア発射事故に
ついて（抗議・要請）

キャンプバトラー外交政策部
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.5.16 第 18 航空団の即応訓練について（抗議・要請） 第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.5.25 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に
ついて（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.6.6 FA-18 戦闘攻撃機の嘉手納飛行場への飛来につ
いて（抗議・要請）

在沖米海兵隊基地司令官
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.6.10 嘉手納飛行場での JP-8 燃料漏れ事故について
（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.7.29 嘉手納飛行場での F-15 戦闘機タイヤパンク事故
について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.8.19 F-15C 戦闘機による燃料漏れ事故について
（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H23.9.6 米軍普天間飛行場の嘉手納基地統合案への反対
について（要請）

沖縄県知事

H24.2.1 普天間飛行場の嘉手納基地等統合案反対及び県
内移設反対について（要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H24.2.1 普天間飛行場の嘉手納基地統合案に係る民主党
県連代表代行発言について（抗議）

民主党沖縄県総支部連合会

H24.2.2 普天間飛行場の嘉手納基地統合案反対及び県内
移設反対について（要請）

在日米国大使館駐日米国大使
民主党党首
内閣総理大臣
防衛大臣
外務大臣

H24.4.12 FA-18 戦闘攻撃機の嘉手納飛行場への飛来禁止
について（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H24.4.23 AV-8B ハリアー攻撃機の嘉手納飛行場への飛行
禁止等について（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H24.4.23 F-15 戦闘機の墜落事故について（抗議・要請） 第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H24.5.17 AV-8B ハリアー攻撃機によるパネル落下事故に
ついて（抗議・要請）

米海兵隊太平洋基地政務外交部
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
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年月日 件　　　　名 宛　先
H24.6.15 F-16 戦闘機の嘉手納飛行場における訓練禁止に

ついて（抗議・要請）
第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H24.7.12 MV-22 オスプレイの米軍普天間飛行場への配備
中止を求める要請

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H24.7.13 MV-22 オスプレイの米軍普天間飛行場への配備
中止を求める要請

内閣総理大臣
民主党幹事長
防衛大臣
外務大臣

H24.7.23 MV-22 オスプレイの普天間飛行場への配備中止
を求める要請

米海兵隊太平洋基地政務外交部
在沖米総領事館

H24.7.26 F-22A 戦闘機（ラプター）の嘉手納飛行場への
飛来について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H24.7.26 AV-8B ハリアー攻撃機による緊急着陸事故につ
いて（抗議・要請）

米海兵隊太平洋基地政務外交部
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H24.11.8 米兵による住居侵入傷害事件について（抗議） 第 18航空団
在沖米総領事館

H24.11.9 米兵による住居侵入傷害事件について（要請） 沖縄防衛局

H24.11.15 米兵による住居侵入傷害事件について（要請） 外務省沖縄事務所

H25.1.10 CV-22 オスプレイの嘉手納基地への配備に関す
る報道について（要請）

沖縄防衛局

H25.1.18 F-22A 戦闘機（ラプター）の嘉手納飛行場への
暫定配備について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H25.1.25 CV-22 オスプレイの嘉手納基地への配備に関す
る報道について（要請）

外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H25.2.15 米兵による酒気帯び追突事故について
（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H25.5.7 CV-22 オスプレイの嘉手納基地配備に反対する
決議（要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H25.5.23 認可保育園の防音対策事業について（要請） 沖縄防衛局

H25.5.29 F-15 戦闘機の墜落事故について（抗議・要請） 第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H25.6.24 F-22A 戦闘機の配備の継続について（抗議・要請） 第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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年月日 件　　　　名 宛　先
H25.8.1 MV-22 オスプレイの普天間飛行場への追加配備

等の撤回を求める（要請）
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H25.8.1 CV-22 オスプレイの嘉手納基地等への配備に関
する報道について（要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H25.8.9 HH-60 ヘリコプターの墜落事故について
（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H25.11.8 HH-60 ヘリコプターによる機体装備品の遺失に
ついて（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局

H25.11.14 第 353 特殊作戦群区域の開発計画の即時撤回に
ついて（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H26.1.15 F-22 戦闘機の嘉手納飛行場への暫定展開につい
て（抗議）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H26.3.5 MV-22B オスプレイの嘉手納飛行場への飛来禁
止について（要請）

米海兵隊太平洋基地司令官
沖縄防衛局

H26.3.6 F-15 戦闘機風防ガラス落下について（抗議） 第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H26.5.9 HH-60 ヘリコプターによる通風孔の遺失につい
て（抗議・要請）（通風孔のカバーを落下）

第 18航空団
沖縄防衛局

H26.5.23 F-15 戦闘機からの部品落下について（抗議・要請）
（エンジン部品の一部を落下）

第 18航空団
沖縄防衛局

H26.6.4 嘉手納基地所属の米軍機による部品落下事故に
おける飛行停止及び機体総点検について
（抗議・要請）
（電波高度計測アンテナのカバーを落下）

第 18航空団
沖縄防衛局

H26.7.30 米軍施設返還跡地でのドラム缶等調査について
（県外要請）

防衛省

H26.9.4 普天間基地所属AH-1Wヘリコプターによる部品
の遺失について（抗議・要請）
（給油キャップを紛失）

第三海兵遠征軍
沖縄防衛局

H26.9.22 AV-8B ハリアー攻撃機の緊急着陸について
（抗議・要請）（緊急着陸後にタイヤから出火）

第三海兵遠征軍
沖縄防衛局

H26.10.8 F-15 戦闘機からの部品落下について（要請）
（機体頂上部のパネルを落下）

外務省沖縄事務所
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年月日 件　　　　名 宛　先
H26.10.22 F-15 戦闘機からの部品落下について（抗議・要請）

（機体頂上部のパネルを落下）
第 18航空団
沖縄防衛局

H26.10.22 F-15 戦闘機からの部品落下について（抗議・要請）
（エンジン部品の一部を落下）

第 18航空団
沖縄防衛局

H26.10.22 CV-22 オスプレイの嘉手納基地等への配備に関
する報道について（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H26.11.14 CV-22 オスプレイの嘉手納基地等への配備に関
する報道について要請活動

外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H26.12.18 米軍兵による住居不法侵入及び酒気帯び運転に
ついて（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H26.12.25 F-15 戦闘機からの部品落下について（抗議・要請）
（機体前方のパネルを落下）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H26.12.26 F-35 戦闘機の駐機場及び格納庫の整備に関する
報道について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.1.16 F-16 戦闘機の嘉手納飛行場への暫定展開につい
て（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H27.1.30 HH-60 救難ヘリコプターからの部品落下につい
て（抗議・要請）
（通信ケーブル先端を覆うカバーを落下）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.2.10 F-15 戦闘機からの部品落下について（抗議・要請）
（垂直安定板の先端部分を落下）

第 18航空団
外務省沖縄事務所

H27.2.16 F-15 戦闘機からの部品落下について（要請）
（垂直安定板の先端部分を落下）

沖縄防衛局

H27.2.16 EP-3E 電子偵察機からの部品落下について
（抗議・要請）（右翼下側の先端にあるヒンジ・
アクセス・パネルを落下）

在沖米海軍艦隊活動司令部
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.4.10 嘉手納基地所属の米軍機による部品落下におけ
る飛行停止及び機体総点検について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.5.22、
5.26 ～ 5.28

嘉手納基地使用協定について（要請） 沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
防衛省
外務省

H27.6.22 P-3C 海洋哨戒機からの部品落下について
（抗議・要請）

在沖米海軍艦隊活動司令部
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.6.24 横田飛行場への配備が計画されている CV-22 オ
スプレイの運用について（要請）
バーモント州空軍所属 F-16 戦闘機の嘉手納飛行
場への暫定展開について（抗議）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
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年月日 件　　　　名 宛　先
H27.8.19 米陸軍ヘリコプターの墜落事故について

（抗議・要請）
在日米陸軍第 10地域支援群
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.10.16 オクラホマ州のタルサ州空軍基地所属 F-16 戦闘
機の嘉手納飛行場への展開について（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.11.17 オクラホマ州のタルサ州空軍基地所属 F-16 戦闘
機の嘉手納飛行場への展開について（抗議）
CV-22 オスプレイの嘉手納飛行場での運用につ
いて（要請）

第 18航空団

H27.12.3 オクラホマ州のタルサ州空軍基地所属 F-16 戦闘
機の嘉手納飛行場への展開について（要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H27.12.3 CV-22 オスプレイの嘉手納飛行場での運用に関
する要請について（要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.2.12 F-22 戦闘機及び F-16 戦闘機の嘉手納飛行場への
運用について（要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.3.10 第 353 特殊作戦群エリア開発計画の即時撤回に
ついて（要請）
KC-130J 空中給油機による部品遺失について
（抗議・要請）
嘉手納飛行場における環境対策について（要請）

第三海兵遠征軍
第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.4.13 第 353 特殊作戦群エリア開発計画の即時撤回に
ついて
KC-130J 空中給油機による部品遺失について
嘉手納飛行場における環境対策について
（3/10 抗議・要請に係る見解伺い）

第 18航空団
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.6.3 嘉手納基地軍属の死体遺棄容疑による逮捕につ
いて（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.6.10 米海軍（嘉手納基地）所属軍人による飲酒運転
事故について（抗議・要請）

在沖米海軍艦隊活動司令部
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所

H28.7.15 米空軍（嘉手納基地）所属軍人による酒気帯び
運転について（抗議 ･要請）
F-15 戦闘機によるフレア発射事故について
（抗議 ･要請）

第三海兵遠征軍
第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.7.27 嘉手納基地使用協定について（要請） 防衛省
外務省

H28.8.12 米海軍（嘉手納基地）所属軍人による飲酒運転
事故について
（6/10 抗議・要請に係る回答受入れ）

北谷町役場 3階
庁議室
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年月日 件　　　　名 宛　先
H28.8.17 米空軍（嘉手納基地）所属軍人による酒気帯び

運転について（抗議・要請）
第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.8.24 米空軍（嘉手納基地）所属軍人による酒気帯び
運転について（抗議）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.9.26 米海兵隊AV-8 ハリアーの墜落事故について
（抗議・要請）

第三海兵遠征軍
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.9.27 米陸軍（嘉手納基地）所属軍人による酒気帯び
運転について（抗議・要請）

在日米陸軍第 10地域支援群
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.10.11 米海兵隊AV-8 ハリアーの飛行再開について
（抗議・要請）

第三海兵遠征軍
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.10.19 米海軍（嘉手納基地）所属軍人による当て逃げ
事件について（抗議・要請）

在沖米海軍艦隊活動司令部
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.10.19 米空軍（嘉手納基地）所属軍属による酒気帯び
運転について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.10.27 航空機の深夜・早朝飛行の強行実施について
（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.11.28 米空軍（嘉手納基地）所属二等軍曹による酒気
帯び運転について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H28.12.20 MV-22 オスプレイの不時着水事故について
（抗議・要請）

第三海兵遠征軍
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.2.13 岩国基地所属 F-35B ライトニングⅡの嘉手納飛
行場への展開について（要請）
旧海軍駐機場の航空機の使用について
（抗議・要請）

第三海兵遠征軍
第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.2.24 米陸軍（嘉手納基地）所属軍人による酒気帯び
運転について（抗議・要請）

在日米陸軍第 10地域支援群
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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年月日 件　　　　名 宛　先
H29.2.28 岩国基地所属 F-35B ライトニングⅡの嘉手納飛

行場への展開について
旧海軍駐機場の航空機の使用について
（2/13 抗議・要請に係る見解伺い）

在沖米総領事館

H29.3.10 米空軍（嘉手納基地）所属軍人による銃刀法違
反事件及び詐欺事件について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.4.25 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に
ついて（抗議・要請）

沖縄防衛局

H29.5.8 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に
ついて（抗議・要請）

第 18航空団
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.5.19 コロラド州空軍第 120 戦闘中隊所属 F-16 戦闘機
の嘉手納飛行場への展開について（抗議・要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.5.19 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に
ついて（抗議・要請）

沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.5.23 コロラド州空軍第 120 戦闘中隊所属 F-16 戦闘機
の嘉手納飛行場への展開について（抗議・要請）

第 18航空団

H29.5.23 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に
ついて（抗議・要請）

第 18航空団

H29.6.8 U-2 偵察機の嘉手納飛行場への展開に伴う旧海軍
駐機場の使用について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局

H29.6.8 嘉手納基地所属 F-15C 戦闘機による部品遺失に
ついて（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局

H29.6.13 U-2 偵察機の嘉手納飛行場への展開に伴う旧海軍
駐機場の使用について（抗議・要請）

外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.6.13 嘉手納基地所属 F-15C 戦闘機による部品遺失に
ついて（抗議・要請）

外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.6.13 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練の
中止について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局

H29.6.26 米空軍（嘉手納基地）所属軍人による酒気帯び
運転について（抗議）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.6.26 米空軍（嘉手納基地）所属軍人によるひき逃げ
について（抗議）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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年月日 件　　　　名 宛　先
H29.7.7 嘉手納飛行場における旧海軍駐機場の使用及び

パラシュート降下訓練について（抗議・要請）
防衛省
外務省

H29.9.19 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練の
中止について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.10.4 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に
ついて（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.10.24 F-35A ライトニングⅡ戦闘機（12 機）の嘉手納
飛行場への飛来について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.11.15 米空軍（嘉手納基地）所属軍人による銃砲刀剣
類所持等取締法違反及び酒気帯び運転について
（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.11.28 嘉手納基地使用協定の締結ついて（要請）
F-35A ライトニングⅡ戦闘機（12 機）の嘉手納
飛行場への飛来について（抗議・要請）
嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練に
ついて（抗議・要請）

防衛省
外務省

H29.12.6 F-35A による部品遺失について（抗議・要請） 第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.12.7 F-35A ライトニングⅡ戦闘機（12 機）の嘉手納
飛行場への飛来について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H29.12.15 普天間飛行場所属の CH-35E ヘリコプターによ
る部品落下について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H30.1.10 米空軍（嘉手納基地）所属軍人による酒気帯び
運転について（抗議・要請）

第 18航空団
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H30.1.10 普天間飛行場所属のAH-1Z ヘリコプターの民有
地への緊急着陸について（抗議・要請）

第 3海兵遠征軍
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館

H30.3.8 嘉手納基地所属 F-15 戦闘機による部品遺失等に
ついて（抗議・要請）

第 3海兵遠征軍
沖縄防衛局
外務省沖縄事務所
在沖米総領事館
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嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会会則

（名称）
第�１条　本会は、嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会（以下 ｢三連協｣ という。）
と称する。

（目的）
第�２条　三連協は、嘉手納飛行場に関する諸問題のうち、三市町の共通課題につ�
いて共同で対処することを目的とする。

（組織及び構成員）
第�３条　三連協は、沖縄市、北谷町及び嘉手納町の首長並びに議会議長をもって構
成する。ただし、目的達成のために必要がある場合は構成員を増やす事ができる。
２　三連協のもとに、幹事会と事務局を置く。
３　幹事会は、三市町の基地担当職員で構成する。
４　事務局は、会長市町に置く。
５�　役員会の出席について、首長が出席できない場合は副市町長が、議会議長が出
席できない場合は副議長が出席することができる。

（事業）
第４条　三連協は、第２条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。
�（1）��嘉手納飛行場に係る諸問題の調査研究に関すること。
�（2）��住民の啓発活動に関すること。
�（3）��政府関係省庁及び米軍関係機関への要請活動に関すること。
�（4）��その他目的を達成するために必要な事項に関すること。

（役員）
第 5条　三連協に次の役員を置く。
�（1）��会長１人
�（2）��副会長２人
�（3）��監事２人
２　会長及び副会長は、構成員のうちから互選する。
３　会長及び副会長の任期は２年とする。
４　監事は、会長市町以外の副市町長をもって充てる。

（会議）
第６条　会長は、必要に応じ三連協を招集し、議事を司る。
２　事務局は、必要に応じ幹事会を招集し、議事を司る。
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（経費）
第７条　三連協の経費は、三市町が均等に負担する。
２　三連協の支出基準は、会長市町の条例等を準用する。

（備品登録）
第８条　備品購入した場合は、事務局において、備品台帳（別記様式）に登録する。

（会計年度）
第９条　三連協の会計年度は、毎年４月１日から翌年の３月 31 日とする。

（委任）
第 �10 条　この会則に定めるもののほか、三連協の運営に関し必要な事項は、会長が
別に定める。

����　附��則
１　この会則は、平成 10 年４月１日から施行する。
２�　嘉手納飛行場へのヘリポート移設反対沖縄市、北谷町及び嘉手納町連絡協議会
会則（平成８年９月 16 日施行）は廃止する。　
３　この会則は、平成 15 年４月１日から施行する。
４　この会則は、平成 16 年６月８日から施行する。
５　この会則は、平成 20 年４月１日から施行する。
６　この会則は、平成 23 年５月 19 日から施行する。
７　この会則は、平成 25 年５月 23 日から施行する。
８　この会則は、平成 27 年４月 27 日から施行する。
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三連協歴任会長一覧

１ 平成� ８年９月 16 日

「嘉手納飛行場へのヘリポート移設反対沖縄市、北谷町及び嘉手納町連絡協議会」結成

�代表世話人：�新川秀清（沖縄市長） 事務局：沖縄市

２ 平成� ９年度 �代表世話人：�新川秀清（沖縄市長） 事務局：沖縄市

３ 平成�10 年度　平成 10 年４月１日

「嘉手納飛行場に関する三市町連絡協議会」に呼称変更

� 会長：�仲宗根正和（沖縄市長） 事務局：沖縄市

４ 平成�11 年度 � 会長：�仲宗根正和（沖縄市長） 事務局：沖縄市

５ 平成�12 年度 � 会長：�仲宗根正和（沖縄市長） 事務局：沖縄市

６ 平成�13 年度 � 会長：�仲宗根正和（沖縄市長） 事務局：沖縄市

７ 平成�14 年度 � 会長：�宮城篤実（嘉手納町長） 事務局：嘉手納町

８ 平成�15 年度 � 会長：�宮城篤実（嘉手納町長） 事務局：嘉手納町

９ 平成�16 年度 � 会長：�宮城篤実（嘉手納町長） 事務局：嘉手納町

10 平成�17 年度 � 会長：�宮城篤実（嘉手納町長） 事務局：嘉手納町

11 平成�18 年度 � 会長：�宮城篤実（嘉手納町長） 事務局：嘉手納町

12 平成�19 年度 � 会長：�野国昌春（北谷町長） 事務局：北谷町

13 平成�20 年度 � 会長：�野国昌春（北谷町長） 事務局：北谷町

14 平成�21 年度 � 会長：�野国昌春（北谷町長） 事務局：北谷町

15 平成�22 年度 � 会長：�野国昌春（北谷町長） 事務局：北谷町�

16 平成�23 年度 � 会長：�東門美津子（沖縄市長） 事務局：沖縄市

17 平成�24 年度 � 会長：�東門美津子（沖縄市長） 事務局：沖縄市

18 平成�25 年度 � 会長：�當山宏（嘉手納町長） 事務局：嘉手納町

19 平成�26 年度 � 会長：�當山宏（嘉手納町長） 事務局：嘉手納町

20 平成�27 年度 � 会長：�野国昌春（北谷町長） 事務局：北谷町

21 平成�28 年度 � 会長：�野国昌春（北谷町長） 事務局：北谷町

22 平成�29 年度 � 会長：�桑江朝千夫（沖縄市長） 事務局：沖縄市

23 平成�30 年度 � 会長：�桑江朝千夫（沖縄市長） 事務局：沖縄市
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第 7項　沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会（軍転協）
沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会（軍転協）は、県知事及び軍用地等の所在
する市町村の長をもって構成される組織であり、米軍基地及び自衛隊基地から派生す
る諸問題の解決や跡地利用について、県と市町村が相互に協力することを目的に、昭
和 52 年 4 月 8 日に設立された。
軍転協の主な活動内容は、米軍基地、自衛隊基地に起因する諸問題を解決するため、
日米両政府、米軍に対する要請活動や軍転協会員の研修などである。

平成29年度活動内容
１�会議の開催
（１）幹事会の開催
� 日　　時：平成 29 年９月７日（木）15 時 00 分～ 16 時 00 分
� 場　　所：沖縄県庁舎４階第１・２会議室
� 議　　題：�（１）平成 28 年度事業報告について
� � （２）平成 29 年度事業計画（案）について
� � （３）平成 29 年度定期要請（案）について
� � （４）平成 29 年度役員選出について
� 議　　案：�（１）平成 28 年度歳入歳出決算について
� � （２）平成 29 年度歳入歳出予算（案）について
（２）総会の開催
� 日　　時：平成 29 年 11 月 24 日（金）10 時 30 分～ 12 時 30 分
� 場　　所：かりゆしアーバンリゾート那覇６階
� 議　　案：�（１）平成 28 年度事業報告について
� � （２）平成 29 年度事業計画（案）について
� � （３）平成 29 年度要請活動（案）について
� � （４）平成 29 年度役員選出（案）について

２�要請活動
（１）県外要請
� 要 請 日：平成 30 年１月 24 日（水）
� 要 請 団：�９名（県知事、宜野座村長、那覇市長、浦添市長、金武町長、�

嘉手納町長、北谷町長、読谷村副村長、北中城村副村長）
� 要請内容：基地から派生する諸問題の解決促進に関する要請
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� 要請項目：
� Ⅰ�米軍基地負担の軽減について
� � １��在沖海兵隊の国外移転と嘉手納飛行場より南の施設・区域の返

還等について
� � ２��普天間飛行場の固定化を阻止し、県外移設、早期返還及び危険

性除去を実現することについて
� � ３�オスプレイの配備について
� � ４�米軍人・軍属等による事件等の抜本的防止対策について
� � ５�米軍の演習等に伴う事故等の防止及び安全管理の徹底について
� � ６��嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音等の軽減について
� � ７��米軍の活動及び基地運用による生活環境被害や自然環境破壊の

防止対策の強化について
� � ８��ホテル ･ ホテル訓練区域の解除区域の拡大等、並びに鳥島射爆

撃場及び久米島射爆撃場の返還について
� Ⅱ�日米地位協定の抜本的な見直しについて
� Ⅲ�米軍施設・区域の返還及び跡地利用に係る諸問題の解決促進について
� � １�駐留軍用地跡地利用に関する諸施策の着実な推進について
� � ２��公共事業の実施に伴う駐留軍用地の一部返還の迅速化及び米軍

発注工事における県内建設業者による受注機会の拡大について
� � ３�駐留軍関係離職者等臨時措置法の期限延長について
� 要 請 先：�内閣総理大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣（沖縄及び北方

対策担当）、外務大臣、防衛大臣、在日米軍司令官、駐日米国大使、
自由民主党幹事長、公明党代表

（２）県内要請
� 要 請 日：平成 30 年１月 19 日（金）
� 要 請 団：�７名（宜野座村長、うるま市長、嘉手納町長、北中城村長、国頭村

副村長、読谷村副村長、浦添市企画部長）
� 要請内容：県外要請と同じ
� 要 請 先：在日米軍沖縄地域調整官、在沖米国総領事
（３）緊急要請
� 要 請 日：平成 30 年１月 19 日（金）、平成 30 年１月 24 日（水）
� 要 請 団：県外・県内要請と同じ
� 要請内容：相次ぐ米軍機の事故について
� 要 請 先：県外・県内要請と同じ
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３�研修会の開催
日　　時：平成 30 年３月 14 日（水）14 時 00 分～ 15 時 30 分
場　　所：�沖縄県中部合同庁舎４階３・４会議室� �

テーマ「米軍航空機事故と現地での対応について」
講　　師：内閣官房沖縄危機管理官黒川清彦
参 加 者：49 名（県、市町村及び関係団体職員）
４�視察の実施（県内視察）
日　　時：平成 30 年３月 14 日（水）
目　　的：�基地から派生する諸問題の解決を促進する観点から、県内の米軍・自衛

隊施設等を視察する。
視 察 先：嘉手納弾薬庫（知花地区）
視 察 団：19 名（県及び市町村職員）
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沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会会則

（名称）
本会は、沖縄県軍用地転用第１条�促進・基地問題協議会（以下「協議会」という。）

と称する。
（目的）
第２条�協議会は、県内に所在する米軍、自衛隊の使用地及び未利用のその跡地�
（以下「軍用地等」という。）について、県、市町村間の連絡協調を密にしその利・転
用の促進を図るとともに米軍基地及び自衛隊基地（以下「基地」という。）から発生す
る諸問題について相互に協力してその解決を図ることにより、県民生活と福祉の向上
に寄与することを目的とする。

（組織）
第３条�協議会は、県知事及び軍用地等の所在する市町村の長をもって構成する。�
ただし、軍用地等の所在しない市町村の長であってもその申し出により構成員となる
ことができる。

（事業）
第４条�協議会は、第２条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。
（1）�軍用地等の利・転用促進に関すること。
（2）�基地問題及び軍用地転用計画（市町村計画）の調査研究に関すること。
（3）�基地の返還及び整理縮小に関すること。
（4）�基地被害の防止及び除去に関すること。
（5）�基地問題及び軍用地等の利・転用促進に係る渉外及び広報宣伝に関すること。
（6）�軍用地跡地地主会の結成、指導育成に関すること。
（7）�基地問題及び軍用地等の利・転用促進に係る資料の収集及び整理に関すること。
（8）�その他、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

（役員）
第５条�協議会に次の役員を置く。
（1）�会長
（2）�副会長２名
２�会長は、県知事とする。
３�副会長は会員のうちから総会で選出する。
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（役員の職務）
第６条�会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
２�副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（役員の任期）
第７条�副会長の任期は、１年とする。ただし、再選を妨げない。

（総会）
第８条�協議会の総会は、会長が召集する。
２�総会は、毎年度１回の通常総会と会長が必要と認めて召集する臨時総会とする。

（総会の議決事項）
第９条�次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
（1）�要請書の採択に関する事項
（2）�事業の計画及び報告に関する事項
（3）�会則の改正に関する事項
（4）�その他会長が必要と認める事項

（総会の議長及び議事）
第 10 条�総会の議長は、会長がこれにあたり、議事を主宰する。
２��総会の会議は、会員の２分の１以上が出席しなければ開くことができず、その議
事は出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（専決処分）
第 11 条�総会の議決を要する事項で特に緊急を要するものについては、会長が幹事会
の意見を聞いた上で、専決処分することができる。
２��会長は、前項の専決処分をした場合においては、次の総会にこれを報告しその承
認を求めなければならない。

（幹事）
第 12 条�協議会にその事務を処理させるため、幹事を置く。
２��幹事は、県知事公室基地対策課長、県企画部企画調整課長、軍用地等所在市町村
及び第３条ただし書きの市町村の軍用地等関係担当課（室）長を充てる。
３�幹事のうち、県知事公室基地対策課長を幹事長とする。

（幹事会）
第 13 条�予算及び決算に関する事項、総会の委任を受けた事項、総会に付議する事項、
緊急を要する事項及びその他必要な事項を審議させるために協議会の下に幹事を会員
とする幹事会を置く。
２�予算の決定及び決算の承認は幹事会において行う。
３�幹事会は、幹事長が適宜招集し、幹事長が議長となり議事を整理する。
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４��幹事会は、幹事の２分の１以上が出席しなければ開くことができず、その議事は
出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは幹事長の決するところによる。

（会計監事）
第 14 条�協議会の会計を監査するため幹事のうちから２人を会計監事とし、幹事長が
任命する。
２�会計監事の任期は、１年とする。ただし、再任を妨げない。

（専門部会）
第 15 条�特定の問題を協議するため、幹事会の決定により専門部会をその都度設置す
ることができる。
２��専門部会は、県、当該問題に関係する軍用地等所在市町村及び第３条ただし書き
の市町村でもって構成する。
３�専門部会は、幹事長が主宰する。
４�幹事長は、専門部会における協議事項の結果について、幹事会に報告する。

（意見聴取）
第 16 条�総会、幹事会及び専門部会は第４条の事業に関する審議を行う場合は、地主
会代表者、学識経験者及びその他の者から意見を聴くことができる。

（会計及び経費）
第 17 条�協議会の会計は、毎年４月１日から始まり、翌年の３月 31 日に終わる。
２��協議会の経費は、第３条で規定する構成員が分担する分担金及びその他の収を
もって充てる。

（分担金）
第 18 条�分担金は、総経費の３分の１を県、その他３分の２を市町村がそれぞれ負担
するものとする。
２�市町村が負担する分担金の額は別に定める。

（事務局）
第 19 条�協議会に事務局を置き、その庶務経理は、県知事公室基地対策課で行う。
２�県知事公室基地対策課長を事務局長とする。

（細則）
会長は、この会則に定める第 20 条�もののほか、協議会の運営に関し必要な事項に
ついては、幹事会の議決を経て、細則を定めることができる。
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附則
１�この会則は、昭和 52 年４月８日から施行する。
�２��設立当初の協議会の会計年度は、第 15 条の規定にかかわらず昭和 52 年４月８日
から翌年の３月 31 日に終わるものとする。
附�則（昭和 55 年１月 29 日�一部改正）
１�この会則は、昭和 55 年１月 29 日から施行する。
２��昭和 54 年度県、市町村分担金の割合及びその額は第 17 条の規定にかかわらず別
表１及び別表２のとおりとする。
附�則（昭和 58 年 11 月 22 日�一部改正）
この会則は、昭和 58 年４月１日から適用する。
附�則（平成２年５月 25 日�一部改正）
この会則は、平成２年４月１日から適用する。
附�則（平成５年６月 15 日�一部改正）
この会則は、平成５年４月１日から適用する。
附�則（平成 10 年８月６日�一部改正）
この会則は、平成 10 年４月１日から適用する。
附�則（平成 11 年７月 21 日�一部改正）
この会則は、平成 11 年４月１日から適用する。
附�則（平成 12 年７月 27 日�一部改正）
この会則は、平成 12 年４月１日から適用する。
附�則（平成 17 年８月 11 日�一部改正）
この会則は、平成 17 年４月１日から適用する。
附�則（平成 21 年８月 18 日�一部改正）
この会則は、平成 21 年８月 19 日から適用する。
附�則（平成 23 年 10 月 18 日�一部改正）
この会則は、平成 24 年４月１日から適用する。
附�則（平成 27 年１月 19 日�一部改正）
この会則は、平成 27 年１月 20 日から適用する。
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沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会　役員名簿
（平成 31 年 1 月 21 日現在）

会 　 長 沖縄県知事� 玉　城　デニー

副 会 長
沖縄市長� 桑　江　朝千夫

宜野座村長� 當　眞　　　淳

沖縄県軍用地転用促進・基地問題協議会　会員名簿
（平成 31 年 1 月 21 日現在）

職　　名 氏　　名

沖縄県知事 玉　城　デニー

那 覇 市 長 城　間　幹　子

宜野湾市長 松　川　正　則

石 垣 市 長 中　山　義　隆

浦 添 市 長 松　本　哲　治

名 護 市 長 渡具知　武　豊

糸 満 市 長 上　原　　　昭

沖 縄 市 長 桑　江　朝千夫

うるま市長 島　袋　俊　夫

宮古島市長 下　地　敏　彦

南 城 市 長 瑞慶覧　長　敏

国 頭 村 長 宮　城　久　和

東 村 長 伊　集　盛　久

本 部 町 長 平　良　武　康

職　　名 氏　　名

恩 納 村 長 長　浜　善　巳

宜野座村長 當　眞　　　淳

金 武 町 長 仲　間　　　一

伊 江 村 長 島　袋　秀　幸

読 谷 村 長 石　嶺　傳　實

嘉手納町長 當　山　　　宏

北 谷 町 長 野　国　昌　春

北中城村長 新　垣　邦　男

中 城 村 長 浜　田　京　介

渡名喜村長 桃　原　　　優

北大東村長 宮　城　光　正

久米島町長 大　田　治　雄

八重瀬町長 新　垣　安　弘

与那国町長 外　間　守　吉
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第 4 章　基地と市議会

第 1項　組織及び活動
議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権、調査権、監査権
など多くの権限が与えられており、これらの権限に基づいて、市議会では次のような
仕事を行っています。

議決
市議会の最も基本的な権限で、条例を制定、改正、廃止したり、予算を定めたり、
決算を認定したり、重要な契約や財産の取得、処分の決定を行います。

選挙・同意
議長、副議長や選挙管理委員などを選挙したり、市長が副市長、教育委員、監査委
員などを選任する際に同意を与えます。

検査・監査・調査
市政が適正に行われているかを監視するため、市の事務を調査、検査したり、監査
委員に意見を求めます。

意見書
地方自治法第 99 条の規定により、市の公益に関することについて議会の意見を記載
した文書を国会または関係行政庁に提出します。

決議
議会が行う事実上の意思形成行為で対外的に政治的効果を期待する場合に提出します。
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議会の構成

議　会

議会運営委員会

常任委員会

特別委員会

総務委員会

教育福祉委員会

市民経済委員会

建設委員会

基地に関する調査特別委員会

常任委員会
広範多岐にわたり、専門化し技術化していく市の事務を合理的・能率的に調査し、
審議するためには委員会を設け、審議することが最も能率的です。そのため、議会が
地方公共団体の事務に関する調査及び議案、陳情等の審査を行わせるため、条例で定め、
常設する委員会です。

特別委員会
常任委員会及び議会運営委員会のほかに、特定事件を審査するために設置される委
員会で、本市には米軍基地及び自衛隊基地に関する調査等をおこなうための「基地に
関する調査特別委員会」が設置されています。
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基地問題に関する可決された意見書・決議一覧

（平成 22 年度～平成 29 年度）
可決年月日 件　　　　名

H22.	 4.	12 続発する米軍人による事件・事故に関する意見書�
続発する米軍人による事件・事故に関する抗議決議

H23.	 2.	17 嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練に関する意見書�
嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練に関する抗議決議

H23.	 3.	15 ケビン・メア米国務省日本部長の発言に対する抗議決議

H23.	 4.	 1 AV8Bハリアー垂直離着陸攻撃機からの訓練用照明弾（フレア）誤射に�
関する意見書
AV8Bハリアー垂直離着陸攻撃機からの訓練用照明弾（フレア）誤射に�
関する抗議決議

H23.	 4.	18 米軍属による交通死亡事故に係る不起訴処分に関する意見書

H23.	 5.	13 日米地位協定の抜本的改正の早期実現と続発する米軍人・軍属・その
家族による事件・事故に関する意見書
日米地位協定の抜本的改正の早期実現と続発する米軍人・軍属・その
家族による事件・事故に関する抗議決議

H23.	 6.	 9 嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練に関する意見書�
嘉手納基地におけるパラシュート降下訓練に関する抗議決議

H23.	 9.	12 F-15 戦闘機及びFA18 ホーネット等の機体不備に対する意見書
F-15 戦闘機及びFA18 ホーネット等の機体不備に対する抗議決議

H23.	 9.	28 在沖米軍基地における枯れ葉剤の使用、貯蔵とその処理に対する意見書

H23.	12.	16 「垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの米軍普天間飛行場への配備方針」
の即時撤回を求める意見書
「垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの米軍普天間飛行場への配備方針」
の即時撤回を求める抗議決議

H23.	12.	16 前沖縄防衛局長の不適切発言に抗議し、防衛大臣の責任を明確にする
とともに環境影響評価書提出の断念を求める抗議決議

H24.	 6.	28 駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書
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可決年月日 件　　　　名

H24.	 6.	28 米軍普天間飛行場へのＭＶ 22 オスプレイ配備等に反対する意見書
米軍普天間飛行場へのＭＶ 22 オスプレイ配備等に反対する抗議決議

H24.	 9.	27 米兵による強制わいせつ致傷事件に関する意見書
米兵による強制わいせつ致傷事件に関する抗議決議

H24.	10.	19 米海軍兵による集団強姦致傷事件に関する意見書�
米海軍兵による集団強姦致傷事件に関する抗議決議

H24.	11.	12 米兵による住居侵入傷害事件に関する意見書�
米兵による住居侵入傷害事件に関する抗議決議

H25.	 5.	31 嘉手納基地所属F-15 戦闘機の墜落事故に対する意見書�
嘉手納基地所属F-15 戦闘機の墜落事故に対する抗議決議

H25.	 6.	25 沖縄市サッカー場工事現場からのドラム缶の出土に関する意見書

H25.	 7.	 1 認可外保育所への防音工事費等の助成を求める意見書

H25.	 8.	 5 沖縄市サッカー場人工芝敷設工事現場から発見されたドラム缶などの�
ダイオキシン類等検出に関する意見書

H25.	 8.	12 嘉手納基地所属ＨＨ -60 ヘリコプターの墜落事故に対する意見書
嘉手納基地所属ＨＨ -60 ヘリコプターの墜落事故に対する抗議決議

H26.	 3.	19 嘉手納基地所属Ｆ -15 戦闘機の風防ガラス落下事故に対する意見書
嘉手納基地所属Ｆ -15 戦闘機の風防ガラス落下事故に対する抗議決議

H26.	 6.	 2 米軍嘉手納基地所属航空機の相次ぐ部品落下事故に対する意見書
米軍嘉手納基地所属航空機の相次ぐ部品落下事故に対する抗議決議

H26.	12.	16 本市美里の県道で起きた在沖米海兵隊少佐によるひき逃げ事件に関する
意見書
本市美里の県道で起きた在沖米海兵隊少佐によるひき逃げ事件に関する
抗議決議

H27.	 3.	23 相次ぐ米軍機による部品落下事故に関する意見書�
相次ぐ米軍機による部品落下事故に関する抗議決議

H27.	 3.	23 F-16 戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する意見書

140 基地と沖縄市



可決年月日 件　　　　名

H27.	 3.	23 辺野古沖埋め立て作業を強行する政府に対して抗議し、米軍新基地建設
の中止と普天間基地の閉鎖・撤去を求める意見書

H27.	 7.	 7 相次ぐ米軍人による事件・事故に抗議し、綱紀粛正の徹底等を強く求める�
意見書
相次ぐ米軍人による事件・事故に抗議し、綱紀粛正の徹底等を強く求める�
抗議決議

H27.	10.	 2 米軍ヘリ墜落事故に対する意見書
米軍ヘリ墜落事故に対する抗議決議

H28.	 3.	17 F-22 及び F-16 戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に伴う騒音被害増加
に関する意見書
F-22 及び F-16 戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に伴う騒音被害増加
に関する抗議決議

H28.	 3.	17 度重なる米軍人・軍属による事件事故並びに飲酒運転に対する意見書
度重なる米軍人・軍属による事件事故並びに飲酒運転に対する抗議決議

H28.	 3.	24 比謝川水系未整備区間拡張工事の早期整備に関する意見書

H28.	 3.	24 米兵による女性暴行事件に関する意見書�
米兵による女性暴行事件に関する抗議決議

H28.	 5.	25 米軍属による女性死体遺棄事件に関する意見書�
米軍属による女性死体遺棄事件に関する抗議決議

H28.	 7.	 5 在沖米空軍軍属及び在沖米海軍兵による飲酒運転事故に対する意見書
在沖米空軍軍属及び在沖米海軍兵による飲酒運転事故に対する抗議決議

H28.	 7.	 5 米軍属の覚せい剤取締法等違反に対する意見書�
米軍属の覚せい剤取締法等違反に対する抗議決議

H28.	 7.	 5 防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱の改正に伴う防音工事に係る維
持費補助の見直しに対する意見書

H28.	 8.	18 米軍嘉手納基地所属F-15 戦闘機からのフレア（照明弾）誤射に対する
意見書
米軍嘉手納基地所属F-15 戦闘機からのフレア（照明弾）誤射に対する
抗議決議
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可決年月日 件　　　　名

H28.	 9.	26 米海兵隊AV-8B ハリアー戦闘攻撃機の墜落事故に対する意見書
米海兵隊AV-8B ハリアー戦闘攻撃機の墜落事故に対する抗議決議

H28.	12.	19 米軍普天間基地所属MV-22 オスプレイの相次ぐ事故に対する意見書
米軍普天間基地所属MV-22 オスプレイの相次ぐ事故に対する抗議決議

H28.	12.	19 住宅防音工事の予算確保とコンター見直しを求める意見書

H29.	 6.	15 F-16�戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する意見書
F-16�戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する抗議決議

H29.	 6.	15 米軍の相次ぐ SACO合意違反に対する意見書
米軍の相次ぐ SACO合意違反に対する抗議決議

H29.	 7.	 4 駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長に関する意見書

H29.	 8.	 8 嘉手納基地所属米空軍兵による傷害事件に関する意見書
嘉手納基地所属米空軍兵による傷害事件に関する抗議決議

H29.	 9.	14 米軍普天間基地所属MV-22 オスプレイのオーストラリア沖墜落事故に
対する抗議決議

H29.	10.	 2 MV-22 オスプレイの大分空港などへのたび重なる緊急着陸に対する抗
議決議

H29.	10.	18 米軍普天間基地所属 CH-53 ヘリコプターの不時着、炎上事故に関する
意見書
米軍普天間基地所属 CH-53 ヘリコプターの不時着、炎上事故に関する
抗議決議

H29.	12.	22 F-35A 戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する意見書
F-35A 戦闘機の嘉手納基地への暫定配備に関する抗議決議

H29.	12.	22 米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対する意見書
米軍普天間基地所属CH-53Eヘリコプターの窓落下事故に対する抗議決議

H30.		2.	14 米軍機の相次ぐ不時着事案に対する意見書
米軍機の相次ぐ不時着事案に対する抗議決議

H30.	 3.	23 嘉手納基地所属F-15 戦闘機による部品遺失に対する意見書
嘉手納基地所属F-15 戦闘機による部品遺失に対する抗議決議
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第 5 章　基地と市財政

第 1項　市町村財政における基地関係収入

（１）基地関係収入
基地を抱える県下の市町村は、基地に関連した収入を得ており、これらの収入（以下、

「基地関係収入」と称する）は、当該市町村財政に深く組み込まれ、構造的なものとなっ
ている。
基地関係収入には次のようなものがある。

ア   「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」（いわゆる「基地周辺整備法」）
に基づくもの（防衛省所管）
（ア）防音工事等への各種助成事業
（イ）特定防衛施設周辺整備調整交付金（SACO交付金含む）

イ   基地交付金（総務省所管）
（ア）助成交付金（国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律）
（イ）調整交付金（施設等所在市町村調整交付金要綱）

ウ   市町村が軍用地主としての立場から受け取る地代等（市町村歳入の財産運用収入に
計上）

エ その他の補助金等
（ア）返還道路整備事業補助金
（イ）防音事業関連維持費補助金
（ウ）施設区域取得事務委託金
（エ）再編交付金
（オ）再編推進事業補助金
（カ）残地補償金
（キ）防衛施設周辺補償事業補助金交付要領による補助事業
（ク）防衛省関連文化財発掘事業�等
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（２）市町村の基地関係収入の現状
平成 28 年度における県内 41 市町村全体の歳入総額は約 7,776 億円で、このうち基地
関係収入が約 278 億円あり、全体の 3�6 パーセントを占めている。
本市における平成 28 年度歳入総額は約 679 億円で、このうち基地関系収入が約 39
億円あり、5�8 パーセントを占めている。
基地所在市町村 26 団体※１の歳入総額に占める基地関係収入の割合は、4�1 パーセン

トとなっている。
歳入総額（億円） 割合（％）

41 市町村A 基地所在
26 市町村　B

基地関係
収入　C

うち基地所在
市町村分　D D/A D/B

7,776 6,653 278 276 3�6 4�1

なお、基地関係収入が歳入総額の 5パーセント以上を占める市町村は本市を含む 13
団体あり、うち 20パーセント以上を占める市町村は、宜野座村、恩納村、金武町及び嘉
手納町の4団体となっている。この数値は、いわば財政の基地依存度を示すものといえる。

割　合 団体数 団体名
20％以上 4 宜野座村、恩納村、金武町、嘉手納町
10 ～ 20％ 0 ―
5 ～ 10％ 9 宜野湾市、名護市、沖縄市、国頭村、伊江村、読谷村、北谷町、

北中城村、渡名喜村
0～ 5％未満 14 那覇市、石垣市、浦添市、糸満市、うるま市、宮古島市、�

南城市、東村、本部町、中城村※２、西原町※2、久米島町、�
八重瀬町、与那国町

収入なし 14 上記以外の市町村

※１: 基地所在市町村のうち、北大東村は基地関係収入がない。
※ 2: 中城村、西原町は、基地所在市町村ではないが、基地収入がある。

また、金額ベースでみると、基地関係収入 1億円未満が 8団体、�1 億から 10 億円未
満が 8団体、10 億円以上が本市を含む 11 団体となっている。

区　分 団体数 団体名
20 億円以上 6 名護市、沖縄市、恩納村、宜野座村、金武町、嘉手納町

15 ～ 20 億円 3 宜野湾市、うるま市、北谷町

10 ～ 15 億円 2 浦添市、読谷村

5～ 10 億円 3 那覇市、伊江村、北中城村

1～ 5億円 5 国頭村、東村、西原町、渡名喜村、久米島町

1億円未満 8 石垣市、糸満市、宮古島市、南城市、本部町、中城村、�
八重瀬町、与那国町

収入なし 14 上記以外の市町村
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基地関係収入の種類別内訳をみると、基地交付金・調整交付金が 71 億円、基地関係
の財産運用収入（軍用地料等）が 112 億円、防衛施設周辺整備補助金・委託金が 74 億
円となっている。

単位：億円

基地交付金・
調整交付金

基地関係の
財産運用収入

防衛施設周辺整備
補助金・委託金

その他の
補助・委託金 合計

71 112 74 20 278

（３）基地関係収入と市町村財政への影響
平成 28 年度市町村決算において、歳入総額に占める基地関係収入の割合を見ると、
宜野座村の35�2パーセントを筆頭に、恩納村の30�1パーセント、金武町27�5パーセント、
嘉手納町 21�9 パーセント、以下、伊江村、北谷町、読谷村等の順に続いている。
これらの市町村の平成 28 年度における経常一般財源等比率をみると、宜野座村
154�5 パーセント、恩納村141�3 パーセント、金武町144�5 パーセント、嘉手納町137�8 パー
セントとなっており、上位はすべて基地所在市町村が占めている。
経常一般財源等比率は、経常一般収入額を標準財政規模で除した数値で、一般財源
について標準的に期待される額と現実の収入額の割合を示し、平成 28 年度の市町村平
均は 105�4 パーセントとなっている。
また、経常収支比率は、経常的な一般財源が義務的性格の強い経常費にどの程度充
当されているかという指標で、財政のエンゲル係数といわれ、率の低いほど好ましい
ものであるが、平成 28 年度の市町村の平均が 86�7 パーセントのところ、嘉手締町 72�3
パーセント、伊江村 78�1 パーセント、恩納村 80�4 パーセント、北谷町 81�1 パーセント、
沖縄市 84�7 パーセントとなっている。
このように、一般的に、基地所在市町村は、基地のない市町村に比べ、財源が豊か
で財政構造も弾力的な構造となっている。
逆にいえば、もし、これらの基地関係収入が大幅に減少またはゼロになった場合には、
財政に大きな打撃を被ることとなる。ゆえに、基地依存の財政体質からの脱却は、基
地所在市町村にとって大きな課題の一つであると言うことができる。
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都
市
計

町
村
計

市
町
村
計

（単
位

：千
円

、
％

）

基
地
交
付
金

区
分

市
町
村
名

防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律

財
産

運
用

収
入

(基
地

関
係

の
み

)

合
計

歳
入

総
額

に
占

め
る

割
合

（％
）

歳
入

総
額

(決
算

額
）

返
還

道
路

整
備

事
業

補
助

金

防
音

事
業

関
連

維
持

補
助

金

施
設

区
域

取
得

事
務

委
託

金

市
町
村
基
地
関
係
収
入（
平
成
28
年
度
基
地
に
関
連
す
る
歳
入
）

注
１
．米
軍
基
地
ま
た
は
自
衛
隊
基
地
が
所
在
す
る
の
は
、計
26
市
町
村
と
な
っ
て
い
る
。	

３
．基
地
交
付
金
及
び
歳
入
総
額（
決
算
額
）以
外
は
各
市
町
村
の
報
告
数
値
で
あ
る
。

　
　
◎
米
軍
基
地
及
び
自
衛
隊
基
地
が
所
在
す
る
市
町
村（
9団
体
）　
　
○
米
軍
基
地
の
み
が
所
在
す
る
市
町
村
(1
2団
体
）	

４
．そ
の
他
は
、残
地
補
償
金
、防
衛
施
設
周
辺
補
償
事
業
補
助
金
交
付
要
領
に
よ
る
補
償
事
業
及
び
防
衛
省
関
連
文
化
財
発
掘
事
業
等
で
あ
る
。

　
　
□
自
衛
隊
基
地
の
み
が
所
在
す
る
市
町
村
(5
団
体
）	

５
．沖
縄
の
米
軍
及
び
自
衛
隊
基
地（
統
計
資
料
集
）を
基
に
作
成
。

　
２
．基
地
の
所
在
し
な
い
市
町
村
で
あ
っ
て
も
、近
隣
基
地
に
よ
る
騒
音
等
の
影
響
か
ら
、助
成
等
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
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第 6 章　基地周辺整備事業

第 1項　国の基地周辺対策
基地を抱える地方公共団体は、基地の存在及びその運用に伴う諸問題によって地域の生活環

境の整備・保全や産業振興等に様々な障害を受けており、また、基地に起因する問題も広範多
岐にわたるとともに深刻化している。
基地周辺の生活環境の整備や民生安定のために講じられている国の施策の概要は次のとおり

である。

（1）基地周辺整備事業
昭和 28 年 8月に制定された「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失

の補償に関する法律（以下、本節において「特損法」という。）」は、米軍等の行為により損失、
損害が発生したときの補償制度を確立したものであり、補償の対象も農林業、学校教育事業、医
療保険事業等の特定の業種を営む者に限定され、周辺地域の住民の被害を未然に防止軽減す
るものではなかった。
その後、行政措置により騒音防止、防災工事、道路整備、飛行場周辺の安全対策事業とし

て住宅移転等の補償等が行われてきたが、基地問題の抜本的解決には至らなかった。
そのため、昭和 41 年 7月に「防衛施設周辺の整備等に関する法律」が制定され、これまで
行政措置で実施してきた各種障害に対する防止及び軽減措置について法制化するとともに、市
町村が行う施設周辺の民生安定事業に対しても助成措置が講じられることになった。
しかし、昭和 40 年代後半になると、高度経済成長に伴う基地周辺の都市化現象の進展、地
域開発計画との統合が生じ、また、生活環境保全に関する住民意識の高揚等があって、従前の
措置では十分な対応は困難となってきたため、従前の内容のほか、新たな飛行場周辺の航空機
騒音対策として、住宅防音工事、緑地帯の整備等及び公共用施設の整備に充てる費用としての
特定防衛施設周辺整備調整交付金制度を新設した「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関
する法律」が、昭和 49 年 6月27日、基地周辺の地方公共団体や住民等の強い要望もあって
成立した。
本県においては、復帰前はこれら被害に対して、一部外国補償請求法等に基づく補償制度は

あったもののほとんど救済の途はなく、特に被害防止等のための基地周辺対策については全くと
いっていいほど措置されなかった。
復帰後においては、各種の補償制度や周辺対策制度が適用され、障害の防止又は軽減及び

基地周辺の民生安定等のため種々の施策が講じられるようになった。
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」は、第 1条において、「自衛隊等の行為
又は防衛施設の設置若くは運用により生ずる障害の防止等のため防衛施設周辺地域の生活環境
等の整備について必要な措置を講ずるとともに、自衛隊の特定の行為により生ずる損失を補償する
ことにより、関係住民の生活の安定及び福祉の向上に寄与すること」を目的としている。
同法における主な施策は次のとおりである。
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1．障害防止工事の助成
ア　障害防止工事の助成（法第 3条第 1項）
�　地方公共団体等が、米軍等の特定の行為による障害（①機甲車両等の頻繁な使用による
道路の損傷、②戦車等及び射爆撃訓練による演習場の荒廃、付近の河川での洪水や土砂流
出等の被害、③通信施設等からの強力な電波発射や航空機の低空飛行による周辺民家のテ
レビ映像が不鮮明になること等）を防止又は軽減するため、道路や河川の改修、砂防えん堤
の設置、共同通信アンテナ設置等の工事を行うときは、国が予算の範囲内においてその費用
の全部又は一部を補助する制度である。
�　法の運用にあたっての地元地方公共団体の意向の十分な反映、予算の増額、補助対象
の拡大等を渉外関係主要都道府県知事連絡協議会を通して国に要望しているところである。

イ　学校等騒音防止工事の助成（法第 3条第 2項）
�　学校教育の場や病弱者等の身体的弱者保護の場は、特に静穏を必要とされることから、米
軍等の航空機の離着陸、射撃、爆撃等の使用の頻繁な実施等による著しい音響を防止し、
又は軽減するため、学校、病院、診療所、助産所、保健所、保育所、特別養護老人ホーム、
母子健康センター、福祉型障害児入所施設等の施設について、地方公共団体等が必要な工
事を行うときは、国がその者に対し予算の範囲内においてその費用の全部又は一部を補助する
制度である。
�　現行の補助制度については、現場から学校等の防音施設に係る維持管理費、耐用年数を
経過した空調機器等の更新並びに一定の年月を経過し老朽化が箸しく、防音効果が低下した
建具等の更新についても全額国庫負担にしてほしいとの改善要望が出されていることから、県
でもこれを渉外関係主要都道府県知事連絡協議会を通して国に要望しているところである。

2．住宅防音工事の助成（法第 4 条）
防衛大臣は、米軍等の飛行場や対地射撃場の周辺地域において、航空機の騒音の度合を防

衛省令で定める方法で測定し、その算定結果を基準に外側から第一種（WECPNL値（以下「W
値」という）75 以上）、第二種（W値 90 以上）、第三種（W値 95 以上）の区域を指定している（次
図参照）。
第一種区域に指定の際、現に所在する住宅について、その所有者等が防音工事を行うときは、

国がその工事に対し助成する制度である。

【飛行場周辺における区域図】
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【WECPNL】
WECPNLは、「Weighted�Equivalent�Continuous�Perceived�Noise�Level」（加重等価継

続感覚騒音レベル）の略で音響の強度（㏈（A）：デシベル）、発生頻度、発生時間帯などの諸
要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量（総暴露量）を1日の平均として総合的に評
価する基準で、ICAO（国際民間航空機構）で提案された航空機騒音の「うるささ」を表す単
位である。

【航空機騒音に係る環境基準の一部改正について】
「航空機騒音に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 154 号）の一部改正により、
航空機騒音に係る評価指数が「WECPNL」から「L�den」に変更されたことに伴い、「防衛施
設周辺の生活環境等に関する法律施行規則」（昭和 49 年総理府令第 43 号）が一部改正され、
平成 25 年 4月1日以降の第一種区域等の指定については「L�den」が適用されている。
第一種区域は62㏈、第二種区域は73㏈、第三種区域は76㏈となっている。

【L den】
夕方の騒音、夜間の騒音に重み付けを行い評価した1日の等価騒音レベル。評価については、

算式アにより1日ごとの L denを算出し、全測定日の L denについて、算式イによりパワー平均を算
出する。
　　算式ア

	 注：	i、j 及び k とは各時間帯で観測標本の i 番目、j 番目及び k 番目をいい LAE,diとは、
午前 7 時から午後 7 時までの時間帯における i番目の LAE、LAE,ejとは、午後 7 時か
ら午後 10 時までの時間帯における j 番目の LAE、LAE,nkとは、午前 0 時から午前 7
時まで及び午後10時から午後12時までの時間帯における k番目のLAEをいう。また、
Toとは、基準化時間（1 秒）いい、Tとは、観測 1 日の時間（86,400 秒）をいう。

　　算式イ

	 注：Nとは、測定日数をいい、Lden,iとは、測定日のうち i番目の測定日の Ldenをいう。

現行の補助制度については、当該市長村からも年々改善要望が出されており、県もこれを受け、
渉外関係主要都道府県知事連絡協議会を通して、以下の要望を国に対し行っているところである。
①�　防音工事に係る補助対象施設を事務所、店舗等に拡大すること。
　�　なお、運用上、一部補助対象施設と認められている認可外保育施設については、その全
てを補助対象施設とすること。また、随時、騒音調査を行い、砲射撃演習等の騒音に関す
る住宅防音工事対象区域の拡大と予算の十分な確保に努めること。
②�　住宅防音工事の希望者に対して早期に工事が完了するよう十分な予算の確保に努めるこ
と。また、空気調和機器機能復旧工事や高齢者、乳幼児、障害者の居住する住宅の防音
工事は優先的に実施すること。
③�　住宅防音工事については、対象区域の拡大（周回飛行コース下等）及び全室施工を図る
とともに、環境基準達成を目的とした年次計画をたてて、早急に実施完了するよう努力するこ
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と。また、区域指定後の新築・増改築住宅や防音工事実施済住宅の建て替えに伴う防音工
事の再補助（建て替え防音工事）についても、制度の拡充と十分な予算の確保に努めること。
④�　第 1 種区域に係る指定値を、62デシベル（L�den 値）から航空機騒音の環境基準 57
デシベル（L�den 値）に改めること。
⑤�　住宅防音工事区域の指定・変更にあたっては、騒音被害の実態、住宅の分布状況、地
形等を考慮し、特に区画については、地元地方公共団体及び地元住民の意向を十分に尊
重のうえ対処すること。また、第 1種区域内は全て第 I 工法とするなど防音工事施工基準
の改善及び工事費の限度額の引上げを図ること。なお、米軍飛行場の運用の変更等により
騒音状況に悪化が認められる場合は、早急に住宅防音工事区域の指定。変更を実施する
こと。
⑥�　住宅及び義務教育施設等（工事種別を問わない。）の防音施設に係る維持管理費（光
熱費）、耐用年数を経過した空調機器の更新並びに一定の年月を経過し老朽化が著しく、
防音効果が低下した建具等の更新についても全額国庫負担とすること。
　　特に、生活保護世帯については、さらに充実すること。
⑦　航空機騒音に関して、次の措置を講ずること。
　・�国における基地周辺の常時騒音測定機器の増設及び低空飛行訓練による住民からの苦
情が多い地域への騒音測定器等設置による調査体制の整備及び測定データの公表

　・国における電話機の増設、人員の確保等苦情処理体制の充実
　・地元地方公共団体の苦情処理に対する助成
⑧�　航空機騒音の周辺住民に与える影響について、早急に国による実態調査を実施し、調査
方法及び調査結果を速やかに公表すること。また、その結果、受忍限度を超える騒音被害
がある場合は、早急に改善を図るとともに、騒音被害が軽減されるまでの間、当該調査結果
をもとに、地域の実情を踏まえた交付金制度を創設すること。
⑨�　地方公共団体が実施する航空機騒音対策のための騒音調査について、測定機器の整備
費・保守管理費・更新に係る経費及び測定に要する経費に対する助成措置を講ずること。
⑩�　テレビ受信料の助成区域を拡大し、助成額の増額を行うとともに、電話通信料の助成措置
を講ずること。
⑪�　国が進めているテレビのデジタル放送についても、基地に起因する電波障害等の影響を調
査し、必要な措置を講ずること。

【住宅防音工事の実施状況】
国は昭和 53 年 12月28日、嘉手納飛行場周辺について防衛施設周辺の生活環境の整備等

に関する法律第 4条、第 5条、第 6条に基づいて第一種、第二種、第三種区域を指定した。
住宅防音工事の対象となる第一種区域は、うるささ指数がW値 85 以上から80 以上に改正され
たことに伴い、国は昭和 56 年 7月18日、嘉手納飛行場周辺の区域を指定し、普天間飛行場
周辺（宜野湾市の一部）の区域を指定した。
また、同法施行規則で定める第一種区域のW値が環境基準のⅡ類型と同じ75 以上まで再々
度引き下げられたことに伴い、国は昭和 58 年 3月10日、嘉手納飛行場周辺の区域を、昭和 58
年 9月10日、普天間飛行場周辺の区域を指定した。これにより、嘉手納飛行場に係る第一種区
域は嘉手納町、北谷町、読谷村の全域を含む沖縄市、石川市（現うるま市）、宜野湾市、具
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志川市（現うるま市）、北中城村、恩納村の9市町村、普天間飛行場に係る第一種区域は宜野
湾市、浦添市、北谷町、北中城村の4市町村にまたがっている。
なお、全国の第一種区域については、最終指定告示以降相当の年数が経過し、その間、航
空機の騒音状況に変化が見られること、平成 14 年 7月に当時の防衛施設庁長官の私的懇談会
である「飛行場周辺における環境整備のあり方に関する懇談会」において、「真に騒音の被害
を受けている住民に対して限られた財源を効果的に支出すべきとの観点から、改めて、計画的に
全国の飛行場施設の騒音度を調査した上で、飛行場施設周辺区域の見直しを行い、第一種区
域等を現状の騒音状況と整合させる必要がある。」との提言があったことから、全国の飛行場に
おいて順次区域見直し作業が進められている。

3．移転補償等（法第 5 条）
第一種区域で、特に人が居住するに好ましくないとして防衛大臣が指定する区域（第二種区域、

W値 90 以上）に当該指定の際現に所在する建物、立木竹等について、その所有者が第二種
区域以外のところに移転し又は除去する場合には、国がその者に対し予算の範囲内に為いて補
償する制度である。
移転補償費の引上げ等を渉外関係主要都道府県知事連絡協議会を通して国に要望していると

ころである。

4．民生安定施設の助成（法第 8 条）
米軍基地等の設置又は運用により、その周辺住民の生活又は事業活動が阻害されると認めら

れる場合において、地方公共団体が、その障害の緩和に役立つように生活環境施設（道路、公園、
消防施設、養護老人ホーム、し尿処理・ごみ処理施設等）や事業経営の安定に寄与する施設（農
林漁業用施設等）を整備する場合に、国がその費用の一部を補助する制度である。
この制度の補助割合は、障害の緩和に資するという民生安定の助成の趣旨から原則として一
部補助となっているが、本県における適用については特例が設けられ、一部の補助対象施設に
ついては、全額補助が認められる。

5．特定防衛施設周辺整備調整交付金（法第 9 条）
米軍基地等のうち、ジェット機が離着陸する飛行場、砲撃又は射爆撃が実施される演習場、

港湾、大規模な弾薬庫及び市町村の面積に占める割合の大きい米軍基地等は、一般に面積が
極めて広大で、その存在や運用が周辺地域の生活環境や地域開発に広範かつ著しく影響を及ぼ
している。
米軍基地等の設置、運用により発生する騒音等の障害を防止、軽減するため、国は防音工

事助成等の施策を講じているが、それでもなお基地周辺の市町村は、基地のない（少ない）市
町村に比して生活環境や地域開発に影響を受けていることから、この交付金制度が確立された。
防衛大臣は、このような米軍基地等を「特定防衛施設」として、またこの防衛施設の周辺地

域の市町村を「特定防衛施設関連市町村」として指定することができ、指定された市町村には、
公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業を
行うための費用に充てるための特定防衛施設周辺整備調整交付金が交付される。
交付金の対象としては、交通施設及び通信施設、スポーツ又はレクリエーション施設、環境衛
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生施設、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設、消防施設、産業振興に寄与する施設な
どの公共施設整備のほか、平成 23 年 4月の「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法
律の一部改正」により、医療費の助成やコミュニティバスの運営費の助成など、いわゆるソフト事
業も対象となるなど、幅広いものとなっている。
なお、この交付金は、基地交付金及び調整交付金と違って市町村の一般財源となるような財
政補給金的な交付金ではなく、特定の公共用の施設整備のため交付されるものである。
また、平成 8年 12月のSACO最終報告を受け、SACO合意事案を受け入れた市町村に対し、

「特定防衛施設周辺整備調整交付金」の特別交付分（以下、本章において「SACO交付金」
という。）が計上されるようになった。
沖縄県における平成 28 年度のSACO交付金の実績は、読谷補助飛行場のパラシュート降下

訓練の移転先である伊江村に1億 9,600 万円、嘉手納飛行場の海軍駐機場の移転先である沖
縄市に6,000 万円となっている。

特定防衛施設と特定防衛施設関連市町村（沖縄県）� 沖縄防衛局の資料による
特定防衛施設 特定防衛施設関連市町村

嘉手納飛行場 沖縄市、読谷村、嘉手納町、北谷町
キャンプ・シュワブ 名護市
キャンプ・ハンセン 名護市、恩納村、宜野座村、金武町
伊江島補助飛行場 伊江村
鳥島射爆撃場 久米島町
久米島射爆撃場 久米島町
出砂島射爆撃場 渡名喜村
那覇港湾に所在する防衛施設 那覇市
金武、中城湾に所在する防衛施設
（�天顔浅橋、陸軍貯油施設、海上自衛隊� �
沖縄基地及びホワイト・ビーチ地区に限る。）

うるま市

嘉手納弾薬庫地区 うるま市、沖縄市、恩納村、読谷村、嘉手納町
普天間飛行場 宜野湾市
牧港補給地区 浦添市
北部訓練場 国頭村、東村
キャンプ瑞慶覧 北谷町、北中城村

（2）再編交付金
再編交付金は、平成 18 年 5月に日米間でとりまとめられた「再編実施のための日米のロードマッ

プ」を確実に実施するため、平成 19 年 3月に施行された「駐留軍等の再編の円滑な実施に関
する特別措置法」（以下、本章において「再編特措法」という。）に基づく交付金で、再編を実
施する前後の期間（原則 10 年間）において、再編が実施される地元市町村の住民生活の利
便性向上や産業の振興への寄与を目的に交付されるものである。
防衛大臣は、米軍再編に伴い負担が増加する防衛施設を「再編関連特定防衛施設」として

指定するとともに、当該施設が所在する市町村のほか、再編の内容が航空機部隊の移転や航空

158 基地と沖縄市



機の訓練移転の場合にはその周辺市町村における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程
度及びその範囲を考慮し、再編の円滑かつ確実な実施に資すると認める場合、当該市町村を「再
編関連特定周辺市町村」として指定し、再編交付金を交付する。
交付金の交付額は、防衛施設の面積の変化、飛行場や港湾の施設整備の状況、航空機・

艦船の数や種類の変化、人員数の変化等を基礎として算定され、再編事業の進捗率を加味した
上で、年度毎の予算の範囲内で交付される。
交付金の対象事業は公民館・図書館、託児所の整備等の施設整備から、特産品開発支援、

コミュニティ・バスの運行等のソフト事業まで幅広いものとなっている。

再編関連特定防衛施設と再編関連特定周辺市町村（沖縄県）
再編関連特定防衛施設 再編関連特定周辺市町村

キャンプ・シュワブ 名護市、宜野座村
キャンプ・ハンセン 金武町、宜野座村、恩納村
那覇港湾施設代替施設 浦添市
トリイ通信施設 読谷村
嘉手納弾薬庫 沖縄市

（3）基地交付金等
米軍等に使用させている国有固定資産や米軍所有の固定資産には税金が課されない。また、

米軍人等に対しても、住民税が非課税となっている。
このことから、基地の所在する市町村に対しては税収減や、基地あるがゆえの財政需要増大
に対する措置として、国から基地交付金及び調整交付金が交付されることとなっている。

1．基地交付金（国有提供施設等所在市町村助成交付金）
　ア　趣旨
　�　基地交付金は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律（昭和 32 年法
律第 104 号）の定めるところにより、国が所有する固定資産のうち、米軍に使用させている
固定資産や自衛隊が使用する固定資産の台帳価格に応じて基地所在市町村に交付されて
いる。
　�　米軍や自衛隊の施設が市町村の区域内に広大な面積を占め、かつ、これらの施設が所
在することによって市町村の財政に若しい影響を及ぼしていることを考慮して、固定資産税の
代替的性格を基本としながら、これらの施設が所在することによる市町村の財政需要に対応
するために、使途に制限のない一般財源として毎年度交付されるものである。

　イ　対象資産
　a�　米軍に使用させている土地、建物及び工作物
　b��　自衛隊が使用する飛行場（航空機の離発着、整備及び格納のため直接必要な施設に
限る。）、演習場（しょう舎施設を除く。）、弾薬庫、燃料庫及び通信施設の用に供する土地、
建物及び工作物

　　�　米軍においてはすべての資産を対象としているのに対し、自衛隊が使用する資産につい
ては、国の公用財産そのものであり、市町村交付金の対象とはなり得ないものの、飛行場
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及び演習場は広大な面積を有しており、また、弾薬庫及び燃料庫は他の公用財産にない
特殊な影響を及ぼしていることから、対象となる資産の範囲を限定したものである。

　　�　これについては、渉外関係主要都道府県知事連絡協議会において、国に対し「飛行
場周辺の買上げ国有地、自衛隊の施設のうち現在対象外となっている施設、固定された
状態での使用を常態とする機器等の財産、事実上米軍に提供されている状況にある財産
を対象資産とすること。」を要請している。

　ウ　配分の方法
　�　基地交付金予算総額の7／ 10に相当する額を対象資産の価格であん分し、3／ 10に相
当する額を対象資産の種類、用途、市町村の財政状況等を考慮して配分することとされている。

2．調整交付金（施設等所在市町村調整交付金）
　ア　趣旨
　�　米軍施設所在市町村では、地方税法の臨時特例に関する法律（昭和27年法律第119号）
により、米軍の所有する固定資産に対する固定資産税、都市計画税や米軍人等に対する住
民税等が非課税となっている。一方、基地外に居住する軍人・軍属やその家族は、一般住
民と同様に道路、水道、ごみ処理、し尿処理、消防等の公共サービスを市町村から受けている。
　�　しかし、これらの非課税措置による税収減や財政需要の増加分に対する補てん措置が行
われておらず、すべて市町村の財源負担となっていたことから、これら市町村の財政上の問
題について、神奈川県基地関係県市連絡協議会、渉外関係主要都道県知事連絡協議会、
その他基地関係諸団体が新たに特別の交付金制度を設けるべきであるとして強力な運動を
展開した結果、昭和 45 年度から「施設等所在市町村調整交付金（昭和 45 年自治省告
示第 224 号）」が交付されている。
　�　基地交付金が法律補助であるのに対し、調整交付金は補助金的性格の予算措置であり、
基地交付金の対象となる国有資産と、対象外である米軍資産との均衡及び米軍に係る市町
村民税の非課税措置等による税財政上の影響を考慮して、毎年度基地所在市町村に交付
されるものである。

　イ　対象資産
　　米軍資産（米軍が建設、設置した建物及び工作物）

　ウ　配分の方法
　�　調整交付金予算総額の2／3に相当する額を米軍資産の価格を基礎として配分し、�1／3�
に相当する額を市町村民税の非課税措置等により市町村が受ける税財政上の影響を考慮し
て配分することとされている。

（4）返還道路整備事業補助金
返還道路整備事業補助金は、沖縄県の区域内において駐留軍から返還された旧施設及び区

域内の道路で、施設及び区域の返還に伴い現状に回復することが不適当であると認められるもの
について、公道とするため市町村が行う当該道路敷地の買入れに要する経費に対し、予算の範
囲内において、当該市町村に補助金を交付するものである。
対象となる経費の範囲は、道路整備事業に要する用地費や、道路整備事業に付帯して必要

な地方事務費である。また、補助率は10 ／ 10である。
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沖縄防衛局においては、「沖縄県内所在返還道路整備事業補助金交付要綱」により、昭和
54 年度から補助金を交付している。
最近では、平成 25 年度から26 年度にかけて、牧港補給地区返還跡地（北側進入路）にお

ける道路整備用地買入れに対して交付され、浦添市が当該事業を実施した。

（5）再編推進事業補助金
再編推進事業補助金は、再編特措法に基づき指定を受けた再編関連特定周辺市町村が行う

公共用の施設の整備について特別の措置を講じ、駐留軍等の再編の円滑な実施に資することを目
的に、再編推進事業補助金交付要綱に基づき平成 29 年度から交付されている補助金である。交
付の要件は、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編に向けた措置が進捗している
こと、措置の進捗状況を考慮し、特にその推進を図る必要があること、再編の実施に向けた施設
整備がその区域内で行われ、当該施設整備の円滑な実施のために必要な協力を行っていることな
どとなっており、これら全てに該当する再編関連特定周辺市町村が再編推進事業として行う公共用
の施設の整備に対し、9／ 10を超えない範囲内でその費用の一部が補助される。

（6）再編関連特別地域支援事業補助金
再編関連特別地域支援事業補助金は、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影

響の増加に特に配慮することが必要と認められる防衛施設の周辺地域における地縁団体が、そ
の影響を緩和し、駐留軍等の再編が実施されることを前提とした地域づくりを行う場合、その支援
のための必要な措置を講じ、駐留軍等の再編の円滑な実施に資することを目的に、平成 27 年度
から交付されている補助金である。
交付の要件は、駐留軍等の再編により保有する航空機の数が 40 機を超えて増加し、かつ所

在する部隊の人員の数が 1,000 名を超えて増加する再編関連特定防衛施設が所在する地域の
地縁団体であり、当該事業の支援を行うことが駐留軍等の再編の円滑な実施に資するため特に
必要と認められることとなっており、当該地縁団体が実施する、日米交流、地域住民の安全、生
活環境の整備等に関する事業に対し、10 ／ 10が補助される。
沖縄県における平成 28 年度の再編関連特別地域支援事業補助金の交付実績は、辺野古区

及び久志区へそれぞれ 2,600 万円、豊原区へ約 2,400 万円となっている。

（7）NHK放送受信料の補助制度
本制度は、防衛施設周辺放送受信事業補助金交付要綱に基づき、自衛隊または米軍のジェッ

ト機の飛行に伴う騒音によるテレビ放送の聴取障害に係る助成の措置として、自衛隊または米軍
が使用する飛行場等の周辺で一定の区域内に住むNHK放送受信契約者に対し、NHK放送
受信料のうち地上系放送分の半額を補助するものであり、昭和 57 年度から実施されている。
昭和 57 年度から平成 17 年度までの間は、財団法人防衛施設周辺整備協会が放送受信障

害対策事業として行う助成措置に対し、防衛省が同協会ヘ補助金を交付していたが、平成 18
年度からは、防衛省がNHKの協力の下、直接、放送受信契約者に補助金を交付している。
なお、沖縄県内では、嘉手納飛行場（嘉手納町、沖縄市、北谷町、読谷村、うるま市）、
伊江島補助飛行場（伊江村）、及び出砂島射爆撃場（渡名喜村）が対象施設となっている。
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〈参考〉
在日米軍駐留経費負担（思いやり予算）
在日米軍関係費のうち、駐留軍従業員の労務費、光熱水料及び施設・区域内の整備に係る

経費の全部又は一部について在日米軍駐留経費負担として、日本政府が負担している。（いわゆ
る思いやり予算）
日米地位協定第 24 条は、第 1項で「日本国に合衆国軍隊を維持することに伴うすべての経
費は・・・この協定の存続期間中、日本国に負担をかけないで合衆国が負担することが合意される。」
とし、基本的には駐留に係る経費は米側が負担することを規定している。
しかしながら、1970 年代からの我が国の物価と賃金の高騰及び国際経済情勢の変動に伴う米
側負担経費が増大したため、昭和 53 年度から、従来米側が負担していた日本人従業員の福利
厚生費・労務管理費を日本側が負担するようになり、その後、格差給、語学手当等の労務費、
軍人用住宅等の提供施設整備費についても負担するようになった。
現在では、その負担の範囲がさらに拡大され、日本人従業員の基本給や年末手当・退職手当

等の各種手当、米軍使用に係る電気・ガス・水道料なども日本側が負担している。
なお、昭和 62 年からは、日米間で効力期間を限った「特別協定」※1 が締結されるようになり、

これを根拠にして日本側の駐留経費負担が実施されている。
新たな特別協定（平成 28 年 4月1日から平成 32 年 3月31日）では、日本側負担の従業員

の上限人数を22,625 名から23,178 名に段階的に増加させ、光熱水料等の負担は各年度におい
て、約 249 億円を上限としつつ、日本側負担割合を72％から61％に削減するとしている。

在日米軍駐留経費負担（思いやり予算） 単位：百万円

区　分
平成 28 年度予算執行額 平成 29 年度予算額
全　国 沖　縄 全　国 沖　縄

提供施設の整備 21,453 3,621 20,600 7,939

労務費の負担
福利費等
給与費
(1) 特別協定給与
(2) その他の給与

143,899
21,890
122,010
119,045
2,965

45,297
7,085
38,212
37,321
891

148,540
23,838
124,702
121,851
2,851

47,401
7,334
40,067
39,194
873

光熱水料等の負担 24,809 ― 24,664 ―
訓練移転費の負担 882 ― 797 ―

合　計 191,043 48,918 194,601 55,340
注 	1. 沖縄防衛局の資料による。	
2. 事務費等は除く、事業費ベースで整理されている。	
3. 計数は、四捨五人の関係で符号しないことがある。

※1：			「日本国とアメリカ合衆国との問の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並
びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第24条についての新たな特別の措置に関
する日本国とアメリカ合衆国との問の協定」。
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SACO 最終報告（仮訳）
平成 8 年 12 月 2 日

池田外務大臣
久間防衛庁長官
ペリー国防長官
モンデール駐日大使

沖縄に関する特別行動委員会（SACO）は、平成 7 年 11月に、日本国政府及び米国政府によっ
て設置された。両国政府は、沖縄県民の負担を軽減し、それにより日米同盟関係を強化するために、
SACOのプロセスに着手した。
この共同の努力に着手するに当たり、SACOのプロセスの付託事項及び指針が日米両国政府により定
められた。すなわち、日米双方は、日米安全保障条約及び関連取極の下におけるそれぞれの義務との
両立を図りつつ、沖縄県における米軍の施設及び区域を整理、統合、縮小し、また、沖縄県における
米軍の運用の方法を調整する方策について、SACOが日米安全保障協議委員会（SCC）に対し勧告
を作成することを決定した。このようなSACOの作業は、1年で完了するものとされた。
平成8年4月15日に開催されたSCCは、いくつかの重要なイニシアティブを含むSACO中間報告を承認し、

SACOに対し、平成8年11月までに具体的な実施スケジュールを付した計画を完成し、勧告するよう指示した。
SACOは、日米合同委員会とともに、一連の集中的かつ綿密な協議を行い、中間報告に盛り込まれた

勧告を実施するための具体的な計画及び措置をとりまとめた。
本日、SCCにおいて、池田大臣、久間長官、ペリー長官及びモンデール大使は、このSACO最終

報告を承認した。この最終報告に盛り込まれた計画及び措置は、実施されれば、沖縄県の地域社会に
対する米軍活動の影響を軽減することとなろう。同時に、これらの措置は、安全及び部隊の防護の必要
性に応えつつ、在日米軍の能力及び即応態勢を十分に維持することとなろう。沖縄県における米軍の施
設及び区域の総面積（共同使用の施設及び区域を除く。）の約 21パーセント（約 5，002 ヘクタール）
が返還される。
SCCの構成員は、このSACO最終報告を承認するにあたり、一年間にわたるSACOのプロセスの成

功裡の結実を歓迎し、また、SACO最終報告の計画及び措置の着実かつ迅速な実施を確保するために
共同の努力を継続するとの堅い決意を強調した。このような理解の下、SCCは、各案件を実現するため
の具体的な条件を取り扱う実施段階における両国間の主たる調整の場として、日米合同委員会を指定し
た。地域社会との所要の調整が行われる。
また、SCCは、米軍の存在及び地位に関連する諸問題に対応し、米軍と日本の地域社会との間の相互
理解を深めるために、あらゆる努力を行うとの両国政府のコミットメントを再確認した。これに関連して、SCCは、
主として日米合同委員会における調整を通じ、これらの目的のための努力を継続すべきことに合意した。
SCCの構成員は、SCC自体と日米安全保障高級事務レベル協議（SSC）が、前記の日米合同委員会

における調整を監督し、適宜指針を与えることに合意した。また、SCCは、SSCに対し、最重要課題の
一つとして沖縄に関連する問題に真剣に取り組み、この課題につき定期的にSCCに報告するよう指示した。
平成 8年 4月の日米安全保障共同宣言に従い、SCCは、国際情勢、防衛政策及び軍事態勢につい
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ての緊密な協議、両国間の政策調整並びにより平和的で安定的なアジア太平洋地域の安全保障情勢に
向けた努力の重要性を強調した。SCCは、SSCに対し、これらの目的を追求し、同時に、沖縄に関連
する問題に取り組むよう指示した。

■ 土地の返還
［普天間飛行場］

付属文書のとおり

［北部訓練場］
以下の条件の下で、平成 14 年度末までを目途に、北部訓練場の過半（約 3,987 ヘクタール）を

返還し、また、特定の貯水池（約 159ヘクタール）についての米軍の共同使用を解除する。
・�北部訓練場の残余の部分から海への出入を確保するため、平成 9年度末までを目途に、土地（約
38ヘクタール）及び水域（約 121ヘクタール）を提供する。
・�ヘリコプター着陸帯を、返還される区域から北部訓練場の残余の部分に移設する。

［安波訓練場］
北部訓練場から海への出入のための土地及び水域が提供された後に、平成9年度末までを目途に、

安波訓練場（約 480ヘクタール）についての米軍の共同使用を解除し、また、水域（約 7,895 ヘクター
ル）についての米軍の共同使用を解除する。

［ギンバル訓練場］
ヘリコプター着陸帯が金武ブルー・ビーチ訓練場に移設され、また、その他の施設がキャンプ・ハンセ

ンに移設された後に、平成 9年度末までを目途に、ギンバル訓練場（約 60ヘクタール）を返還する。

［楚辺通信所］
アンテナ施設及び関連支援施設がキャンプ・ハンセンに移設された後に、平成 12 年度末までを目
途に、楚辺通信所（約 53ヘクタール）を返還する。

［読谷補助飛行場］
パラシュート降下訓練が伊江島補助飛行場に移転され、また、楚辺通信所が移設された後に、平

成 12 年度末までを目途に、読谷補助飛行場（約 191ヘクタール）を返還する。

［キャンプ桑江］
海軍病院がキャンプ瑞慶覧に移設され、キャンプ桑江内の残余の施設がキャンプ瑞慶覧又は沖縄

県の他の米軍の施設及び区域に移設された後に、平成 19 年度末までを目途に、キャンプ桑江の大
部分（約 99ヘクタール）を返還する。

［瀬名波通信施設］
アンテナ施設及び関連支援施設がトリイ通信所に移設された後に、平成 12 年度末までを目途に、
瀬名波通信施設（約 61ヘクタール）を返還する。ただし、マイクロ・ウェーブ塔部分（約 0.1 ヘクター
ル）は、保持される。

［牧港補給地区］
国道 58 号を拡幅するため、返還により影響を受ける施設が牧港補給地区の残余の部分に移設さ
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れた後に、同国道に隣接する土地（約 3ヘクタール）を返還する。

［那覇港湾施設］
浦添埠頭地区（約 35ヘクタール）への移設と関連して、那覇港湾施設（約 57ヘクタール）の

返還を加速化するため最大限の努力を共同で継続する。

［住宅統合］（キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧）
平成 19 年度末までを目途に、キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧の米軍住宅地区を統合し、これら

の施設及び区域内の住宅地区の土地の一部を返還する。（キャンプ瑞慶覧については約 83ヘクター
ル、さらにキャンプ桑江については35ヘクタールが、それぞれ住宅統合により返還される。このキャン
プ桑江についての土地面積は、上記のキャンプ桑江の項の返還面積に含まれている。）

■ 訓練及び運用の方法の調整
［県道 104 号線越え実弾砲兵射撃訓練］

平成 9年度中にこの訓練が日本本土の演習場に移転された後に、危機の際に必要な砲兵射撃を
除き、県道 104 号線越え実弾砲兵射撃訓練を取り止める。

［パラシュート降下訓練］
パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転する。

［公道における行軍］
公道における行軍は既に取り止められている。

■ 騒音軽減イニシアティヴの実施
［嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置］

平成８年３月に日米合同委員会により発表された嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機
騒音規制措置に関する合意は、既に実施されている。

 ［KC － 130 ハーキュリーズ航空機及び AV － 8 ハリアー航空機の移駐］
現在普天間飛行場に配備されている12 機のKC－130 航空機を、適切な施設が提供された後、

岩国飛行場に移駐する。岩国飛行場から米国への14 機のAV－8航空機の移駐は完了した。

［嘉手納飛行場における海軍航空機及び MC － 130 航空機の運用の移転］
嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設を、海軍駐機場から主要滑走路の反対

側に移転する。これらの措置の実施スケジュールは、普天間飛行場の返還に必要な嘉手納飛行場に
おける追加的な施設の整備の実施スケジュールを踏まえて決定される。嘉手納飛行場におけるMC－�
130 航空機を平成 8年 12月末までに海軍駐機場から主要滑走路の北西隅に移転する。

［嘉手納飛行場における遮音壁］
平成９年度末までを目途に、嘉手納飛行場の北側に新たな遮音壁を建設する。

［普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用の制限］
米軍の運用上の即応態勢と両立する範囲内で、最大限可能な限り、普天間飛行場における夜間

飛行訓練の運用を制限する。
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■ 地位協定の運用の改善
［事故報告］

平成８年１２月２日に発表された米軍航空機事故の調査報告書の提供手続に関する新しい日米合
同委員会合意を実施する。
さらに、良き隣人たらんとの米軍の方針の一環として、米軍の部隊・装備品等及び施設に関係す

る全ての主要な事故につき、日本政府及び適当な地方公共団体の職員に対して適時の通報が確保さ
れるようあらゆる努力が払われる。

［日米合同委員会合意の公表］
日米合同委員会合意を一層公表することを追求する。

［米軍の施設及び区域への立入］
平成８年１２月２日に日米合同委員会により発表された米軍の施設及び区域への立入に関する新し

い手続を実施する。

［米軍の公用車両の表示］
米軍の公用車両の表示に関する措置についての合意を実施する。全ての非戦闘用米軍車両には平

成９年１月までに、その他の全ての米軍車両には平成９年１０月までに、ナンバー・プレートが取り付けられる。

［任意自動車保険］
任意自動車保険に関する教育計画が拡充された。さらに、米側は、自己の発意により、平成９年１

月から、地位協定の下にある全ての人員を任意自動車保険に加入させることを決定した。

［請求に対する支払い］
次の方法により、地位協定第 18 条 6 項の下の請求に関する支払い手続を改善するよう共同の努

力を行う。
・�前払いの請求は、日米両国政府がそれぞれの手続を活用しつつ、速やかに処理し、また、評価する。
前払いは、米国の法令によって認められる場合には常に、可能な限り迅速になされる。
・�米側当局による請求の最終的な裁定がなされる前に、日本側当局が、必要に応じ、請求者に対し
無利子の融資を提供するとの新たな制度が、平成 9年度末までに導入される。
・�米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に満たない過去の事例は極めて少ない。し
かし、仮に将来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必要に応じてその差額を埋める
ため、請求者に対し支払いを行うよう努力する。

［検疫手続］
１２月２日に日米合同委員会により発表された更改された合意を実施する。

［キャンプ・ハンセンにおける不発弾除去］
キャンプ・ハンセンにおいては、米国における米軍の射場に適用されている手続と同等のものである
米海兵隊の不発弾除去手続を引き続き実施する。

日米合同委員会において、地位協定の運用を改善するための努力を継続する。
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航空機騒音に係る環境基準について（抜粋）
（平成 25 年 4 月 1 日施行）

（昭和 48．12．27 環境庁告示第 154 号）
改正平 5 環告 91

改正平 12 環告 78
改正平成 19 年環告 114

環境基本法（平成 5年法律第 91 号）第 16 条第 1 項の規定に基づく騒音に係る環境
上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが
望ましい航空機騒音に係る基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間は、次
のとおりとする。

■ 第１環境基準
１　環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を
あてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

地域の類型 基準値

Ⅰ 57 デシベル以下

Ⅱ 62 デシベル以下

（注）  Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域で
あつて通常の生活を保全する必要がある地域とする。

２　１の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
�� （1）��測定は、原則として連続７日間行い、騒音レベルの最大値が暗騒音より 10

デシベル以上大きい航空機騒音について、単発騒音暴露レベル（LAE）を
計測する。なお、単発騒音暴露レベルの求め方については、日本工業規格�
Z�8731 に従うものとする。�

� （2）��測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒
音を代表すると認められる地点を選定するものとする。�

� （3）��測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、
測定点における航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものと�
する。�

� （4）��評価は算式アにより１日（午前 0時から午後 12 時まで）ごとの時間帯補正
等価騒音レベル（Lden）を算出し、全測定日の�Lden について、算式イに
よりパワー平均を算出するものとする。
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� 　　算式ア

 （注）  i 、j 及び k とは、各時間帯で観測標本の i 番目、j 番目及び k 番目をいい、LAE,di と
は、午前 7 時から午後 7 時までの時間帯における i 番目の LAE 、LAE,ej とは、午後
7 時から午後 10 時までの時間帯における j 番目の LAE 、LAE,nk とは、午前 0 時から
午前 7 時まで及び午後 10 時から午後 12 時までの時間帯における k 番目の LAE を
いう。また、T0 とは、規準化時間（1 秒）をいい、T とは、観測 1 日の時間（86,400
秒）をいう。

� 　　算式イ

 （注） N とは、測定日数をいい、Lden,i とは、測定日のうち i 日目の測定日の Lden をいう。
 
� （5）��測定は、計量法（平成４年法律第 51 号）第 71 条の条件に合格した騒音計

を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、
動特性は遅い動特性（SLOW）を用いることとする。

３�　１の環境基準は、１日当たりの離着陸回数が 10 回以下の飛行場であって、警察、
消防及び自衛隊等専用の飛行場並びに離島にある飛行場の周辺地域には適用しない
ものとする。

■ ※ Lden（時間帯補正等価騒音レベル）
１日の間に観測された個々の航空機騒音の単発騒音レベル（LAE）を昼・夕・夜の時
間帯別に補正した後にエネルギー加算し、１日の時間平均をとってレベル表示したも
のをいう。単位はデシベル（dB）。Ldenの�dは�day、eは evening、nは night を表す。
昼夕夜平均騒音レベルともいう。

■ ※Ｌ night（夜間等価騒音レベル）
０時から７時及び�23 時から�24 時までに観測された個々の航空機騒音の単発騒音レ

ベル（LAE）をエネルギー加算し、夜間８時間の平均をとってレベル表示したものとし
ている。測定局によっては、０時から７時及び�22 時から�24 時の夜間９時間の平均を
とってレベル表示しているところもある。単位はデシベル（dB）。�
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航空機騒音に係る環境基準について（抜粋）
（参考：旧環境基準 WECPNL）

（昭和 48 年 12 月 27 日環告 154 号）
改正平成 5 年 10 月 28 日環告 91

平成 12 年 12 月 14 日環告 78

公害対策基本法（昭和 42 年法律第 132 号）第 9条の規定に基づく騒音に係る環境上
の条件のうち、航空機騒音に係る基準について次のとおり告示する。
環境基本法（平成 5年法律第 91 号）第 16 条第 1 項の規定に基づく騒音に係る環境
上の条件につき、生活環境を保全し、人の健康の保護に資するうえで維持することが
望ましい航空機騒音に係る基準（以下「環境基準」という。）及びその達成期間は、次
のとおりとする。

■ 第１環境基準
１　環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を
あてはめる地域は、都道府県知事が指定する。

地域の類型 基準値（単位WECPNL）

Ⅰ 70 以下

Ⅱ 75 以下

（注） Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域で
あって通常の生活を保全する必要がある地域とする。

２　１の環境基準の基準値は、次の方法により測定・評価した場合における値とする。
� （1）��測定は、原則として連続７日間行い、暗騒音より�10�デシベル以上大きい航

空機騒音のピークレベル（計量単位デシベル）及び航空機の機数を記録す
るものとする。

� （2）��測定は、屋外で行うものとし、その測定点としては、当該地域の航空機騒
音を代表する認められる地点を選定するものとする。

� （3）��測定時期としては、航空機の飛行状況及び風向等の気象条件を考慮して、測
定点における航空機騒音を代表すると認められる時期を選定するものとする。

� （4）��評価は、（１）のピークレベル及び機数から次の算式により１日ごとの値（単
位ＷＥＣＰＮＬ※）を算出し、そのすべての値をパワー平均して行うものとする。
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� 　　算式�
dB(A) N 27

 （注） dB(A) とは、1 日のすべてのピークレベルをパワー平均したものをいい、N とは、
午前 0 時から午前 7 時までの間の航空機の機数を N1、午前 7 時から午後 7 時ま
での間の航空機の機数を N2、午後 7 時から午後 10 時までの航空機の機数を N3、
午後 10 時から午後 12 時までの航空機の機数を N4 とした場合における次により 
算出した値をいう。

� 　　N＝ N2＋ 3 N3＋ 10（�N1＋ N4�）
� （5）��測定は、計量法（平成４年法律第５１号）第７１条の条件に合格した騒音

計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はＡ特性を、
動特性は遅い動特性（ＳＬＯＷ）を用いることとする。

３　１の環境基準は、１日当たりの離着陸回数が１０回以下の飛行場及び離島にある
飛行場の周辺地域には適用しないものとする。

■ ※ＷＥＣＰＮＬ
Weighted�Equivalent�Continuous�Perceived�Noise�Level の略。日本語では加重等価
持続感覚騒音レベルや加重等価連続知覚騒音レベルなどと訳される。一般に「うるさ
さ指数」や「Ｗ値」と呼ばれ、値が大きくなるほど、うるささの程度が増す。昼と夜
とでは音の感じ方が異なるため、音の大きさに時間帯別での騒音発生回数を加味して
評価している。
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航空機騒音に係る環境基準類型指定

（1） 那覇空港周辺地域
昭和 58 年 3 月 28 日

告示第 2 0 9 号
改正平成 17 年 11 月 11 日告示第 748 号

環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第２項の規定に基づき、航空機騒音に
係る環境基準について（昭和 48 年環境庁告示第 154 号）の地域の類型ごとにあてはめ
る地域を次のとおり指定する。
なお、関係図面は、沖縄県文化環境部環境保全課に備え置き、閲覧に供する。

地域の類型 あてはめる地域

Ⅰ

別表に掲げる地域のうち都市計画法（昭和�43 年法律第�100 号）
第８条第１項第１号に掲げる第１種低層住居専用地域、第２種低層
住居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用
地域並びに同号に掲げる用途地域の定められていない地域�

Ⅱ
別表に掲げる地域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に掲げ
る第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、
商業地域、準工業地域及び工業地域

別表
那覇市、糸満市、豊見城市の区域のうち、別図�※に表示する実線と汀線に囲まれた
地域。
ただし、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる工業専用地域、港湾法（昭和 25 年
法律第 218 号）第 39 条第１項の規定により定められた分区、自衛隊那覇基地及び空港
敷地を除く。

※別図省略�
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（2） 嘉手納飛行場・普天間飛行場周辺地域
昭和 63 年 2 月 16 日

告示第 107 号
改正平成 17 年 11 月 11 日告示第 749 号

環境基本法（平成５年法律第 91 号）第 16 条第２項の規定に基づき、航空機騒音に
係る環境基準について（昭和 48 年環境庁告示第 154 号）の地域の類型ごとにあてはめ
る地域を次のとおり指定する。
なお、関係図面は、沖縄県文化環境部環境保全課に備え置き、閲覧に供する。

地域の類型 あてはめる地域

Ⅰ

別表に掲げる地域のうち都市計画法（昭和�43 年法律第�100 号）第
８条第１項第１号に掲げる第１種低層住居専用地域、第２種低層住
居専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地
域並びに同号に掲げる用途地域として定められていない地域�

Ⅱ
別表に掲げる地域のうち、都市計画法第８条第１項第１号に掲げ

る第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、
商業地域、準工業地域及び工業地域

別表
【嘉手納飛行場周辺地域】
嘉手納町、読谷村の全域並びに北谷町、沖縄市、うるま市、宜野湾市、北中城村お
よび恩納村の区域のうち別図１�※に表示する実線によって囲まれた地域。ただし、嘉
手納飛行場の敷地、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる工業専用地域、緩衝緑地帯、
山林、原野及び海上等を除く。

【普天間飛行場周辺地域】
宜野湾市、浦添市、北中城村及び中城村の区域のうち別図２�※に表示する実線に囲

まれた地域。ただし、普天間飛行場の敷地、都市計画法第８条第１項第１号に掲げる
工業専用地域、緩衝緑地帯、山林、原野及び海上等を除く。

※別図省略�
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嘉手納飛行場及び普天間飛行場における 
航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意について

（平成 8 年 3 月 28 日外務省）

本日開催された日米合同委員会において、航空機騒音対策分科委員会の勧告を受け、
嘉手納飛行場及び普天間飛行場に関する航空機騒音規制措置に関する合同委員会合意
が別紙１及び別紙２のとおり承認された。

（全文仮訳）
嘉手納飛行場における航空機騒音規制措置

１．―航空機騒音対策分科委員会の日米両側の議長は、合同委員会に対し、以下の嘉手納飛行
場における航空機騒音規制措置を提案することに合意した。

２．―嘉手納飛行場周辺地域社会の航空機騒音レベルへの懸念を軽減するため、下記の措置が
在日米軍の任務に支障をきたすことなく航空機騒音による望ましくない影響を最小限にすべく
設定された。したがって、飛行の安全、任務の遂行及び騒音規制が最も考慮すべき点であ
ることを認識しつつ、これらの措置がとられることとなった。

３．―措置

a 進入及び出発経路を含む飛行場の場周経路は、できる限り学校、病院を含む人口稠密地
域上空を避けるように設定する。

ｂ 嘉手納飛行場近傍（飛行場管制区域として定義される区域、即ち、飛行場の中心部より
半径５陸マイル内の区域）において、航空機は、海抜 1,000フィートの最低高度を維持す
る。ただし、次の場合を除く。承認された有視界飛行方式による進入及び出発経路の飛行、�
離着陸、有視界飛行方式の場周経路、航空管制官による指示がある場合又は計器進入。

c 任務により必要とされる場合を除き、現地場周経路高度以下の飛行を避ける。

d 短場周経路を飛行する航空機は、管制塔により別段の指示を受ける場合を除き、滑走路を
通過するまで、ダウン・ウインド・レッグへ移行するための機首上げ操作を遅らせる。滑走路５
Ｌ／ 23Ｒへ有視界飛行方式経路で飛行するＫＣ－135は、できる限り人口稠密地域上空の
飛行を避ける。

e 短場周経路においては、航空機がダウン・ウインド・レッグでの飛行を確立するまで、運用上
の制約の範囲内で、クリーン・コンフィギュレーションで飛行する。緊急事態にある又は手順
上脚を出すよう求められている航空機は、脚を出した状態で飛行することができる。

f 嘉手納飛行場の場周経路内で着陸訓練を行う航空機の数は、訓練の所要に見合った最小
限に抑える。

g アフター・バーナーの使用は、飛行の安全及び運用上の所要のために必要とされるものに
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制限される。離陸のために使用されるアフター・バーナーは、できる限り早く停止する。

h 嘉手納飛行場近傍及び沖縄本島の陸地上空において、訓練中に超音速飛行を行うことは、
禁止する。

i ２２：００～０６：００の間の飛行及び地上での活動は、米国の運用上の所要のために必要と考
えられるものに制限される。夜間訓練飛行は、在日米軍に与えられた任務を達成し、又は飛
行要員の練度を維持するために必要な最小限に制限される。部隊司令官は、できる限り早く
夜間の飛行を終了させるよう最大限の努力を払う。

j 日曜日の訓練飛行は差控え、任務の所要を満たすために必要と考えられるものに制限される。
慰霊の日のような周辺地域社会にとって特別に意義のある日については、訓練飛行を最小限
にするよう配慮する。

k 有効な消音器が使用されない限り、又は、運用上の能力もしくは即応体制が損なわれる場合
を除き、１８：００～０８：００の間、ジェット・エンジンのテストは行わない。

l エンジン調整は、できる限りサイレンサーを使用する。

m 嘉手納飛行場近傍（飛行場管制区域として定義される区域、即ち、飛行場の中心部より半
径５陸マイル内の区域）においては空戦訓練に関連した曲技飛行は行わない。しかしながら、
あらかじめ計画された曲技飛行の展示は除外される。

n 嘉手納飛行場に配属される、あるいは同飛行場を一時的に使用するすべての航空関係従
事者は、周辺地域社会に与える航空機騒音の影響を減少させるために本措置に述べられて
いる必要事項について十分な教育を受け、これを遵守する。

４．―責任：司令官は以下の事項が行われることを確保する。

a 航空機の安全性及び運用上の所要と両立する範囲で、実現可能な限り航空機騒音を最小
限にするよう、管理下にある航空機を運用する。

b できる限り住民への迷惑を軽減するために場周経路及び現行の騒音規制措置を常時�
見直す。

c 嘉手納飛行場において活動するパイロットに対し、航空機騒音が敏感に受け止められている
ことを理解させ、問題を最小限にする現実的な規制措置について認識させる。

d パイロットに上記３．に述べられている措置を遵守させる。

５．―対外関係

a 第 18 航空団司令官、その部下及び嘉手納飛行場を使用する飛行部隊司令官は、騒音問
題及び規制措置について厳重な注意を払うものとする。この意味で、住民の理解と相互協
力の促進を図るため、地方公共団体及び国の行政機関の地方支分部局と緊密な連絡をとる。

b 第 18 航空団司令官は、地方公共団体又は地域住民に対する現地の騒音問題に係るいか
なる連絡事項も那覇防衛施設局に前もって通知するよう最大限努力する。
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（仮訳）
在日米軍に係る事件・事故発生時における通報手続

１．目的
（１）�合同委員会における日米双方の代表は、在日米軍に係る事件・事故に対する日本

側関係当局の迅速な対応を確保し、かかる事件・事故が地域社会に及ぼす影響を
最小限のものとするために、在日米軍に係る事件・事故の発生についての情報（以
下「事件・事故発生情報」という。）を、日本側関係当局及び地域社会に対して
正確にかつ直ちに提供することが重要であると認識する。この通報手続は、以上
の認識を踏まえて、在日米軍に係る事件・事故発生情報の通報基準、通報経路、
通報様式を定める。

（２）�この通報手続は米軍と日本当局との間の既存の連絡経路を補完することを目的と
しており、他のいかなる連絡手続をも代替し又は取り消すものではない。

２．事件・事故発生情報の通報基準
（１）�公共の安全又は環境に影響を及ぼす可能性がある事件・事故が発生した場合の日

本政府への通報ついては、米側は、中央レベルにおいて、これらの事件・事故に
ついて、事件事故発生情報を得た後できる限り速やかに外務省日米安全保障条約
課に通報するもとともに、現地レベルにおいて、迅速に関係の防衛施設局に通報
する。この通報の対象となる事件・事故の例は以下に掲げるとおりであるが、こ
れらに限られない。これらの事件・事故は、事件・事故通報手続に関する特別作
業班（AWGON）の付託事項第３項ｄにおいて示される基準を満たすものでなけ
ればならない。

　�　（ａ）墜落、投棄、危険物の落下等の航空機に係る事件。
　�　（ｂ）衝突、沈没、座礁等の艦船に係る事件。
　�　（ｃ）爆発又は爆発の相当な蓋然性がある爆薬に係る事件。
　�　（ｄ）米国の施設・区域外への跳弾、日本人又はその財産の日弾等の訓練中の事件。
　�　（ｅ）�危険物、有害物又は放射性物質の誤使用、排気、流出又は漏出の結果とし

て実質的な汚染が生ずる相当な蓋然性。
　�　（ｆ）米国の施設・区域外での飛行場施設以外への米国軍用航空機の着陸。
　�　（ｇ）�米国の施設・区域内における差し迫った若しくはすでに発生した危険又は災害で

あって、日本人又はその財産に実質的な傷害又は損害を与える可能性があるもの。
　�　（ｈ）日本人又はその財産に実質的な傷害又は損害を与える可能性がある事件・事故。
　�　（ｉ）�米国の施設・区域の中で発生する又は施設・区域に対するテロ行為であって、
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米軍の人員若しくは施設・区域又は周辺地域社会の安全に影響し又は危険
を及ぼすテロ行為の発生。

（２）�上記２．（１）の事件・事故が地域社会に対して急迫の危険をもたらす時には、
米側は、従来同様に、迅速に現地の関係当局（警察、消防、海上保安部等）へ通
報する。

３．事件・事故発生情報の通報経路
� �在日米宮に係る事件・事故発生情報の通報経路は、別紙１において示されたとお

りとする。

４．事件事故発生情報の通報様式
（１）事件・事故の発生日時
（２）事件・事故の発生場所
（３）事件・事故の概要
　�　（ａ）経緯
　�　（ｂ）被害状況
　�　（ｃ）処理状況
　�　（ｄ）危険性残存の有無
　�　（ｅ）環境破壊の有無
（４）日本側支援の必要性
（５）案件の番号
（６）通報者指名
（７）通報受領者指名
（８）現地への通報の有無と通報先当局

５．留意事項
（１）日米双方は、時刻、曜日、日付に関わりなく、事件・事故通報を迅速に行う。
（２）�双方の合同委員会事務局は、連絡担当者の電話番号を含め、通報が行われる経路

を示す図表を編集し、定期的に更新することによって、別紙１に明記された通報
経路の実効性の確保に努める。

（３）�双方の合同委員会事務局は、直通FAX機器、通報担当者の専用携帯電話、ボイス・
メール等の整備を通じ、通信設備の改善に努める。

（４）�この通報手続は、AWGON 付託事項に規定されているとおり、必要に応じ
AWGONにおいて見直される。
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（仮訳）
事件・事故通報手続に関する特別作業班（AWGON）付託事項

１．名称
本作業班の名称は、事件・事故通報手続に関する特別作業班（以下「AWGON」という。）
とする。

２．目的
a.��AWGONは、在日米軍に係る事件・事故に関する通報手続を見直し、事件・事故に
係る情報の正確かつ迅速な通報手続に関する勧告を合同委員会に対して行うために
設置される。
b.��AWGONは、事件・事故の通報に関する適切な情報を交換するための手段を提供す
ることにより、日米両国政府の共通の及び各自の利益に資することを目的とする。
AWGONの検討及び韓国は、この目的を反映する。報告の時期及び内容は、米軍の
安全の確保又は部隊の防護を阻害せずに、地域社会の公共の安全及び環境に対する
影響を減少するようなものとする。

３．総則
AWGONは、次の事項について検討し合同委員会に対して勧告を行うために設置される。
a.��在日米軍に係る事件・事故の通報のため適切な経路及び手続。
b.��日米双方により提供されるべき情報の標準化。
c.��正確かつ迅速な通報を促進するための情報伝達体制の改善。
d.��米側による事件・事故の通報の適切な範囲の明確化。これらの事件・事故は、日本
国の施政の下にある領域において発生する事件・事故であって、日本国民及びその
他の地位協定の適用のない者の身体又はその財産若しくはこれらの双方に対して実
質的な損害又は傷害を与え若しくは実質的な損害又は障害を与える相当な蓋然性の
あるもの、及び日本国の施政の下にある領域において発生するその他の重要な事件・
事故である。これらの事件・事故は、米軍要員による不作為又は作為の結果であって、
公共の安全又は日本国の地域社会の物理的な環境に影響を及ぼすものである。
e.��日本側による事件・事故の通報の適切な範囲の明確化。これらの事件・事故は、米
軍要員、その財産又は米軍施設・区域のいずれか若しくはこれらを組み合わせたも
のに対する実質的な損害又は傷害を与え若しくは実質的な損害又は障害を与える相
当な蓋然性をあるもの、及び米軍の任務の遂行に際して運用、安全、部隊の防護又
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は施設・区域の管理に対する著しい妨害である。これらの事件・事故は、日本国の
施政の下にある領域において日本国民及びその他の地位協定の適用のない者による
不作為又は作為の結果である。
f.� �合同委員会によって付託される事件・事故の通報に関するその他の問題。

４．構成員
a.��合衆国及び日本国の共同議長は、それぞれの合同委員会代表によって指名される。
b.��AWGONの合衆国及び日本国の厚生委員は、AWGONの合衆国及び日本国の議長に
よりそれぞれ指名される。

５．会議
a.��会議は、AWGONの議長のいずれかの招集又は合同委員会の指示により開催され
る。会議は、少なくとも 6 ヶ月に 1 回開催され、情報伝達体制、情報経路及び当
該会議までの期間に行われた通報について検討が行われる。会議の時期について、
AWGONの両議長が相互に同意する。
b.��合衆国及び日本国の議長は、交互に司会を行う。
c.��会議の場所は、司会を行う国によって提供される。
d.��米側は、双方の議長が署名するAWGONの議事の記録を提供する。
e.��AWGONによる検討及び勧告は、合同委員会に対してのみ書面で提出され、これら
の関連する情報は、合同委員会によってのみ又は合同委員会の書面による同意があ
る場合にはAWGONによって、公表される。
f.� �AWGONが合同委員会に対し報告する結論又は勧告について合意できない場合には、
このような問題は合同委員会に付託される。このような場合には、各々の議長は、
これらの問題に関して別々に報告を行うことができる。

（了）
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（仮訳）
日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での 

合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン

１．目的
日本国内で、合衆国軍隊が使用する施設・区域（以下「米軍施設・区域」という。）の外におい
て航空機が墜落し又は着陸を余儀なくされた際に適用される方針及び手続を定めることを目的とする。

２．適用範囲
本ガイドラインは、日本国政府及び都道府県その他の地方当局のすべての機関及び職員に適

用される。本ガイドラインは、米軍施設・区域のすべての合衆国軍隊部隊並びに日米地位協定第
１条及び第�14�条に規定するすべての者に適用される。

３．一般的方針
航空機は、意図した目的地以外の場所に着陸せざるを得ない場合がある。このような場合、特

に、航空機が墜落した場合又は負傷者を伴う場合には、すべての関係する機関が、関連の規則
と役割を理解していることが必要である。被害者の救助に関係する地方の機関又は当局の間で
は、相互の緊密な連携及び調整が不可欠である。合衆国軍用航空機が着陸を余儀なくされた場
合には、本ガイドラインの�4（1）に規定する日本国の当局への通報が行われるとともに、時宜によ
り本ガイドラインに規定する他の必要な手続がとられる。
（1）�合衆国軍用航空機が日本国内で米軍施設・区域の外にある公有又は私有の財産に墜落し

又は着陸を余儀なくされた場合において、日本国政府の職員又は他の権限ある者から事前
の承認を受ける暇がないときは、合衆国軍隊の然るべき代表者は、必要な救助・復旧作業
を行う又は合衆国財産を保護するために、当該公有又は私有の財産に立ち入ることが許さ
れる。ただし、当該財産に対し不必要な損害を与えないよう最善の努力が払われなければな
らない。日本国政府の当局及び合衆国軍隊の当局は、墜落現場又は余儀なくされた着陸の
現場において、許可のない者が事故現場の至近に立ち入ることを制限するため、共同して
必要な規制を行う。

（2）�合衆国軍用航空機が日本 2�国内で米軍施設・区域の外にある公有又は私有の財産に墜落
し又は着陸を余儀なくされた場合において、事故現場を行政上管轄する地方当局は、救助、
応急医療、避難、消火及び警察の業務を含む必要な業務を適宜行う。
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４．手続
（1）通�報
現地レベルでは、日米間の双方向の通報制度が活用され、これによって、米軍施設・区域と、

防衛施設局、警察及び消防、並びに日本国政府の管轄権の下にある水域の場合には海上保安
庁との間で、米軍施設・区域外での航空機の墜落又は余儀なくされた着陸に関する緊急情報を交
換することが可能となる。事故への対応に関係する場合は、以下の情報が判明し次第提供される。
　（ｲ）航空機の種類及び乗員数
　（ﾛ）事故の場所（詳細な情報がしばしば現地の住民から提供される。）
　（ﾊ）搭載燃料の概算量
　（ﾆ）�救助及び消火活動を阻害し得る危険な搭載物又は兵器の量及び種類に関する情報
　（ﾎ）被害者の数、国籍及び状態
　（ﾍ）必要に応じ、救助・復旧活動を行うために不可欠なその他の緊急情報

（2）�航空機が米軍施設・区域の外に着陸した場合、責任を有する職員は以下のとおりである。
　（ｲ）日本国政府
　　�　警察業務について、現地警察署長若しくは現地警察署長に指名された代理、又は日本
国政府の管轄権の下にある水域の場合には海上保安庁の代表者。消火及び救助活動に
ついて、現地消防本部の消防長若しくは消防長に指名された代理、又は日本国政府の管
轄権の下にある水域の場合には海上保安庁の代表者。

　（ﾛ）合衆国軍隊
　　　以下の者のうち、現地への到着順とする。
　　　（a）�墜落機又は着陸を余儀なくされた航空機に搭乗していた指揮官又は幹部であって、

職務の遂行が不能となっていない者。
　　　（b）�緊急対応を担当する合 b�衆国軍隊の要員又は米側の消防幹部（初動の現場指

揮官として指名された場合）
　　　（c）�初動の対応が終了し、調査チームが組織された後にあっては、合衆国軍隊航空

機事故調査官
（3）�それぞれの責任を有する職員は、他方の国の責任を有する職員に対し、可能な限り早い時

点で、自らの身分を知らせる。
（4）救助活動
乗務員、乗客及び地上で負傷した人の救助が最重要であることから、日本国政府及び合衆国

軍隊の責任を有する職員は、医療要員並びに消防及び救助の装備及び要員が事故現場に直ち
に立ち入ることを許可する。
（5）事故現場への立入制限
立入りが制限されるべき事故現場の区域及び立入制限の期間に関して、日本国政府及び合衆

国軍隊の責任を有する職員の間で、共通の理解に到達する。このような共通の決定に至るに当たっ
ては、以下の要件が考慮される。
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　（ｲ）死傷者の移送
　（ﾛ）消防その他の安全のためにとられる措置
　（ﾊ）�二次災害をもたらす物質の確認、及び、当該物質が存在する場合には、汚染の拡大

を防止するための汚染管理能力の確立
　（ﾆ）機密の装備又は資材に係る機密漏洩防止
　（ﾎ）航空機事故調査及び請求調査のための証拠保全
　（ﾍ）見物人等の整理
　（ﾄ）合衆国の財産及び他の公有又は私有の財産の保護の確保
　（ﾁ）公衆及び合衆国軍隊の利益に最大限かなうこと
　（ﾘ）�上記（ﾆ）、（ﾎ）及び（ﾄ）の要件が満たされた後、可能な限り早期に残骸を撤去する

こと
　（ﾇ）�状況を考慮しつつ、また、常識的な原則を用いて、事故現場を可能な限り小さく設定し、

かつ、制限の期間を可能な限り短くすること
（6）事故現場の立入規制
最初に救助に対応する組織は、当初、現場への立入規制を行い、救助及び消火活動と両立

可能な範囲で、事故調査チームが任務を果たすことが可能となるよう事故現場の保全を行う。現
場管理・立入規制は、通常二つの規制線を伴う。第一は、安全性の観点から立ち入るべきでは
ない距離により決定される、事故現場至近周辺の「内周規制線」であり、第二は、見物人の安
全を確保し、かつ、円滑な交通の流れを促進するために設けられる「外周規制線」である（内
周規制線の内側の区域を制限区域、外周規制線の内側の区域を規制区域という。）。日本国の
法執行当局は、現場に到着次第、外周規制線を設定し、立入規制の責任を負う。内周規制線
には、特別の場合を除き、日米共同で人員が配置される。内周規制線の制限区域への立入りは、
合衆国及び日本国の責任を有する職員の相互の同意に基づき行われる。合衆国側は、すべての
残骸、部分品、部品及び残渣物に対して、管理を保持する。
　（ｲ）�内周規制線には、制限区域への立入りを取り扱うため、立入規制点（Entry�Control�

Point；以下「ECP」という。）が一カ所設けられる。その他の地点からの制限区域へ
の立入りは認められない。内周規制線に配置されるすべての人員は、ECPの場所につ
き説明を受け、ECP以外の地点で立入りを要請してきた者に対し、ECP�に赴きそれぞ
れ日本国政府又は合衆国の責任を有する職員と連絡をとるよう案内する。日本国政府及
び合衆国の責任を有する職員は、ECP�に配置され、立入要請の処理及び調整を行う。
立入規制の責任については以下のとおりとする。

　（ﾛ）�合衆国及び日本国の当局は、緊密に調整し立入規制の任務を遂行する。一般的に、
制限区域への立入りは、立入りの権利及び必要性を有する者に限定される。合衆国軍
隊関係者以外の者が４．（６）の柱書の規定に基づく立入許可を得るために行う要請は、
日本国の責任を有する職員又はその代理に付託される。合衆国軍隊関係者が立入許
可を得るために行う要請は、合衆国の責任を有する職員又はその代理に付託される。
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立入りを要請する日本国又は合衆国の者は、可能な場合には、その者の属する国の政
府の職員から当該要請の諾否を通知される。

　（ﾊ）�現場警備のため配属される合衆国軍隊の要員は、制限区域の範囲、見物人等への対
応に当たっての外交的配慮と臨機応変な対応の必要性、立入要請を行う合衆国軍隊
関係者が要請を付託すべき合衆国軍隊の職員の氏名及び配置場所、並びに立入要請
を行う合衆国軍隊関係者以外の者が要請を付託すべき日本国政府の職員の氏名及び
配置場所について、徹底した説明を受ける。この説明においては、日本国政府の当局
が合衆国軍隊関係者以外のすべての者を規制する責任を有すること、及びそのような
日本国政府の職員を通じて業務を行うことの重要性が強調される。

（7）見物人等の整理
　（ｲ）�日本国の警察又は海上保安庁の職員は、事故現場又はその近傍にいる見物人等を整

理する。これらの日本国政府の当局が到着するまでの間は、合衆国軍隊の要員が、そ
の権限の範囲内で、当該見物人等を整理することができる。

　（ﾛ）�日本国の警察又は海上保安庁の職員がいる場合、合衆国軍隊の要員は、要請がある
ときは、見物人等の整理につき、これらの日本国政府の職員を支援することができる。

　（ﾊ）�合衆国の当局から日本国の当局に対して写真が撮影されないよう要請がある場合は、日
本国の当局は、現場の写真撮影（ビデオ撮影を含む）を行おうとする報道関係者その
他の者に対し事情の説明を行った上で、いかなる強制手段も用いることなく（ただし、日
本国の法律によって認められる場合は、この限りでない。）、撮影の中止に係る合衆国の
当局の要請を伝達する。

５．広報
報道関係者と政府職員との間の効果的な連絡を確立することは、これらの種類の事故の際に

極めて重要である。日本国政府及び合衆国の責任を有する職員は、記者説明、対外公表等の
実施に当たって調整する。この調整には、取材場所や共同情報掲示板の設定その他同様の活
動が含まれ得る。

６．訓練及び会合
合衆国及び日本国の関係する当局及び人員は、事故の際に迅速かつ的確に本ガイドラインを

実施するため、定期的に訓練を行う。合衆国及び日本国の関係する当局及び人員は、相互の連
絡を保つため、少なくとも年一回会合を持つ。詳細は現地レベルで調整される。

（了）
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の
拒
否
、
軍
事
機
密
を
理
由
に
し
た
資
料

の
提
供
拒
否
、
地
位
協
定
や
特
例
法
が
行
政
措
置
とし
て
の
勧
告
命
令
等
の
実
効
性
を
欠
如
さ
せ
て
い
る

等
を
あ
げ
れ
ば
きり
が
な
い
。
そ
うし
た
こ
と
が
県
や
市
町
村
が
基
地
に
対
し
て
行
な
う
環
境
行
政
を
有
効
的

に
実
施
す
る
こ
と
を
極
め
て
困
難
に
し
て
い
る
。

基
地
が
あ
る
た
め
に
起
る
環
境
の
破
壊
は
、

騒
音
、
大
気
汚
染
、
水
質
汚
濁
、
土
壌
汚
染
、

自
然
破
壊
と
跡
を
た
た
な
い
。
市
内
の
基
地
で
例

を
あ
げ
れ
ば
嘉
手
納
飛
行
場
、
キ
ャ
ン
プ
瑞
慶

覧
、
キ
ャ
ン
プ
シ
ー
ル
ズ
は
油
や
汚
水
を
た
れ
流

し
、
嘉
手
納
弾
薬
庫
か
ら
は
放
射
性
物
質
の
瑞

慶
山
ダ
ム
へ
の
放
流
や
有
毒
ガ
ス
の
発
生
、
ま
た

泡
瀬
通
信
施
設
で
は
護
岸
の
防
風
、
防
潮
林
の
とり
壊
し
等
が
あ
る
。
す
べ
て
の
基
地
が
環
境
破
壊
の
要

因
に
な
っ
て
お
り
、
住
民
の
生
活
環
境
を
蝕
み
、
健
康
と
生
活
を
著
しく
脅
か
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
本
市
と
し
て
の
責
務
は
基
地
被
害
を
告
発
し
、
そ
の
原
因
を
除
去
す
る
こ
と
に
あ
る

が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
安
保
条
約
や
地
位
協
定
さ
ら
に
数
多
く
の
特
例
法
が
立
ち
は
だ
か
り
、
本
市

の
責
務
を
十
分
に
果
し
得
な
い
状
況
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
克
服
し
実
の
あ
る
基
地
対
策
が
実

行
で
き
る
た
め
に
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
自
治
体
の
基
地
内
立
入
調
査
を
保
障
さ
せ
、
米
軍
に
対
し

実
効
性
の
あ
る
勧
告
、
命
令
等
が
で
き
る
体
制
を
つ
く
り
だ
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1
) 水

質
汚

濁
瑞

慶
山

ダ
ム

汚
染

　
��　
嘉
手
納
弾
薬
庫
内
の
砲
弾
検
査
所
（
建
物
番
号
T
－
11
11
A
）
で
は
、
放
射
線
を
照
射
し
て

透
視
撮
影
し
、
砲
弾
の
亀
裂
、
火
災
危
険
の
状
態
な
ど
を
検
査
し
て
い
る
。

　
��　
昭
和
50
年
１
月
20
日
、
こ
の
施
設
か
ら
フ
ィ
ル
ム
現
像
の
際
の
用
水
廃
液
が
近
く
の
瑞
慶

山
ダ
ム
に
流
入
し
て
い
る
こ
と
が
調
査
の
結
果
判
明
さ
れ
た
。
こ
の
ダ
ム
は
県
民
の
飲
料
水
の

水
ガ
メ
で
、
そ
れ
が
有
毒
物
質
で
汚
染
さ
れ
る
と
県
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
と

も
に
、
県
民
に
多
大
な
不
安
を
与
え
た
。

稀
少

な
岩

山
を

米
人

住
宅

建
設

の
た

め
ブ

ル
で

破
壊
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キ
ャ

ン
プ

シ
ー

ル
ズ

か
ら

の
排

水
に

よ
る

比
謝

川
汚

染

こ
の

プ
ー

ル
の

汚
水

が
手

前
の

排
水

口
か

ら
比

謝
川

上
流

に
た

れ
流

し
て

い
る

　
��　
ま
た
検
査
所
に
は
12
1
人
の
日
本
人
従
業
員
が
作
業
に
従
事
し
、
一
日
７
～
８
回
の
検
査
で

約
1,5
00
発
を
処
理
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
従
業
員
の
中
に
放
射
線
を
取
扱
う
の
に
必
要
な
免
許

取
得
者
が
１
人
も
な
く
、
国
内
法
上
の
安
全
基
準
に
よ
る
義
務
さ
え
守
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
米
軍
の
労
務
管
理
の
ズ
サ
ン
さ
、
県
民
蔑
視
は
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
た
。

　
　
①
　
経
　
過

�
昭
和
50
年
１
月
17
日
�
�放
射
線
物
質
が
瑞
慶
山
ダ
ム
に
流
入
し
て
い
るこ
と
が
新
聞
報
道
さ
れ
る
。

�
〃
　
〃
　
20
日
�
県
渉
外
部
と
労
働
基
準
局
の
立
入
り
調
査
を
米
軍
は
拒
否

�
〃
　
〃
　
21
日
�
県
企
業
局
、
同
施
設
付
近
の
汚
染
状
況
を
発
表

�
�
�「
水
銀
、
カド
ニ
ウ
ム
な
ど
の
有
毒
物
質
は
含
ま
れ
ず
、
飲
料
水
に

は
影
響
な
い
が
、銀
、鉛
、銅
、亜
鉛
、ナ
トリ
ウ
ム
な
ど
が
検
出
さ
れ
、

明
ら
か
に
廃
液
の
た
れ
流
し
に
よ
っ
て
ダ
ム
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
」

�
〃
　
〃
　
22
日
�
従
業
員
と
の
懇
談
会
、
事
情
を
聴
収
す
る
。

�
〃
　
〃
　
23
日
�
�県
と
労
働
基
準
局
と
那
覇
防
衛
施
設
局
の
三
者
で
同
施
設
を
立
入
調
査

�
〃
　
〃
　
29
日
�
沖
縄
市
が
立
入
調
査
を
要
求
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
。

　
　
②
　
ダ
ム
の
水
質
検
査
結
果

　
　
�分
析
値
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
単
位
　
pp
m
）

　
　
１
．
�A
g
銀
、
cd
カ
ド
ニ
ウ
ム
、
Cu
銅
、
Pb
鉛
、
Cr
ク
ロ
ム
、
A
sヒ
素
、
H
g
水
銀
、
Cn

シ
ア
ン
、
Zn
亜
鉛
、
N
a
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
K
カ
リ
ウ
ム

　
　
２
．
採
水
月
日
　
昭
和
50
年
１
月
17
日
～
18
日

　
　
３
．
� 採
水
は
10
ケ
所
で
行
な
っ
た
が
、
分
析
結
果
に
つ
い
て
は
代
表
的
場
所
２ケ
所
の
ダ
ム
水
質
を
示
す

　
�　
県
企
業
局
の
分
析
の
結
果
は
、
弾
薬
庫
周
辺
地
域
に
お
け
る
ダ
ム
水
は
上
水
道
水
源
と
し
て

使
用
し
て
も
問
題
に
な
る
物
質
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の
結
論
が
だ
さ
れ
た
。
し
か
し
廃
水
口

附
近
か
ら
、
銀
、
鉛
、
銅
、
亜
鉛
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
廃
液
が
流
れ
込
ん

で
い
た
こ
と
が
裏
づ
け
さ
れ
る
。

　
　
③
　
人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
環
境
基
準
�

（
単
位
　
pp
m
）
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別
添
（
2）

キ
ャ

ン
プ

シ
ー

ル
ズ

か
ら

の
排

水
に

よ
る

比
謝

川
汚

染

こ
の

プ
ー

ル
の

汚
水

が
手

前
の

排
水

口
か

ら
比

謝
川

上
流

に
た

れ
流

し
て

い
る

別
添
（
1）

　
��　
ま
た
検
査
所
に
は
12
1
人
の
日
本
人
従
業
員
が
作
業
に
従
事
し
、
一
日
７
～
８
回
の
検
査
で

約
1,5
00
発
を
処
理
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
従
業
員
の
中
に
放
射
線
を
取
扱
う
の
に
必
要
な
免
許

取
得
者
が
１
人
も
な
く
、
国
内
法
上
の
安
全
基
準
に
よ
る
義
務
さ
え
守
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
か
ら
米
軍
の
労
務
管
理
の
ズ
サ
ン
さ
、
県
民
蔑
視
は
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
た
。

　
　
①
　
経
　
過

�
昭
和
50
年
１
月
17
日
�
�放
射
線
物
質
が
瑞
慶
山
ダ
ム
に
流
入
し
て
い
るこ
と
が
新
聞
報
道
さ
れ
る
。

�
〃
　
〃
　
20
日
�
県
渉
外
部
と
労
働
基
準
局
の
立
入
り
調
査
を
米
軍
は
拒
否

�
〃
　
〃
　
21
日
�
県
企
業
局
、
同
施
設
付
近
の
汚
染
状
況
を
発
表

�
�
�「
水
銀
、
カド
ニ
ウ
ム
な
ど
の
有
毒
物
質
は
含
ま
れ
ず
、
飲
料
水
に

は
影
響
な
い
が
、銀
、鉛
、銅
、亜
鉛
、ナ
トリ
ウ
ム
な
ど
が
検
出
さ
れ
、

明
ら
か
に
廃
液
の
た
れ
流
し
に
よ
っ
て
ダ
ム
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
」

�
〃
　
〃
　
22
日
�
従
業
員
と
の
懇
談
会
、
事
情
を
聴
収
す
る
。

�
〃
　
〃
　
23
日
�
� 県
と
労
働
基
準
局
と
那
覇
防
衛
施
設
局
の
三
者
で
同
施
設
を
立
入
調
査

�
〃
　
〃
　
29
日
�
沖
縄
市
が
立
入
調
査
を
要
求
し
た
が
拒
否
さ
れ
た
。

　
　
②
　
ダ
ム
の
水
質
検
査
結
果

　
　
�分
析
値
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（
単
位
　
pp
m
）

　
　
１
．
�A
g
銀
、
cd
カ
ド
ニ
ウ
ム
、
Cu
銅
、
Pb
鉛
、
Cr
ク
ロ
ム
、
A
sヒ
素
、
H
g
水
銀
、
Cn

シ
ア
ン
、
Zn
亜
鉛
、
N
a
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
K
カ
リ
ウ
ム

　
　
２
．
採
水
月
日
　
昭
和
50
年
１
月
17
日
～
18
日

　
　
３
．
� 採
水
は
10
ケ
所
で
行
な
っ
た
が
、
分
析
結
果
に
つ
い
て
は
代
表
的
場
所
２ケ
所
の
ダ
ム
水
質
を
示
す

　
�　
県
企
業
局
の
分
析
の
結
果
は
、
弾
薬
庫
周
辺
地
域
に
お
け
る
ダ
ム
水
は
上
水
道
水
源
と
し
て

使
用
し
て
も
問
題
に
な
る
物
質
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の
結
論
が
だ
さ
れ
た
。
し
か
し
廃
水
口

附
近
か
ら
、
銀
、
鉛
、
銅
、
亜
鉛
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
が
検
出
さ
れ
た
こ
と
か
ら
廃
液
が
流
れ
込
ん

で
い
た
こ
と
が
裏
づ
け
さ
れ
る
。

　
　
③
　
人
の
健
康
の
保
護
に
関
す
る
環
境
基
準
�

（
単
位
　
pp
m
）
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で
給
水
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
②
そ
の
後
８
年
間
住
民
は
こ
れ
を
浄
水
と
思
っ
て
使
用
し
て
い
た
が
、

年
に
2、
3
度
油
や
異
物
が
混
入
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
が
一
時
的
な
の
で
、

そ
の
ま
ま
使
用
し
続
け
て
い
た
。
③
復
帰
に
よ
っ
て
こ
の
ポ
ン
プ
場
が
県
企
業
局
に
移
管
さ
れ
た
が
、

依
然
と
し
て
原
水
を
給
水
し
て
い
た
。
④
給
水
管
に
異
状
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
原
因
は
基
地

内
の
ポ
ン
プ
場
或
い
は
そ
の
周
辺
に
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
米
軍
に
対
し
原
因
究
明
の
た
め
に
現
地
調
査
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
拒
否

さ
れ
た
。
従
っ
て
そ
の
汚
染
原
因
は
今
な
お
不
明
で
あ
る
。

�昭
和
50
年
２
月
�３
日
�
�市
の
環
境
保
全
課
に
上
水
道
に
異
物
が
混
入
し
て
い
ると
の
通
報
を
受
け
る
。

�
〃
　
２
月
�４
日
�
�県
と
市
の
合
同
調
査
、
ポ
ン
プ
場
に
近
い
数
世
帯
で
は
ま
っ
黒
の
油
状

の
も
の
が
５
～
10
分
程
度
継
続
し
て
出
た
。
受
水
世
帯
は
44
世
帯

�
〃
　
２
月
�５
日
�
市
議
会
の
米
軍
基
地
関
係
特
別
委
員
会
が
現
地
調
査

�
�

�
沖
縄
市
水
道
部
と
県
企
業
局
が
善
処
方
に
つ
い
て
協
議

�
〃
　
２
月
�６
日
�
当
該
地
域
の
住
民
と
市
と
の
懇
談
会

�
�

�
県
企
業
局
に
対
し
、
浄
水
を
給
水
す
る
よ
う
要
請

�
〃
　
２
月
�７
日
�
県
企
業
局
よ
り
浄
水
に
切
換
え
る
旨
回
答

�
〃
　
２
月
�2
0
日
�
市
、
県
企
業
局
住
民
と
の
懇
談
会

�
〃
　
２
月
�2
1
日
�
県
企
業
局
と
住
民
で
現
地
調
査

�
〃
　
10
月
�2
9
日
�
�県
企
業
局
か
ら
本
市
水
道
部
に
対
し
、
当
該
ポ
ン
プ
場
か
ら
の
取
水
を

６
月
15
日
に
取
水
停
止
し
、
無
料
給
水
を
昭
和
51
年
１
月
31
日
を

も
っ
て
停
止
す
る
旨
通
告

�
〃
　
12
月
�1
8
日
�
県
企
業
局
に
対
し
、
継
続
給
水
を
要
請

知
花

の
上

水
道

の
汚

染
昭
和
50
年
２
月
３
日
、
キ
ャ
ン
プ
ヘ
ー
グ
南
側
の
知
花
の
住
民
か
ら
上
水
道
に
油
が
混
入
し
て
い

る
と
の
通
報
に
よ
り
、
本
市
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
油
と
粒
状
の
異
物
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
そ
の
地
域
住
民
か
ら
事
情
を
聞
い
た
ら
、
キ
ャ
ン
プ
ヘ
ー
グ
内
に
あ
る
取
水
ポ
ン
プ
か
ら

取
水
し
た
上
水
処
理
さ
れ
て
い
な
い
原
水
を
44
世
帯
に
給
水
し
て
お
り
、
過
去
に
も
油
や
異
物
の
混

入
は
何
度
も
起
っ
て
い
た
事
実
が
明
る
み
に
出
た
。

従
っ
て
、本
市
は
早
急
な
原
因
究
明
と
対
策
を
講
じ
る
た
め
詳
細
な
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
①
原
水
を
供
給
し
て
い
る
発
端
は
、
昭
和
42
年
頃
、
当
時
の
琉
球

水
道
公
社
（
米
国
民
政
府
）
が
基
地
内
か
ら
１
日
2,0
00
ガ
ロ
ン
の
水
を
取
水
す
る
た
め
ボ
ー
リ
ン
グ

を
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
地
域
の
井
戸
の
水
が
涸
れ
た
の
で
そ
の
保
障
と
し
て
20
数
世
帯
に
対
し
無
料

「
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(3
) パ

イ
プ

ラ
イ

ン
と

都
市

計
画

　
�　
現
在
本
市
に
お
け
る
都
市
計
画
事
業
の
大
き
な
ガ
ン
は
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
布
設
で
あ
る
。
具

体
的
な
事
例
を
あ
げ
る
と

　
　
1）
　
�　
沖
縄
市
総
合
運
動
公
園
内
を
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
通
過
し
て
い
る
た
め
公
園
の
機
能
を

損
な
っ
て
い
る
。
ま
た
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が
埋
設
さ
れ
て
い
る
た
め
公
園
の
整
備
に
非
常
な

支
障
を
き
た
し
て
お
り
、現
在
那
覇
防
衛
施
設
局
を
通
じ
て
米
軍
に
撤
去
要
請
し
て
あ
る
。

　
　
2）
　
�　
市
民
会
館
建
設
予
定
地
内
を
通
過
し
て
い
る
の
で
、
現
状
の
ま
ま
で
は
建
設
の
時
点

で
大
き
な
障
害
と
な
る
。

　
　
3）
　
�　
市
営
野
球
場
前
か
ら
空
港
通
り
に
至
る
道
路
、
八
重
島
内
を
池
武
当
に
抜
け
る
道
路
、

北
美
小
学
校
横
側
の
道
路
に
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
埋
設
あ
る
い
は
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
が

あ
る
た
め
道
路
が
狭
く
な
っ
た
り
、
悪
路
化
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
市
内
の
道
路
事

情
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
都
市
計
画
街
路
へ
の
影
響
が
大
き
い
。

　
　
4）
　
�　
市
が
計
画
し
て
い
る
山
内
の
３
ケ
年
区
画
整
理
事
業
区
域
内
の
団
体
道
路
に
沿
っ
た

部
分
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
た
め
、
同
地
域
の
利
用
が
阻
害
さ
れ
事
業
実
施
に
支
障
を
き

た
し
て
い
る
。

　
　
5）
　
�　
池
武
当
か
ら
池
原
地
域
間
の
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
市
の
排
水
路
の
整
備
事
業
を
阻
害
し
、

雨
量
の
多
い
時
に
は
被
害
が
続
出
し
て
い
る
。

そ
の
他
に
も
学
校
構
内
（
北
美
）
や
住
宅
に
隣
接
し
て
通
過
し
て
い
る
た
め
数
多
く
の
不
便
や
危

険
性
を
住
民
に
与
え
、
生
活
を
蝕
ん
で
い
る
の
が
米
軍
航
空
燃
料
輸
送
パ
イ
プ
で
あ
る
。

(4
) 今

後
の

課
題

　
　
1）
　
�　
過
密
地
域
の
緩
和
を
図
る
た
め
、地
域
の
再
開
発
を
推
進
し
、そ
の
オ
ー
プ
ン
・
ス
ペ
ー

ス
と
し
て
基
地
を
解
放
さ
せ
る
。

　
　
2）
　
　
基
地
内
の
排
水
路
を
整
備
拡
張
あ
る
い
は
新
設
さ
せ
基
地
周
辺
の
環
境
を
浄
化
す
る
。

　
　
3）
　
　
基
地
内
の
自
然
破
壊
を
や
め
さ
せ
、
み
ど
り
を
保
持
し
て
い
く
。

　
　
4）
　
　
基
地
内
に
お
け
る
工
事
の
際
は
市
と
協
議
を
す
る
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
り
出
す
。

　
　
5）
　
�　
県
道
20
号
線
と
国
道
58
号
線
を
結
ぶ
基
地
内
道
路
を
解
放
さ
せ
市
内
の
交
通
緩
和

を
図
る
こ
と
。

　
　
6）
　
　
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
早
期
に
撤
去
さ
せ
る
。

　
　
7）
　
�　
地
籍
が
不
確
定
の
ま
ま
解
放
さ
れ
た
地
域
の
場
合
、
利
用
計
画
の
実
施
が
困
難
に
な

る
の
で
、
早
期
に
軍
用
地
の
地
籍
確
定
を
政
府
に
強
く
要
求
す
る
。

で
給
水
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
②
そ
の
後
８
年
間
住
民
は
こ
れ
を
浄
水
と
思
っ
て
使
用
し
て
い
た
が
、

年
に
2、
3
度
油
や
異
物
が
混
入
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
場
所
に
よ
っ
て
異
な
る
が
一
時
的
な
の
で
、

そ
の
ま
ま
使
用
し
続
け
て
い
た
。
③
復
帰
に
よ
っ
て
こ
の
ポ
ン
プ
場
が
県
企
業
局
に
移
管
さ
れ
た
が
、

依
然
と
し
て
原
水
を
給
水
し
て
い
た
。
④
給
水
管
に
異
状
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
原
因
は
基
地

内
の
ポ
ン
プ
場
或
い
は
そ
の
周
辺
に
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
米
軍
に
対
し
原
因
究
明
の
た
め
に
現
地
調
査
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
拒
否

さ
れ
た
。
従
っ
て
そ
の
汚
染
原
因
は
今
な
お
不
明
で
あ
る
。

�昭
和
50
年
２
月
�３
日
�
�市
の
環
境
保
全
課
に
上
水
道
に
異
物
が
混
入
し
て
い
ると
の
通
報
を
受
け
る
。

�
〃
　
２
月
�４
日
�
�県
と
市
の
合
同
調
査
、
ポ
ン
プ
場
に
近
い
数
世
帯
で
は
ま
っ
黒
の
油
状

の
も
の
が
５
～
10
分
程
度
継
続
し
て
出
た
。
受
水
世
帯
は
44
世
帯

�
〃
　
２
月
�５
日
�
市
議
会
の
米
軍
基
地
関
係
特
別
委
員
会
が
現
地
調
査

�
�

�
沖
縄
市
水
道
部
と
県
企
業
局
が
善
処
方
に
つ
い
て
協
議

�
〃
　
２
月
�６
日
�
当
該
地
域
の
住
民
と
市
と
の
懇
談
会

�
�

�
県
企
業
局
に
対
し
、
浄
水
を
給
水
す
る
よ
う
要
請

�
〃
　
２
月
�７
日
�
県
企
業
局
よ
り
浄
水
に
切
換
え
る
旨
回
答

�
〃
　
２
月
�2
0
日
�
市
、
県
企
業
局
住
民
と
の
懇
談
会

�
〃
　
２
月
�2
1
日
�
県
企
業
局
と
住
民
で
現
地
調
査

�
〃
　
10
月
�2
9
日
�
�県
企
業
局
か
ら
本
市
水
道
部
に
対
し
、
当
該
ポ
ン
プ
場
か
ら
の
取
水
を

６
月
15
日
に
取
水
停
止
し
、
無
料
給
水
を
昭
和
51
年
１
月
31
日
を

も
っ
て
停
止
す
る
旨
通
告

�
〃
　
12
月
�1
8
日
�
県
企
業
局
に
対
し
、
継
続
給
水
を
要
請

３
　

都
市

計
画

と
基

地

(1
) 基

地
が

も
た

ら
し

た
過

密
状

況
　
�　
米
軍
は
沖
縄
を
占
領
し
た
後
、
難
民
を
収
容
地
に
集
め
居
住
さ
せ
る
こ
と
か
ら
沖
縄
統
治
を

開
始
し
た
。
そ
し
て
徐
々
に
旧
居
住
地
へ
の
復
帰
が
許
さ
れ
、
他
地
域
へ
疎
開
し
て
い
た
者
が

続
々
と
帰
郷
し
た
た
め
、
本
市
の
解
放
地
域
の
人
口
が
急
激
に
増
大
し
た
。
特
に
嘉
間
良
と
島

袋
の
両
地
区
に
は
大
規
模
な
住
居
地
区
が
形
成
さ
れ
、
住
宅
の
建
設
作
業
が
進
み
、
集
ま
っ
た

人
々
が
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
�　
ま
た
、
19
50
年
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
基
地
建
設
ブ
ー
ム
、
恒
久
化
し
た
基
地
に
稼
得
の
場
を

求
め
、
基
地
を
と
り
ま
く
よ
う
に
各
地
の
人
々
が
本
市
に
や
っ
て
き
た
。
そ
し
て
集
ま
っ
て
き

た
人
々
が
基
地
の
合
間
の
狭
い
地
域
に
ひ
し
め
き
合
っ
て
居
住
し
た
。

　
�　
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
都
市
形
態
が
今
日
の
山
里
、
園
田
、
比
嘉
、
室
川
、
住
吉
、
照
屋
等
の

過
密
化
を
も
た
ら
す
結
果
に
な
っ
た
が
、
こ
の
原
因
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
　
1）
　
�　
旧
居
住
部
落
へ
の
帰
郷
を
許
さ
れ
た
も
の
の
、
帰
郷
地
の
部
落
が
解
放
さ
れ
て
お
ら

ず
、
収
容
地
区
へ
の
定
住
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

　
　
2）
　
�　
ま
た
他
の
収
容
地
区
か
ら
帰
郷
し
て
き
た
も
の
の
帰
郷
地
が
基
地
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
者
が
残
さ
れ
た
わ
ず
か
の
解
放
地
に
居
住
し
た
。

　
　
3）
　
�　
さ
ら
に
恒
久
化
し
た
基
地
の
周
辺
に
基
地
労
働
者
、
軍
作
業
員
、
軍
人
・
軍
属
相
手

の
基
地
業
者
が
寄
り
合
い
、
あ
る
い
は
呼
び
あ
っ
て
人
口
の
急
増
化
が
進
ん
だ
。

　
　
4）
　
�　
そ
の
後
、
こ
の
過
密
状
態
か
ら
脱
皮
す
る
た
め
住
宅
地
域
の
再
開
発
を
行
な
い
緩
和

し
よ
う
に
も
、
市
面
積
の
大
半
を
占
め
る
基
地
の
存
在
は
そ
れ
を
困
難
に
し
た
。

(2
) 都

市
環

境
を

悪
化

さ
せ

て
い

る
基

地
　
�　
本
市
は
生
活
環
境
を
よ
く
す
る
た
め
、
年
次
的
に
排
水
路
の

整
備
、
下
水
道
の
増
設
を
進
め
て
い
る
が
、
基
地
は
そ
の
事
業

の
阻
害
要
因
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
市
街
地
の
排
水
路
を

い
く
ら
整
備
し
て
も
、
基
地
内
の
排
水
路
が
つ
ま
っ
て
い
る
た

め
侵
入
し
人
畜
へ
の
被
害
（
池
原
、
池
武
当
、
比
屋
根
、
総
合

グ
ラ
ン
ド
、
中
の
町
等
）
が
あ
る
。
ま
た
排
水
路
を
新
設
、
拡

張
す
る
に
も
地
籍
が
未
確
定
の
地
域
（
与
儀
、
比
屋
根
）
の
た

め
事
業
実
施
が
で
き
な
い
等
で
あ
る
。

　
�　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
基
地
か
ら
の
汚
水
排
出
の
た
め
河
川
や

土
壌
が
汚
染
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

基
地

内
の

排
水

路
が

つ
ま

り
道

路
が

下
水

と
化

し
て

い
る

知
花

の
上

水
道

の
汚

染
昭
和
50
年
２
月
３
日
、
キ
ャ
ン
プ
ヘ
ー
グ
南
側
の
知
花
の
住
民
か
ら
上
水
道
に
油
が
混
入
し
て
い

る
と
の
通
報
に
よ
り
、
本
市
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
油
と
粒
状
の
異
物
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
た
。
そ
の
地
域
住
民
か
ら
事
情
を
聞
い
た
ら
、
キ
ャ
ン
プ
ヘ
ー
グ
内
に
あ
る
取
水
ポ
ン
プ
か
ら

取
水
し
た
上
水
処
理
さ
れ
て
い
な
い
原
水
を
44
世
帯
に
給
水
し
て
お
り
、
過
去
に
も
油
や
異
物
の
混

入
は
何
度
も
起
っ
て
い
た
事
実
が
明
る
み
に
出
た
。

従
っ
て
、本
市
は
早
急
な
原
因
究
明
と
対
策
を
講
じ
る
た
め
詳
細
な
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
①
原
水
を
供
給
し
て
い
る
発
端
は
、
昭
和
42
年
頃
、
当
時
の
琉
球

水
道
公
社
（
米
国
民
政
府
）
が
基
地
内
か
ら
１
日
2,0
00
ガ
ロ
ン
の
水
を
取
水
す
る
た
め
ボ
ー
リ
ン
グ

を
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
地
域
の
井
戸
の
水
が
涸
れ
た
の
で
そ
の
保
障
と
し
て
20
数
世
帯
に
対
し
無
料

「
続

 基
地

と
沖

縄
市

」
 昭

和
51

年
版

 よ
り

抜
粋

191



総
合

運
動

公
園

内
の

こ
の

道
路

に
埋

設
さ

れ
、

公
園

整
備

の
ガ

ン
に

な
っ

て
い

る

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

の
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
の

た
め

、
片

側
通

行
を

余
儀

な
く

さ
れ

ラ
ッ

シ
ュ

時
は

交
通

渋
滞

（
中

の
町

）

山
内

区
画

整
理

地
域

内
の

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

道
路

に
そ

っ
て

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

が
は

し
り

、
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
が

道
路

を
占

拠
舗

装
が

で
き

な
い

、
雨

が
降

る
と

通
行

不
能

北
美

小
学

校
の

真
中

を
通

過
、

パ
イ

プ
の

下
方

は
道

路
に

な
っ

て
い

る

市
民

会
館

予
定

地
内

の
パ

イ
プ

ラ
イ

ン
、

建
設

の
際

支
障

が
懸

念
さ

れ
る

（
マ

ル
内

は
地

示
柱

）「
続

 基
地

と
沖

縄
市

」
 昭

和
51

年
版

 よ
り

抜
粋
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総
合

運
動

公
園

内
の

こ
の

道
路

に
埋

設
さ

れ
、

公
園

整
備

の
ガ

ン
に

な
っ

て
い

る

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

の
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
の

た
め

、
片

側
通

行
を

余
儀

な
く

さ
れ

ラ
ッ

シ
ュ

時
は

交
通

渋
滞

（
中

の
町

）

山
内

区
画

整
理

地
域

内
の

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

道
路

に
そ

っ
て

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

が
は

し
り

、
チ

ェ
ッ

ク
ポ

イ
ン

ト
が

道
路

を
占

拠
舗

装
が

で
き

な
い

、
雨

が
降

る
と

通
行

不
能

北
美

小
学

校
の

真
中

を
通

過
、

パ
イ

プ
の

下
方

は
道

路
に

な
っ

て
い

る

市
民

会
館

予
定

地
内

の
パ

イ
プ

ラ
イ

ン
、

建
設

の
際

支
障

が
懸

念
さ

れ
る

（
マ

ル
内

は
地

示
柱

）

資
料

②
 ―

 基
地

と
沖

縄
市

昭
和

6
0

年

第
３

章
　

基
地

建
設

と
市

民
生

活
　
19
85
（
昭
和
60
）
年

本
市
は
、
終
戦
と
同
時
に
嘉
手
納
飛
行
場
や
嘉
手
納
弾
薬
庫
、
泡
瀬
通
信
施
設
等
米
軍
の
中
枢
的

大
規
模
な
基
地
が
建
設
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
周
辺
地
域
に
人
口
の
急
増
を
も
た
ら
し
、
穏
や
か
な
農

村
地
域
か
ら
大
き
な
変
貎
を
遂
げ
、
基
地
経
済
を
基
盤
と
す
る
県
下
第
２
の
都
市
へ
と
発
展
し
た
。

し
か
し
、
本
市
域
の
大
部
分
を
米
軍
基
地
が
占
め
て
い
る
う
え
に
、
第
二
次
産
業
の
基
盤
が
弱
く
、

基
地
関
連
産
業
を
中
心
に
第
三
次
産
業
に
偏
す
る
経
済
構
造
で
あ
り
、
社
会
情
勢
の
変
動
に
伴
う
米

軍
の
動
向
に
よ
っ
て
、
市
民
経
済
は
た
え
ず
動
揺
を
繰
り
返
し
、
特
に
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
ド
ル

価
値
の
下
落
に
よ
る
米
軍
人
、
軍
属
、
そ
の
家
族
等
の
購
買
力
の
低
下
、
基
地
の
再
編
、
整
理
縮
小

に
伴
う
基
地
従
業
員
の
大
量
解
雇
等
は
、
市
民
生
活
は
も
と
よ
り
県
経
済
に
も
大
き
く
影
響
し
、
企

業
の
倒
産
と
共
に
失
業
者
の
増
大
を
招
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
基
地
関
連
産
業
に
か
わ
る
新
し
い
産
業
を
振
興
し
、
安
定
し
た
経
済
構

造
の
創
出
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
地
経
済
か
ら
の
転
換
を
図
る
こ
と
が
本
市
の
最
重
要
課
題
で

あ
り
目
標
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
市
は
極
東
屈
指
の
米
軍
基
地
で
あ
る
嘉
手
納
飛
行
場
の
い
わ
ば
“門
前
街
”と
し
て
発
展

し
て
き
た
だ
け
に
、
基
地
か
ら
の
経
済
的
恩
恵
も
多
大
な
も
の
が
あ
っ
た
が
、
反
面
、
基
地
関
連
の

被
害
も
大
き
く
、
長
年
に
わ
た
っ
て
、
航
空
機
に
よ
る
爆
音
被
害
や
自
然
緑
地
の
破
壊
、
米
軍
関
係

の
事
件
、
事
故
等
に
よ
っ
て
、
市
民
の
生
活
環
境
及
び
生
命
財
産
等
が
た
え
ず
脅
か
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
た
め
、
本
市
で
は
、
基
地
対
策
を
重
要
施
策
の
ひ
と
つ
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
基
地
被
害
に

対
し
て
は
、
原
因
究
明
に
努
め
る
と
共
に
そ
の
被
害
を
除
去
し
、
安
全
で
快
適
な
住
み
よ
い
街
づ
く

り
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
１

節
　

基
地

被
害

と
対

策

１
．

航
空

機
騒

音
及

び
事

故
(1
)�被
害
状
況

　
�　
嘉
手
納
飛
行
場
は
、
米
軍
の
総
合
的
な
航
空
基
地
と
し
て
再
編
強
化
さ
れ
、
F
－
15
イ
ー
グ

ル
戦
闘
機
を
は
じ
め
、
RF
－
4
フ
ァ
ン
ト
ム
偵
察
機
、
K
C
－
13
5
空
中
給
油
機
、
A
V
－
8A

ハ
リ
ア
ー
戦
闘
機
等
約
15
0
機
の
常
駐
機
の
ほ
か
、
B
－
52
戦
略
爆
撃
機
や
F
－
11
1
戦
闘

機
、
F
－
14
ト
ム
キ
ャ
ッ
ト
艦
上
戦
闘
機
等
多
数
の
飛
来
機
に
よ
る
離
発
着
に
加
え
て
、
エ
ン

ジ
ン
調
整
、
タ
ッ
チ
・
ア
ン
ド
・
ゴ
ー
訓
練
、
民
間
地
域
上
空
で
の
旋
回
飛
行
、
超
低
空
、
急

上
昇
、
キ
リ
モ
ミ
な
ど
の
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
飛
行
等
を
繰
り
返
し
行
っ
て
お
り
、
こ
の
爆
音
に
よ
っ

て
、
学
校
で
の
授
業
中
断
、
職
場
で
の
会
議
中
断
、
電
話
の
難
聴
、
テ
レ
ビ
受
像
の
乱
れ
、
安

眠
妨
害
等
周
辺
地
域
住
民
に
多
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
と
共
に
、
た
え
ず
航
空
機
事
故
発
生
の
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表 3 － 1　米軍基地に係わる航空機騒音（WECPNL）の推移

資料：県環境保健部公害対策課

恐
怖
に
怯
え
て
お
り
、
米
軍
機
に
よ
る
被
害
は
嘉
手
納
町
を
中
心
に
沖
縄
市
、
北
谷
町
、
読
谷
村
、

具
志
川
市
、
石
川
市
の
ほ
か
、
演
習
場
周
辺
の
市
町
村
に
ま
で
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
被
害
を

与
え
て
い
る
。

　
�　
ま
た
、
嘉
手
納
飛
行
場
周
辺
の
騒
音
に
つ
い
て
、
県
の
測
定
結
果
に
よ
る
と
、
表
3
－
1
で

み
る
と
お
り
、
読
谷
村
大
湾
、
伊
良
皆
、
具
志
川
市
川
崎
の
三
測
定
地
点
を
除
く
10
地
点
の

W
EC
PN
L
値
は
、す
べ
て
環
境
庁
の
定
め
る
「
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
」
の
類
型
Ⅰ
（
専

ら
住
居
の
用
に
供
す
る
地
域
の
規
準
70
以
下
）
を
上
ま
わ
り
、
本
市
の
池
原
、
登
川
、
八
重
島

の
三
測
定
地
点
も
72
.1
～
73
.2
と
高
い
数
値
を
示
し
て
お
り
、
ま
だ
ま
だ
騒
音
被
害
は
大
き
く
、

地
域
住
民
の
生
活
環
境
は
著
し
く
阻
害
さ
れ
て
い
る
。

　
�　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、同
飛
行
場
周
辺
の
住
民
60
1
人
は
、米
軍
機
の
夜
間
（
午
後
７
時
～

翌
朝
７
時
）
飛
行
の
差
し
止
め
と
昼
間
（
午
前
７
時
～
午
後
７
時
）
の
騒
音
規
制
及
び
損
害
賠

償
を
求
め
て
昭
和
57
年
２
月
に
訴
訟
を
起
し
、
さ
ら
に
、
昭
和
58
年
２
月
に
30
5
人
の
住
民

に
よ
っ
て
第
二
次
訴
訟
を
起
し
て
い
る
。

　
�　
航
空
機
事
故
に
つ
い
て
は
、
復
帰
か
ら
昭
和
57
年
12
月
末
ま
で
に
県
や
市
町
村
等
に
よ
っ

て
確
認
さ
れ
た
事
故
件
数
は
53
件
で
あ
る
。
こ
れ
を
内
容
別
に
み
る
と
墜
落
事
故
が
18
件
と

最
も
多
く
、
次
い
で
不
時
着
・
緊
急
着
陸
事
故
16
件
、
離
着
陸
失
敗
８
件
、
物
体
落
下
事
故
６

件
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
嘉
手
納
飛
行
場
所
属
機
の
事
故
は
19
件
と
な
っ
て
い
る
。

　
�　
な
お
、
最
も
事
故
を
多
発
さ
せ
て
い
る
の
は
、
普
天
間
飛
行
場
を
主
力
基
地
と
す
る
海
兵
隊

で
34
件
（
全
体
の
64
.2％
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
同
基
地
所
属
の
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
等
は
、
本
市

の
上
空
を
飛
行
す
る
こ
と
も
多
く
、
昭
和
58
年
７
月
６
日
に
県
総
合
運
動
公
園
計
画
地
へ
、
同

年
11
月
10
日
に
は
泡
瀬
土
地
区
画
整
理
事
業
地
区
で
そ
れ
ぞ
れ
不
時
着
事
故
を
起
し
て
い
る
。

AV
－

8A
　

ハ
リ

ア
ー

戦
闘

機
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限
す
る
。

　
　
⑨
　
エ
ン
ジ
ン
の
試
運
転
時
及
び
調
整
時
は
可
能
な
限
り
出
力
を
落
と
す
。

　
　
⑩
　
土
・
日
曜
日
の
エ
ン
ジ
ン
調
整
は
必
要
不
可
欠
の
場
合
を
除
い
て
実
施
し
な
い
。

　
　
⑪
　
F
－
15
用
サ
イ
レ
ン
サ
ー
、
K
C
－
13
5
用
サ
イ
レ
ン
サ
ー
の
設
置
を
促
進
す
る
。

　
　
⑫
　
操
縦
士
、
整
備
士
に
対
し
、
減
音
の
教
育
を
実
施
す
る
。

　
　
⑬
　
施
設
局
、
県
、
市
町
村
と
緊
密
な
連
絡
を
と
っ
て
い
く
。

　
　
⑭
�　
航
空
管
制
塔
員
は
フ
ラ
イ
ト
パ
タ
ー
ン
及
び
騒
音
対
策
上
の
措
置
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う

同
飛
行
場
周
辺
上
空
を
飛
行
す
る
航
空
機
を
常
時
監
視
す
る
。

　
　
�し
か
し
、
夜
間
飛
行
及
び
エ
ン
ジ
ン
調
整
の
休
止
時
間
に
つ
い
て
は
、
県
が
午
後
８
時
～
翌

朝
６
時
ま
で
の
休
止
時
間
を
提
案
し
た
の
に
対
し
、
米
軍
側
は
、
午
後
10
時
～
翌
朝
６
時
ま

で
を
主
張
し
た
た
め
、
意
見
が
一
致
せ
ず
、
日
米
合
同
委
員
会
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。

　
③
　
住
宅
防
音
工
事

　
　
�　
嘉
手
納
飛
行
場
の
周
辺
は
、
防
衛
施
設
周
辺
の
生
活
環
境
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
第
４

条
、
第
５
条
、
第
６
条
に
基
づ
い
て
、
昭
和
53
年
12
月
28
日
付
で
第
一
種
（
住
宅
の
防
音

工
事
）、
第
二
種
（
移
転
の
補
償
）、
第
三
種
（
緑
地
帯
の
整
備
等
）
区
域
が
指
定
告
示
さ
れ
、

67
,00
0
世
帯
余
が
住
宅
防
音
工
事
の
対
象
と
な
り
、
本
市
も
昭
和
54
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て

い
る
。

　
　
�　
ま
た
、
同
法
施
行
規
則
の
改
正
に
伴
い
、
第
一
種
区
域
を
従
来
の
85
W
EC
PN
L
以
上
か

ら
80
W
EC
PN
L
以
上
に
拡
大
さ
れ
、
昭
和
56
年
７
月
18
日
付
で
5,7
00
世
帯
余
が
追
加
指

定
さ
れ
た
が
、
再
度
同
法
の
施
行
規
則
の
改
正
が
行
な
わ
れ
、
環
境
基
準
の
Ⅱ
類
型
と
同
じ

75
W
EC
PN
L
以
上
に
拡
大
さ
れ
、
昭
和
58
年
３
月
10
日
付
で
（
24
,00
0
世
帯
余
）
追
加
指

定
さ
れ
た
。

　
　
�　
本
市
に
お
け
る
住
宅
防
音
工
事
の
対
象
総
世
帯
数
は
18
,40
0
世
帯
以
上
と
推
定
さ
れ
る
が
、

昭
和
59
年
度
末
で
の
実
施
済
み
世
帯
数
の
う
ち
新
規
工
事
は
4,7
72
世
帯
と
な
っ
て
お
り
、

18
,40
0
世
帯
に
対
す
る
達
成
率
は
25
.93
％
で
、
追
加
防
音
工
事
（
全
室
防
音
）
13
6
世
帯
が

実
施
済
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
�　
し
か
し
、
住
宅
防
音
工
事
に
は
、
周
辺
整
備
法
第
４
条
に
基
づ
く
第
１
種
区
域
の
指
定
後

に
建
築
し
た
住
宅
に
は
住
宅
防
音
工
事
が
適
用
で
き
な
い
こ
と
、
75
W
EC
PN
L
値
地
区
は
２

室
が
防
音
工
事
の
対
象
で
あ
っ
て
も
１
室
し
か
冷
房
装
置
が
取
り
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
。
冷

房
装
置
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
電
気
料
金
が
高
額
と
な
り
各
家
庭
に
負
担
過
重
と
な
る
が
、

こ
れ
に
対
す
る
補
助
が
な
い
こ
と
等
問
題
点
も
多
く
、
今
後
は
、
こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
解
決

を
図
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。

(2
)�対
策
状
況

　
①
　
騒
音
の
測
定

　
　
�　
嘉
手
納
飛
行
場
周
辺
の
航
空
機
騒
音
の
測
定
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
が
沖
縄
市
、
嘉
手
納

町
、
北
谷
町
、
具
志
川
市
、
石
川
市
で
１
週
間
毎
の
移
動
測
定
を
行
う
と
共
に
、
石
川
市
美
原
、

北
谷
町
砂
辺
に
は
常
時
監
視
測
定
局
を
設
け
て
測
定
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
測
定
結
果
に

基
づ
い
て
、
国
へ
の
対
策
要
請
を
行
っ
て
い
る
。

　
　
�　
ま
た
、
公
害
対
策
基
本
法
第
９
条
第
１
項
に
基
づ
く
、
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
は
、

昭
和
48
年
12
月
27
日
付
け
環
境
庁
告
示
第
15
4
号
を
も
っ
て
設
定
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
係

る
環
境
基
準
の
地
域
類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
の
指
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
地
域
指

定
は
、「
環
境
基
準
に
係
る
水
域
及
び
地
域
の
指
定
権
限
の
委
任
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
46

年
政
令
第
15
9
号
）」
で
知
事
の
権
限
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
県
で
は
、
地
域
指
定
を

行
う
た
め
の
基
本
調
査
と
し
て
、
嘉
手
納
飛
行
場
周
辺
の
市
町
村
の
90
地
点
を
、
昭
和
59

年
度
か
ら
３
年
計
画
で
騒
音
測
定
を
実
施
し
て
い
る
。

　
　
　
な
お
、
本
市
独
自
で
の
騒
音
測
定
は
実
施
し
て
い
な
い
。

　
②
　
三
者
協
で
の
協
議

　
　
�　
米
軍
基
地
に
関
す
る
諸
問
題
を
現
地
レ
ベ
ル
で
解
決
で
き
る
事
項
等
に
つ
い
て
協
議
す
る

た
め
、
昭
和
54
年
７
月
19
日
県
、
那
覇
防
衛
施
設
局
及
び
米
軍
沖
縄
地
区
調
整
委
員
会
の

各
軍
代
表
を
も
っ
て
構
成
す
る
「
三
者
連
絡
協
議
会
」
を
発
足
さ
せ
、
そ
の
下
部
機
関
と
し

て
幹
事
会
を
置
き
、
さ
ら
に
具
体
的
事
項
を
検
討
す
る
た
め
、
分
科
会
を
設
置
し
て
い
る
。

　
　
�　
県
は
、
昭
和
54
年
10
月
30
日
の
第
２
回
幹
事
会
に
お
い
て
、
嘉
手
納
飛
行
場
の
騒
音
問

題
に
つ
い
て
提
案
し
た
。
そ
の
結
果
、
県
、
那
覇
防
衛
施
設
局
、
米
空
軍
、
海
軍
の
メ
ン
バ
ー

で
構
成
す
る
「
航
空
機
騒
音
対
策
分
科
会
」
の
設
置
を
決
定
し
、
同
年
11
月
19
日
に
第
１

回
目
の
会
合
を
開
き
、
以
来
５
回
に
わ
た
り
協
議
を
重
ね
、
米
側
と
次
の
こ
と
に
つ
い
て
意

見
の
一
致
を
み
て
い
る
。

　
　
①
　
土
、
日
曜
日
の
飛
行
活
動
は
最
小
限
に
止
め
る
。

　
　
②
　
安
全
及
び
飛
行
上
の
必
要
以
外
は
、
ア
フ
タ
ー
バ
ー
ナ
ー
を
使
用
し
な
い
。

　
　
③
�　
ア
フ
タ
ー
バ
ー
ナ
ー
を
使
用
す
る
場
合
は
、
嘉
手
納
基
地
の
空
域
内
で
で
き
る
だ
け
速

や
か
に
離
陸
、
急
上
昇
を
行
い
運
用
上
必
要
な
場
合
を
除
い
て
は
飛
行
場
の
境
界
線
に
達

す
る
前
に
ア
フ
タ
ー
バ
ー
ナ
ー
の
使
用
を
中
止
す
る
。

　
　
④
　
可
能
な
限
り
住
宅
地
上
空
の
飛
行
を
避
け
る
。

　
　
⑤
　
嘉
手
納
飛
行
場
周
辺
上
空
で
の
空
中
戦
闘
訓
練
及
び
曲
技
飛
行
を
禁
止
す
る
。

　
　
⑥
　
タ
ッ
チ
・
ア
ン
ド
・
ゴ
ー
は
最
小
限
に
許
可
す
る
。

　
　
⑦
　
夜
間
、
土
、
日
曜
日
は
、
タ
ッ
チ
・
ア
ン
ド
・
ゴ
ー
は
実
施
し
な
い
。

　
　
⑧
�　
嘉
手
納
飛
行
場
周
辺
上
空
に
お
け
る
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
飛
行
速
度
は
１
マ
ッ
ハ
未
満
に
制

「
基

地
と

沖
縄

市
」

 昭
和

60
年

版
 よ

り
抜

粋

195



B
－

52
　

戦
略

爆
撃

機

(2
)�対
策
状
況

　
�　
B
－
52
戦
略
爆
撃
機
の
嘉
手
納
飛
行
場
へ
の
飛
来
に
つ
い
て
、
国
は
、
日
米
安
保
条
約
及
び

地
位
協
定
（
５
条
）
と
の
関
係
で
、
台
風
避
難
等
の
緊
急
止
む
を
得
な
い
場
合
は
、
嘉
手
納
飛

行
場
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
断
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
機
が
嘉

手
納
飛
行
場
に
飛
来
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
も
国
民
感
情
か
ら
も
好
ま
し
く
な
い
の
で
米
側

と
折
衝
し
配
慮
を
求
め
る
と
言
明
し
て
い
る
。

　
�　
こ
れ
に
対
し
嘉
手
納
町
や
北
谷
町
で
は
、
同
機
は
核
の
積
載
が
可
能
で
あ
り
事
故
を
起
し
た

場
合
そ
の
被
害
は
計
り
知
れ
な
い
と
し
て
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
っ
て
も
同
機
の
飛
来
は
一
切

認
め
な
い
旨
そ
の
つ
ど
抗
議
す
る
と
共
に
、
即
時
撤
去
と
再
び
飛
来
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
関

係
機
関
へ
の
要
請
が
行
わ
れ
て
お
り
、
特
に
、
嘉
手
納
町
議
会
で
は
20
回
に
及
び
抗
議
決
議
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　
�　
ま
た
、
県
議
会
に
お
い
て
も
「
い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
飛
来
に
反
対
す
る
」
旨
11
回
に

わ
た
り
抗
議
決
議
を
行
っ
て
き
た
が
、
昭
和
59
年
11
月
の
臨
時
議
会
に
お
い
て
は
、「
い
か
な

る
理
由
が
あ
っ
て
も
飛
来
に
反
対
」
と
す
る
野
党
側
と
「
機
器
の
故
障
な
ど
止
む
を
得
な
い
場

合
は
認
め
る
」
と
す
る
与
党
が
対
立
し
た
。
し
か
し
、
与
野
党
間
で
調
整
し
た
結
果
、「
台
風
避

難
と
い
え
ど
も
県
民
に
大
き
な
不
安
を
与
え
る
同
機
の
本
県
へ
の
飛
来
を
さ
せ
な
い
よ
う
要
請

す
る
」
の
表
現
に
変
え
て
抗
議
決
議
を
行
っ
て
い
る
。

３
．

自
然

破
壊

と
環

境
汚

染
(1
)�被
害
状
況

　
�　
沖
縄
の
米
軍
基
地
は
、
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
軍
事
情
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
基
地
の
整
備
強

化
と
再
編
成
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
南
部
地
域
に
は
米
軍
に
代
っ
て
自
衛
隊
が
配
備
さ
れ
、

中
・
北
部
地
域
に
は
米
軍
を
主
体
と
す
る
基
地
が
集
中
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
特
に
、
本
市
に
は
、

嘉
手
納
飛
行
場
を
は
じ
め
米
軍
の
主
要
基
地
が
集
中
し
て
お
り
、
た
え
ず
軍
事
施
設
の
整
備
強

２
．

B
－

52
戦

略
爆

撃
機

の
飛

来
(1
)�飛
来
の
概
要

　
�　
B
－
52
戦
略
爆
撃
機
は
米
軍
の
主
力
爆
撃
機
で
、
復
帰
前
の
昭
和
40
年
７
月
28
日
台
風
避

難
を
理
由
に
グ
ア
ム
島
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
基
地
か
ら
初
飛
来
し
た
。
そ
の
後
、
昭
和
43
年
２
月

５
日
に
再
び
飛
来
し
嘉
手
納
飛
行
場
を
常
駐
基
地
と
し
た
が
、
同
年
11
月
19
日
に
同
機
が
嘉

手
納
飛
行
場
に
お
い
て
、
離
陸
に
失
敗
し
墜
落
炎
上
し
た
た
め
、
周
辺
地
域
住
民
に
大
き
な
被

害
を
与
え
た
。

　
�　
こ
の
墜
落
炎
上
事
故
に
よ
っ
て
、
嘉
手
納
飛
行
場
周
辺
の
住
民
は
も
と
よ
り
全
県
民
の
不
安

は
高
ま
り
、同
機
の
常
駐
化
反
対
、即
時
撤
去
に
対
す
る
運
動
は
全
県
民
的
運
動
へ
と
発
展
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
憂
慮
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
米
軍
側
は
同
機
の
嘉
手
納
飛
行
場
か
ら
の
撤

去
を
発
表
す
る
と
共
に
、
昭
和
45
年
８
月
24
日
か
ら
撤
去
を
開
始
し
、
同
年
10
月
６
日
に
は

完
了
し
て
い
る
。

　
�　
し
か
し
、
復
帰
直
後
の
昭
和
47
年
５
月
20
日
に
は
、
台
風
避
難
を
理
由
に
同
機
３
機
が
グ

ア
ム
島
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
基
地
か
ら
嘉
手
納
飛
行
場
に
飛
来
し
て
お
り
、
そ
の
後
も
同
様
な
理

由
で
飛
来
を
繰
り
返
し
、
昭
和
59
年
12
月
末
ま
で
に
25
回
延
べ
35
9
機
が
飛
来
し
て
い
る
。

　
�　
こ
の
B
－
52
戦
略
爆
撃
機
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
当
時
ナ
パ
ー
ム
弾
な
ど
を
積
載
し
、
直
接

嘉
手
納
基
地
か
ら
出
撃
し
た
と
も
い
わ
れ
、
“黒
い
殺
し
屋
”と
し
て
最
も
恐
れ
ら
れ
た
爆
撃
機

で
あ
る
。
特
に
、
昭
和
58
年
４
月
27
日
以
降
は
こ
れ
ま
で
の
Ｄ
型
機
に
代
っ
て
Ｇ
型
機
が
配

備
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
Ｇ
型
機
は
、
核
ミ
サ
イ
ル
や
水
爆
が
搭
載
で
き
る
最
新
鋭
機
で
あ
り
、

新
た
に
核
持
ち
込
み
等
の
危
険
性
が
増
大
し
た
と
し
て
、
嘉
手
納
町
議
会
、
北
谷
町
議
会
を
は

じ
め
、
県
議
会
に
お
い
て
も
再
三
飛
来
反
対
の
決
議
を
行
っ
て
い
る
。

表
3

－
2　

嘉
手

納
飛

行
場

へ
の

B
－

52
飛

来
状

況

資
料

：
県

発
行

「
沖

縄
の

米
軍

基
地

」
に

よ
る

。

「
基

地
と

沖
縄

市
」
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え
た
も
の
の
そ
れ
以
後
は
減
少
傾
向
に
あ
り
、
昭
和
59
年
に
は
52
年
の
39
.8％
に
相
当
す
る

76
件
が
発
生
し
66
人
が
検
挙
さ
れ
て
い
る
。

　
�　
こ
れ
を
罪
種
別
に
み
る
と
、
凶
悪
犯
は
昭
和
52
年
の
40
件
か
ら
着
実
に
減
少
し
、
59
年
に

は
６
件
と
な
り
、
沖
縄
署
管
内
全
件
数
の
7.9
％
で
あ
る
。
粗
暴
犯
は
52
年
の
44
件
か
ら
59

年
に
は
19
件
と
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
、
全
件
数
に
占
め
る
割
合
は
25
％
と
高
い
比
率
で
あ

る
。
ま
た
、
窃
盗
犯
は
52
年
の
49
件
か
ら
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
55
年
に
95
件
、
56
年

に
64
件
と
急
激
に
増
え
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
減
少
傾
向
を
示
し
、
59
年
に
は
35
件
と
な
っ

て
い
る
。
な
お
、
全
件
数
に
占
め
る
割
合
は
46
.1％
と
か
な
り
高
い
比
率
と
な
っ
て
い
る
。

　
�　
そ
の
ほ
か
の
知
能
犯
、
風
俗
犯
、
そ
の
他
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
大
幅
に
減
少
し
て
、
昭
和

59
年
に
は
３
罪
種
で
16
件
発
生
し
、
全
件
数
に
占
め
る
割
合
も
21
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
�　
県
全
体
の
犯
罪
件
数
を
み
る
と
、
総
件
数
は
昭
和
52
年
が
34
2
件
、
59
年
が
14
2
件
で
52

年
の
41
.5
％
に
あ
た
り
、
大
幅
な
減
少
を
示
し
、
沖
縄
署
管
内
と
同
じ
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、

県
全
体
の
総
件
数
の
う
ち
、
沖
縄
署
管
内
の
件
数
が
占
め
る
割
合
は
、
52
年
か
ら
59
年
ま
で

の
総
件
数
で
み
る
と
49
.4％
で
あ
り
、
最
も
高
い
比
率
は
57
年
の
56
.7％
で
、
低
い
比
率
は
58

年
の
35
.9％
と
な
っ
て
お
り
、平
均
す
る
と
県
全
体
の
約
半
数
は
沖
縄
署
管
内
で
発
生
し
て
い
る
。

　
�　
ま
た
、
犯
罪
の
種
類
別
で
み
る
と
、
全
体
的
に
減
少
傾
向
を
示
し
、
昭
和
52
年
と
59
年
を

比
較
す
る
と
、
凶
悪
犯
は
60
件
か
ら
10
件
に
、
粗
暴
犯
は
76
件
か
ら
26
件
へ
、
窃
盗
犯
は

12
1
件
か
ら
75
件
に
そ
れ
ぞ
れ
減
少
し
て
お
り
、
そ
の
ほ
か
の
犯
罪
も
減
少
し
て
い
る
。

　
�　
覚
せ
い
剤
、
麻
薬
、
大
麻
事
犯
に
つ
い
て
は
、
昭
和
47
年
の
総
発
生
件
数
が
20
9
件
で
そ
の

う
ち
15
6
件
が
米
軍
人
軍
属
等
に
よ
る
事
犯
で
あ
り
、全
件
数
の
約
75
％
を
占
め
、そ
の
比
率
は
、

51
年
、5
2
年
、5
7
年
を
除
け
ば
毎
年
74
％
以
上
が
米
軍
人
軍
属
等
に
よ
る
事
犯
で
あ
る
。
ま
た
、

51
年
が
44
件
、
52
年
が
50
件
で
比
較
的
少
な
い
発
生
件
数
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の

年
次
は
、
米
軍
人
軍
属
等
に
よ
る
事
犯
が
圧
倒
的
に
多
く
発
生
し
、
48
年
が
27
3
件
、
55
年
が

22
8
件
で
58
年
は
13
2
件
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
大
半
が
麻
薬
及
び
大
麻
事
犯
で
占
め
、
覚
せ

い
剤
事
犯
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。

(2
)�対
策
状
況

　
�　
米
軍
人
・
軍
属
や
そ
の
家
族
に
よ
る
凶
悪
事
件
は
、
大
幅
に
減
少
は
し
て
い
る
も
の
の
、
復

帰
後
の
殺
人
事
件
は
、
昭
和
60
年
１
月
現
在
で
８
件
も
発
生
し
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
復
帰
後
と
比
較
し
て
麻
薬
事
犯
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
が
、
大
麻
事
犯
は
大

幅
に
増
え
て
お
り
、
両
事
犯
と
も
殆
ど
が
米
軍
人
軍
属
等
に
よ
っ
て
起
さ
れ
て
い
る
。

　
�　
こ
の
よ
う
な
事
態
を
憂
慮
し
た
県
で
は
、
昭
和
56
年
９
月
２
日
の
第
４
回
三
者
協
、
57
年

５
月
10
日
の
第
７
回
幹
事
会
に
お
い
て
、
米
軍
人
・
軍
属
等
に
よ
る
刑
事
事
件
に
対
す
る
米
軍

の
厳
重
な
指
導
と
綱
紀
の
粛
正
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
米
軍
側
は
、
対
策
と
し
て
、
兵

員
が
沖
縄
に
赴
任
す
る
と
同
時
に
講
習
会
等
に
よ
り
、
日
本
国
の
刑
罰
に
つ
い
て
厳
し
く
指
導

化
が
推
進
さ
れ
る
と
共
に
、基
地
使
用
の
恒
久
安
定
化
を
図
る
た
め
に
米
軍
の
家
族
住
宅
、学
校
、

売
店
、ス
ポ
ー
ツ
施
設
等
生
活
関
連
施
設
の
建
設
整
備
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、

嘉
手
納
飛
行
場
、
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
、
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ー
ル
ズ
等
に
残
さ
れ
た
貴
重
な
自
然

緑
地
が
大
幅
に
失
わ
れ
る
結
果
と
な
り
、
工
事
期
間
中
は
赤
土
の
流
出
等
に
よ
り
北
谷
町
、
嘉

手
納
町
、
読
谷
村
等
の
沿
岸
海
域
を
汚
染
し
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。

　
�　
こ
の
基
地
内
に
残
さ
れ
た
自
然
緑
地
は
、
航
空
機
騒
音
の
吸
収
、
大
気
の
浄
化
、
水
源
涵
養
、

風
致
林
と
し
て
の
機
能
を
果
す
と
共
に
、
野
鳥
や
昆
虫
等
も
生
息
し
学
術
的
、
教
育
的
に
も
土

地
利
用
の
上
か
ら
も
貴
重
な
も
の
で
あ
り
保
護
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
地
域
は
戦
前

ま
で
住
民
の
居
住
地
域
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
多
く
の
埋
蔵
文
化
財
の
可
能
性
も
あ
り
、
調
査
研

究
も
不
十
分
の
ま
ま
基
地
建
設
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
憂
慮
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。

　
�　
ま
た
、
米
軍
基
地
内
か
ら
の
廃
油
、
薬
物
、
し
尿
等
に
よ
る
環
境
汚
染
事
故
は
復
帰
後
も
多

発
し
、
昭
和
57
年
末
ま
で
の
11
年
間
に
60
件
発
生
し
て
い
る
。
特
に
、
キ
ャ
ン
プ
・
瑞
慶
覧
、

嘉
手
納
飛
行
場
、
陸
運
貯
油
施
設
等
本
市
関
連
の
基
地
で
多
く
汚
染
事
故
を
起
し
て
お
り
、
嘉

手
納
町
、
北
谷
町
、
宜
野
湾
市
等
の
河
川
、
排
水
や
沿
岸
海
域
等
で
最
も
多
く
被
害
を
も
た
ら

し
て
い
る
が
、
本
市
域
へ
の
被
害
は
殆
ど
み
ら
れ
な
い
。

(2
)�対
策
状
況

　
�　
嘉
手
納
飛
行
場
を
中
心
と
す
る
基
地
へ
の
機
能
の
集
約
化
に
伴
う
米
軍
家
族
住
宅
等
の
建
設

に
つ
い
て
は
、
自
然
緑
地
の
破
壊
と
土
砂
流
出
に
よ
る
海
域
の
汚
染
、
文
化
財
の
破
壊
等
に
つ

な
が
る
も
の
と
し
て
、
他
市
町
村
に
お
い
て
も
反
対
し
て
い
る
が
、
本
市
も
昭
和
60
年
１
月
24

日
付
で
関
係
省
庁
に
対
し
、
こ
れ
以
上
の
集
約
化
に
よ
る
兵
舎
や
米
軍
家
族
住
宅
等
の
建
設
は
、

自
然
緑
地
を
破
壊
し
、
基
地
の
拡
大
強
化
に
つ
な
が
る
と
の
市
民
の
危
惧
と
米
軍
人
軍
属
向
け

貸
住
宅
業
者
の
死
活
問
題
に
発
展
し
か
ね
な
い
と
し
て
、
そ
の
善
処
方
に
つ
い
て
要
請
を
行
っ

て
い
る
。

　
�　
環
境
汚
染
事
故
に
つ
い
て
は
、
復
帰
前
は
、
多
く
の
汚
染
事
故
が
発
生
し
そ
の
対
策
に
苦
慮

し
た
が
、
復
帰
後
は
、
本
市
域
が
被
害
を
受
け
る
事
故
は
殆
ん
ど
な
く
、
最
近
の
事
故
で
は
、

昭
和
58
年
１
月
20
日
に
キ
ャ
ン
プ
・
シ
ー
ル
ズ
の
下
水
道
ポ
ン
プ
場
の
機
械
の
故
障
で
汚
水

が
比
謝
川
へ
流
入
し
汚
染
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

　
�　
こ
の
よ
う
な
事
故
に
対
し
て
は
、
そ
の
都
度
米
軍
及
び
那
覇
防
衛
施
設
局
に
対
し
、
抜
本
的

な
対
策
方
を
要
請
し
て
い
る
。

４
．

米
軍

人
・

軍
属

・
そ

の
家

族
の

犯
罪

(1
)�発
生
状
況

　
�　
復
帰
後
は
、
米
軍
人
・
軍
属
及
び
そ
の
家
族
に
よ
る
犯
罪
は
大
幅
に
減
少
し
て
お
り
、
沖
縄

署
管
内
に
お
い
て
も
昭
和
52
年
の
19
1
件
か
ら
毎
年
減
少
を
続
け
、
昭
和
55
年
に
は
若
干
増
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�　
こ
れ
に
対
し
、
米
軍
側
は
、
松
く
い
虫
か
ら
の
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
マ
ツ
の
樹
林
地
保
護
が
急
務

で
あ
る
こ
と
を
認
め
、
最
大
限
の
協
力
を
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
県
は
、
松
く
い
虫
防
除
対

策
が
長
期
的
な
事
業
で
あ
る
こ
と
を
配
慮
し
、
そ
の
後
の
三
者
協
に
お
い
て
も
取
り
あ
げ
、
適

時
に
適
切
な
防
除
事
業
を
実
施
す
る
よ
う
米
軍
に
求
め
て
い
る
。

　
�　
さ
ら
に
、
本
市
で
も
基
地
外
の
松
く
い
虫
被
害
木
の
伐
倒
焼
却
駆
除
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、

昭
和
58
年
度
に
20
6
本
で
11
6.4
6
立
方
メ
ー
ト
ル
、
59
年
度
が
13
7
本
で
60
.42
立
方
メ
ー
ト

ル
を
伐
倒
焼
却
し
て
い
る
。

し
、
ま
た
、
麻
薬
事
犯
等
を
少
な
く
す
る
た
め
、
麻
薬
犬
を
使
っ
て
そ
の
摘
発
に
努
め
る
と
共
に
、

今
後
と
も
綱
紀
の
粛
正
を
図
り
、
事
件
の
未
然
防
止
に
努
め
る
と
約
束
し
て
い
る
。

　
�　
こ
の
米
軍
の
綱
紀
の
粛
正
等
に
よ
っ
て
、
刑
事
事
件
は
減
少
の
一
途
で
あ
り
、
麻
薬
事
犯
等

も
56
年
以
降
若
干
減
少
を
み
せ
て
お
り
、
そ
の
効
果
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

56
年
以
降
殺
人
事
件
が
４
件
も
発
生
し
、
麻
薬
事
犯
等
も
若
干
増
え
た
り
す
る
現
象
も
み
ら
れ
、

特
に
、
米
軍
人
軍
属
に
よ
る
犯
罪
は
、
海
兵
隊
員
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
が
多
い
こ
と

か
ら
、
引
き
続
き
同
部
隊
へ
の
綱
紀
の
粛
正
を
強
く
要
請
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
�　
ま
た
、
米
軍
人
軍
属
等
に
よ
る
犯
罪
件
数
の
約
50
％
が
沖
縄
署
管
内
で
発
生
し
て
い
る
状
況

を
考
慮
し
、
本
市
と
し
て
も
、
米
軍
に
対
し
て
今
後
と
も
よ
り
一
層
の
綱
紀
粛
正
を
図
り
、
犯

罪
防
止
の
抜
本
的
対
策
を
講
じ
る
よ
う
要
請
す
る
必
要
が
あ
る
。

５
．

松
く

い
虫

の
被

害
(1
)�被
害
状
況

　
�　
本
市
の
森
林
面
積
は
94
3ヘ
ク
タ
ー
ル
で
68
.1％
に
あ
た
る
64
2ヘ
ク
タ
ー
ル
が
リ
ュ
ウ
キ
ュ

ウ
マ
ツ
を
中
心
と
す
る
針
葉
樹
林
地
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
樹
林
地
に
昭
和
48
年
頃
か
ら
松

く
い
虫
が
大
量
発
生
す
る
よ
う
に
な
り
、
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　
�　
こ
れ
は
、
マ
ツ
ノ
マ
ダ
ラ
カ
ミ
キ
リ
、
マ
ツ
ノ
ザ
イ
セ
ン
チ
ュ
ウ
等
に
よ
る
被
害
で
あ
り
、
昭

和
48
年
九
州
地
方
か
ら
移
入
さ
れ
た
薬
剤
駆
除
検
査
済
の
松
材
に
不
着
し
て
い
た
マ
ツ
ノ
マ
ダ

ラ
カ
ミ
キ
リ
に
よ
っ
て
伝
播
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
、
昭
和
50
年
を
ピ
ー
ク
に
年
々
減
少
傾
向
に

あ
っ
た
が
、
55
年
以
降
異
常
気
象
で
降
雨
量
が
少
な
く
再
び
異
常
発
生
し
、
被
害
も
広
域
化
し
た
。

　
�　
本
市
域
で
は
、
嘉
手
納
飛
行
場
や
嘉
手
納
弾
薬
庫
地
区
に
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
マ
ツ
の
群
落
が
集

中
し
て
い
る
た
め
、
松
く
い
虫
は
こ
の
地
域
か
ら
発
生
し
、
被
害
も
著
し
く
、
さ
ら
に
、
民
間

地
域
に
も
飛
び
火
し
大
量
発
生
し
て
お
り
、
本
市
域
内
で
昭
和
49
年
度
か
ら
59
年
度
ま
で
の

11
年
間
に
7,9
56
平
方
メ
ー
ト
ル
が
被
害
を
受
け
て
い
る
。

(2
)�対
策
状
況

　
�　
嘉
手
納
弾
薬
庫
一
帯
で
発
生
し
た
松
く
い
虫
は
、
広
域
化
、
激
甚
化
の
様
相
を
呈
し
て
き
た

た
め
、
県
で
は
こ
の
事
態
を
憂
慮
し
、
昭
和
57
年
度
以
降
、
早
急
に
松
く
い
虫
の
被
害
を
終
息

さ
せ
る
こ
と
を
目
標
に
、「
松
く
い
虫
被
害
対
策
実
施
計
画
」
を
策
定
す
る
と
共
に
、
防
除
事
業

等
を
米
軍
と
民
間
側
が
歩
調
を
合
わ
せ
て
強
力
に
推
進
し
て
い
る
。

　
�　
一
方
県
は
、
昭
和
55
年
２
月
８
日
の
三
者
連
絡
協
議
会
第
３
回
幹
事
会
、
56
年
９
月
２
日
の

第
４
回
協
議
会
に
お
い
て
、
米
軍
に
対
し
、
①
基
地
内
立
入
り
手
続
き
の
簡
素
化
及
び
三
者
合

同
に
よ
る
調
査
の
実
施
、
②
県
の
方
針
ど
お
り
の
防
除
方
法
及
び
防
除
時
期
（
春
の
薬
剤
散
布
、

秋
の
伐
倒
焼
却
）
の
実
施
、
③
県
に
よ
る
防
除
時
の
指
導
及
び
立
合
確
認
の
実
施
、
④
相
互
間

に
お
け
る
必
要
な
資
料
の
提
供
等
に
つ
い
て
申
し
入
れ
て
い
る
。
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